
目次
ILSI Japanへの2つの希望

東邦大学医学部大僑病院臨床検査医学研究室総合健康相談センター 橋詰 直孝． シリーズ「ヘルスクレームの科学的根拠J-12← 

新規ヘルスクレームである抗疲労トクホ上市に向けて
治医科学研究所cso 梶 本 修身

・ シリーズ「ニュー卜リゲノミクスの食品機能への応用J -8 
摂食感覚神経の遺伝子発現特性

東京大学大学院農学生命科学研究科イルシージャパン寄付鶴座松本 一朗． 日常診療かうみた食の安全性
浜松医科大学医学部附属病院臨床研究管理センター 山 田 浩

• Vahouny-ILSI Japan難消化性糖質国際シンポジウム
＊シンポジウムを終えて

*A Review 
． 専修大学坂田隆

Vahouny Symposia チャールズ ・ポンフィールド
＊食品の糖放出性評価法（GR法）

ダニスコジャパン株式会社 横山 靖浩
・ 食晶の安全性とリスクアナリシス

独立行政法人食品総合研究所 山 田 友紀子
・ カビと食晶衛生を考える

一一マイコトキシンを産生しない力ビの安全性一一
東京家政大学 一戸正勝

<ILSI PANブ口ジ、工ク卜＞
l .生活習慣病予防を目的とした職域保健支援プログラムの開発

一一介入終了1年後における介入効果の持続性一一
財団法人明治安田厚生事業団体力医学研究所 荒尾 孝

2.自立高齢者の介護予防をめざして
一一高齢者の運動と食生活に関する複合プログラム

Take l 01⑧を用いた地域介入の効果の評価一一
東京都老人総合研究所 熊谷 修

<ILSI IDEAブロジ‘ェクト＞
・ 発展途上国における鉄欠乏症撲滅活動

ISSN 134 7-3239 

一ーとくにベトナムをモデルケースとして一一 報告その3・大規模介入試験の成果

・ ワークショ ッブ報告
ILSI Japan主催「世界のお茶とその化学分析J

• FAQ/WHO合同食品規格計画第26回栄養・特殊用途食品部会会議報告

第14囲コーデックス・アジア地域調整部会

第14回コーデックス・アジア地域調整部会 .FAO/WHO Workshop on 
Functional Foods 

・ 機能性食品ゲノミクス最前線
l st European Nutrigenomics Conference参加報告

・ 今イルシーでは
しWWC/ILSIJapan共催、化学・生物総合管理学社会人再教育講座
「生物総合評価管理学ケーススタディー」

比二言1
・ヘ｜特定非営利活動法人

ぷ ｜日本国際生命科学協会



． 
－ 

国際生命科学協会（InternationalLife Sciences Institute. ILSI）は、 1978年に

アメリ力で設立された非自利の団体です。

ILSIは、健康・栄養・安全性・環境に関わる問題の解決および正しい理解を目指す

とともに、今後発生する恐れのある問題を事前に予測して対応していくなど、活発

な活動を行っています。現在、世界中の300社以上の企業が会員となって、その ： 
活動を支えています。

多くの人々にとって重大な関心事で、あるこれらの問題の解決には、しっかりとした

科学的アプローチが不可欠です。 ILSIはこれらに関連する科学研究を行い、あるい

は支援し、その成果を会合や出版物を通じて公表し、啓蒙に役立てています。その

活動の内容は世界の各方面から高く評価されています。

また、 ILSIは、非政府機関（NGO）のーっとして、世界保健機関（WHO）とも密接な

関係にあり、国連食糧農業機関（FAO）に対しては特別アドバイザーの立場にありま

す。アメリ力、ヨーロッパをはじめ各国で、国際協調を目指した政策を決定する際

には、科学的データの提供者としても国際的に高い信頼を得ています。

特定非自利活動法人日本国際生命科学協会（ILSIJapan）は、 ILSIの日本支部として

1981年に設立されました。ILSIの一員として世界的な活動の一翼を担うとともに、

日本独自の問題にも積極的に取り組んでいます。 ． 
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東邦大学医学部大橋病院臨床検査医学研究室

総合健康相談センター

橋詰直孝

過去から今日にかけて種々の変化が起こっている。疾患も急性疾患から慢性疾患（生活習慣病）に変化した。そ

れに伴い国の健康対策も Protection（隔離）からPrevention（予防）へ、そしてPromotion（保持増進）と変化した。

健康の保持増進に対するサプリメントへの期待が国民の間で高まっている。国はそれに対して努力はしているが、

国民の期待との聞にずれがある。ILSIJapanには固とともに国民の期待に沿えるサプリメント制度への提案や国際化

への活動をお願いしたい。

栄養ア セスメン卜は科学的根拠のある検査とその標準化が重要である。InternationalOrganization for 

Standardization (ISO）のTechnicalCommittee 212が国際的に臨床検査標準化を推進している。日本での窓口は日本

臨床検査標準化協議会 (JapaneseCommittee for Clinical Laboratory Standards: JCCLS）である。日本臨床化学会

(Japan Society of Clinical Chemistry: JSCC）や日本ビタミン標準化検討協議会 (JapanCommittee for Vitamin 

Laboratory Standards: JCVLS）はJCCLSに参画している。ILSIJapanが栄養関連の検査の標準化に参加して下されば

乙の方面の国際化は飛躍的に進歩するものと思われる。

* * * * * * * * * * ＊女合会＊ * * * * * 

<Summary> 

Many changes in our life have happened during this century. Chronic diseases (Life-style related diseases) are much 

more prevalence than acute diseases in recent years. In line wi仕1such trend, it was changed from disease protection to 

disease prevention and health promotion in national health policy. Much expectation for dietary supplements in health 

promotion has become popular among consumers. Under such circumstances, government is trying to m出ean effort 

to answer for such expectation by consumers. There are, however, still some gaps between both entities. I expect ILSI 

Japan to perform some activities for creation of international harmonization of total systems including regulatory affairs 

on dietary supplements. In turn, clinical laboratory tests with scientifically substantiated evidence and their 

standardization are important for nutritional assessment. International Organization for Standardization (ISO) 

<Technical Committee 212> continuously promotes standardization of laboratory tests as an international organization 

泊thisissue. 

Two Expectations for ｜しSIJapan NAOTAKA HASHIZUME, M.D. 

Toho University School of Medicine 

ILSI No.81 -1  
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Japanese Committee for Clinical Laboratory Standards CT CCLS). plays a role for responsibility in this task force. And 

also bo出 JapanSociety of Clinical Chemis仕yQSCC) and Japan Committee for Vitamin LaboratorγStandards CT CVLS) 

join to JCCLS. Under cooperation with ILSI Japan in standardization of nutritional laboratory tests, internationalization 

in this field would remarkably progress. 

1. はじめに

ILSI Japanとの出会いは、 1998年に木村修一先生から

同協会主催の砂糖研究会参加にお誘いを受けた時からで

ある。私のテーマはGlycemicIndex (GI)で、国際的に

も通じるように標準食品としてパンを選択した。 ILSI

Japanの事務局の方がトロント大学のアンダーソン教授

の研究室と同じパン酵母を子に入れて下さり、日本人と

カナダ人のパンのGI比較ができたことは今でも感謝し

ている。研究は砂糖ばかりでなく、日本食のGIの研究

に進んだ（HashizumeN., Ibara H., Kakinoki T., Inage H., 

Kimura S., Kimura M.,: Response to blood glucose and 

insulin by Japanese foods in healthy subjects日本臨床栄

養学会雑誌25:222-225, 2004）。

その問、 Nutritionand health aspects of sugars. 

Proceeding of workshop held in Washington, DC may 2-5. 

1994 (supplement to The American Journal of Clinical 

Nutrition 62(1), 1995）の翻訳の監修やILSIJapan 20周年

記念国際シンポジウム「糖質（GlycemicCarbohydrate) 

と健康」（2001年）に参画させて頂いた。この活動を通

じてILSIが健康・栄養・安全性・環境に係わる国際協調

を目指している組織であることが理解できた。そこで今

後のILSIJapanの活動に求めるものとして、既に進めら

れているサプリメントに対する分類と表示、栄養アセス

メントの国際化の協力について私見を述べる。

2. サプリメン卜について

私が関わった厚生労働省でのサプリメントに関する委

員会は1995年に設置された「ビタミンに関する検討会」、

「ミネラルに関する検討会Jの2つから始まった。ここで

今まで医薬品に認められていた錠剤、カプセルの食品で

の使用を認めたり、ビタミンやミネラルの上限、下限量

が検討された。「医薬品の範囲基準の見直しに関する検

討会」で錠剤、カプセルの食品での使用は確実なものに

2一一ILSINo.81 

なった。「pわゆる栄養補助食品の取扱いに関する検討

会」で保健機能食品（特定保健用食品、栄養機能食品）

の名称が誕生した。特定保健用食品（特保）は個別評価

型で栄養機能食品は規格基準型なのだが、個別評価は世

界中で高く評価された。「特別用途食品の評価検討会総

合部会J、「医薬品成分本質に関するワーキンググループ」

の会を経て「健康食品に係る制度のあり方に関する検討

会」が設立された。 2004年6月に「健康食品」に係わる

今後の制度のあり方についての提言が提出された。国民

から整理を期待されていた“いわゆる健康食品”には子

をつけず、特保の見直しという方向へと移っていった。

それにより、条件付き特保、規格基準型特保、疾病リス

ク低減表示が提言された。

この提言は「錠剤、カプセル状等食品の適正な製造に

係わる基本的考え方について（案）」、「錠剤、カプセル

状等食品の原材料の安全性に関する自主点検ガイドライ

ン（案）」とともに、 2004年11月19日にパブリックコメ

ントを求めるために公表された。寄せられた多くの意見

を考慮、しながら、「新特定保健用食品の制度に関する基

準等策定のための行政的研究班J(2004年夏設立）が、

上記提言を了承した。これらの結果は部分的に見ると正

しいが、視野狭窄的であり、特保の見直しに関しては複

雑で、外国人に説明しでも理解してもらうのが難しい。

隣国、韓国では諸外国のサプリメント制度を検討し、

妥当性のない“いわゆる健康食品”の撲滅に力を注いで

いる中国でも本年中にサプリメントの位置づけを法のも

とで明らかにするとのことである。また、 ILSIEurope 

では叶ocessfor the Assessment of Scientific Support for 

Claims on Food (PASSCLAIM）プロジェクトがサプリ

メントの制度と評価に関する国際的調査とヘルスクレー

ムの提案を行なっている。

ILSI JapanがアジアにおけるILSIと共同で調査検討し、

アジアからのヘルスクレームをCodexに提案したらどう

であろうか。



3. 栄養アセスメントについて

近年、中心静脈栄養（TotalParenteral Nutrition: TPN) 

輸液中に重篤な乳酸アシドーシスになる患者が出てき

た。この経緯について述べる。

Dudrickが開発したTPN輸液は、経口・経腸では充分

に栄養摂取ができない患者および外科領域における術後

患者の治療成績を向上させた。 TPN治療が開発されて20

数年になるが、現在、本邦において常時4万から5万以

上の患者がTPNを受けているとも言われている。しかし、

TPN施行中に乳酸アシドーシスが起こることが1975年に

Blennowにより報告され、 1990年に本邦においてもTPN

時の代謝性アシドーシスが多数発生した。 TPN時のアシ

ドーシスの報告数は1994年をピークに減少するが、 1999

年になっても散見され、この中には死亡例が含まれてい

ることが報じられた。事態を重く見た旧厚生省は副作用

情報を配布し、注意を喚起した。当初その原因は輸液成

分にあるのではないかとされたが、症例が蓄積し、その

中にはビタミンB1を投与することで軽快する例が報じら

れたことから、これらの症例はビタミンB1欠乏であった

ことが判明した。

ビタミンB1欠乏症の診断には血中ビタミンB1濃度の

測定と基準範囲の設定が大切で、ある。しかし、多くの検

査所は血中ビタミンB1濃度の基準下限値を20ng/mlとし

た。 TPN中の乳酸アシドーシスの患者の血中B1濃度は

21-27ng/mlの者がいた。 20ng/mlで、は、明らかにビタ

ミンB1欠乏症は見落とされる。なぜ各検査所の基準下限

値が20ng/mlになったかというと、基準範囲設定の際、

健常母集団の中に潜在性B1欠乏状態の者が混在していた

可能性がある。さらに検査法の標準化がなされていなか

った。そこで、私は日本ビタミン標準化検討協議会を発

足させ、国際的に通用する検査法の標準化と基準値づく

りを行なっている。

栄養状態の評価判定法に国際的に標準化が行なわれな

いと種々の問題が起こってくる。米国では昔から米国臨

床化学学会の中に栄養専門委員会がある。日本において

も日本臨床化学学会に専門委員会が4年前にできた。

ILSI Japanもぜひ栄養アセスメントの標準化に協力をし

てもらpたい。

ILSI Japanへの2つの希望

4. おわりに

私自身、 ILSICHP JapanのTAKE10！Rの開発に協力し

たりして、 ILSIJapanはサプリメントに対して大きな貢

献をしていることは熟知している。日本は機能性食品と

いう概念をいち早く言い出し、特保で実行に移した国で

ある。しかし、その後の歩みは遅いし、国民の期待とは

ずれが生じている。国際的でしかも国民の期待に沿った

サプリメント制度への提案に尽力を注いで、もらいたい。

また、国際的な栄養アセスメントの標準化にご尽力のほ

ど切にお願いする次第である。

略歴

橋詰直孝（はしづめなおたか）医学博士

1996年 東邦大学医学部卒業

1997年 東邦大学医学部講師（第2内科学講座）

1981年 帝京大学医学部助教授

（第1内科学講座・中央検査部）

1986年 お茶の水女子大学家政学部非常勤講師（兼務）

1990年 濁協医科大学越谷病院臨床検査部非常勤講師

（兼務）

1994年 東邦大学医学部教授

（大橋病院臨床検査医学研究室）

2003年 東邦大学医学部付属大橋病院

総合健康相談センター長（兼務）

2005年 和洋女子大学家政学部教授

〔受賞〕 東邦大学医学会賞（1981年）

日本痛風・核酸代謝学会研究奨励賞〔1993年〕

日本ビタミン学会理事、日本臨床栄養学会理事、日本臨床栄養協

会副会長、日本サプリメントアドバイザー認定機構副理事長、日

本栄養食糧学会評議員、日本病態栄養学会監事、日本糖尿病学会

評議員、日本動脈硬化学会評議員、日本健康体力栄養研究会理事、

日本肥満学会評議員、日本微量元素学会評議員、日本臨床検査医

学会評議員、日本臨床検査専門医会理事、日本臨床化学会支部長

理事、日本ビタミン標準化検討協議会理事長
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新規ヘルスクレームである抗疲労トクホ上市

に向けて
総合医科学研究所cso

大阪外国語大学保健管理センター助教授

大阪市立大学医学部客員助教授

梶本修身

特定保健用食品のマーケ ット は年々成長しており、 2003年には6000億円、 2010年には1兆円を超えると予想され

ている。2004年現在、 439種の特定保健用食品が認可されている。しかしながら、その健康強調表示は、制度発足か

ら10年以上経過しているにも関わらず、整腸作用、血圧、血糖値などに関するものに限定されている。一方、国民

のニーズは、 「疲労J、「老化J、「美肌」、「血液さらさら」など、生体情報を数値化・定量化するのが難しいカテゴリ

ーに移行しつつある。そこで、我々は、こうした社会的要望の大きく、マーケットも成熟しつつある疲労の分野に

着目 し、抗疲労卜クホを目指したプロジェクトを立ち上げた。疲労を評価するには、生理学的定量評価、生化学

的・免疫学的定量化法を行うため、多くのバイオマーカーの開発が必要であり、様々な分野の研究者の協力を得ら

れるネ ット ワーク作りが大切で、ある。

抗疲労プロジェクトは現在2年目を迎え、すでにバイオマーカーの選定も終了し、抗疲労成分の探索と検証を実

施するステージに入った。本報においては、抗疲労卜クホ上市に向けたこのプロジェクト内容と疲労評価について

ご紹介する。

女 づ た 安 安安＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊安安＊

<Summary> 

There is a rapid growth in the size of Food for Specified Health Uses (FOSHU) market here in Japan: it is 

approximately 600 billion yen in 2003 and expected to exceed 1 trillion yen in 2010. As many as 10 years have passed 

since the launch of the FOSHU system and 439 products have been approved as FOSHU; however, the health claims 

allowed to date are limited, only including improvement intestinal functions, reduction of blood pressure or of blood 

glucose levels and few others. On the other hand, there is an increasing demand in the Japanese public for completely 

new-type FOSHU whose targets are generally difficult to be evaluated or quantified. Those include FOSHU for relieving 

fatigue, FOSHU for anti-aging, for good skin condition, and for good fluidity of blood. Accordingly, as an initial step 

toward responding to the big social demand, we first focused on fatigue and started the Fatigue Evaluation and Anti-

Fatigue Food and Drug Development Project (Fatigue Project). To evaluate fatigue, many kinds of physiological, 

biochemical, and immunological biomarkers need to be developed, and出isrequires a network and collaboration of 

Health Function Claims and the Scientific 

Substantiation・12-
Development and Marketing of a New FOSHU 

Claiming Anti-fatigue Effects 
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researchers who belong to various research fields. Our Fatigue Project just finished its first year in which essential 

biomarkers were selected to construct algorithm for fatigue evaluation and quantification. Currently we are in the 

second year of the Fatigue Project, evaluating each candidate compound that may have anti-fatigue effects. In this 

report, we introduce our trial for development of the anti-fatigue FOSHU and also describe some scientific background 

for fatigue evaluation. 

1. はじめに

特定保健用食品の表示許可を取得するには、摂取すべ

き集団を対象としたヒト試験を実施し、その有効性と安

全性を実証しなければならない。そのためには、適切な

バイオマーカーと評価方法の存在が不可欠である。

例えば、「血圧（高血圧症）J、「血糖値（糖尿病）J、

「コレステロール値（高脂血症）」「整腸（便秘症）」など、

バイオマーカーそのものが疾患名となりうるものは、新

GCP (Good Clinical Practice）に準拠する形で比較的簡

単にその効果を実証することができる。事実、これまで

許可された特定保健用食品の多くは、これらに関係する

ヘルスクレームのものである。

しかし、「疲労J、「更年期障害、加齢（抗加齢）」、「慢

性の痛み（腰痛、膝関節痛）Jなど、自分だけしか辛さ

が判らないものは、多くの方が悩み苦しんでいるにもか

かわらず、定性・定量化する技術がないために、特定保

健用食品や新規医薬の開発が極めて困難となっている。

そこで筆者は、日本人の6割が日頃から自覚している

「疲労jに着目し、そのバイオマーカー及び定性・定量

化法を確立することにより、真に効果のある抗疲労医薬

と特定保健用食品を開発する産官学連携プロジェクトを

進めている。本稿では、そのプロジェクトの概要と今後

の方向性について解説する。

2開健全な混合診療制度とは？

政府の規制改革・民間改革推進会議では、医療保険制

度が破綻寸前の状態にあることから混合診療の全面的な

解禁を求めている。事実、混合診療を拡大していかない

と、確実に医療保険が破綻するか、社会保険料増額によ

り日本経済そのものが破綻することは明らかである。

しかし、現在の混合診療は、最新の医療や高度先進医

療分野に限定した範囲で保険外診療とすることになって

いるが、この混合診療の方向性は国民全体の利益を明ら

かに損ねている。今の混合診療の方向性では、 6000万円

かかる心臓移植や数百万円と予想される遺伝子治療や再

生医療が保険外となり、ごく一部の富裕層のみが助かり、

貧しい人は手術を受けられず死んでしまう事態が発生す

る可能性が高い。事実、心臓移植を受けようとする容態

の悪い患者が、手術費用の6000万円を稼ぐことは常識的

に不可能である。

医療保険は、本来の目的からして、いざというときに

機能してこそ、その価値があり、手術しなければ死ぬよ

うな危機的状況でこそ機能しなくてはならない。その点

で、「お金がなく心臓移植が受けられなくて、命を奪わ

れた」というようなことが間違っても起こらない混合診

療システムを構築する必要がある。

そこで筆者は、移植など命に関わる医療は保険適応と

して、その代わり、食事療法や運動療法で充分にケアで

きる生活習慣病や、効くはずもない抗生物質を闇雲に投

与する風邪などを、むしろ保険外にすべきであると考え

る。日本の抗生物質の使用量は世界でも突出しいるが、

少なくとも99%の医師は、実は抗生物質が風邪（ほとん

どがウィルス性）に効果がないことを承知した上で処方

している。患者負担になれば医師もそんな無茶な医療を

しないし、患者もその薬の必要性に注意を向けるであろ

つ。

我が国においては、他にも、本来は保険適応、を必要と

しない医療用医薬品も多数存在しているのが現状であ

る。例えば胃炎薬のガスターlOmgが薬局で、誰で、も買え

るにも関わらず、医師で処方されるガスター20mgだけ

が保険適応であるごとはどう考えてもおかしい。薬局で

買ったガスターを2錠飲めば済むことである。これだけ

でも百億円以上の医療費削減が可能である。

理想的には、医師会が開業医の利益代表でなく、真に

国民の利益代表となってくれることを期待したいところ

だが、残念ながらそれは現実的ではない。高度先進医療
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は開業医とは無縁であり、保険外となっても利益の損失

にならないが、生活習慣病や風邪、胃炎を保険外とする

ことは、彼らの生活の糧を奪うことになるからである。

ゆえに、実際に、生活習慣病や風邪、胃炎などを保険

外自己負担とする健全な混合診療を機能させるには、こ

れまで保険に頼り切ってきた医師への見返りとして、保

険外でも医師が利益を生むようなシステム（＝医師会が

容認するシステム）を構築してあげる必要がある。

その最も有効な手段が、医療機関向けの特定保健用食

品である。つまり、医者が処方し、患者負担で購入して

もらう特定保健用食品の解禁である。

特定保健用食品のマーケットは、コンビニやドラッグ

ストアを中心に現在6,000億円超で年々成長しており、

2010年には1兆円を超え（三菱総合研究所）、機能性食品

市場全体では、 3兆円の目標が提示され（バイオテクノ

ロジ一戦略大綱（経済産業省））、健康サービス産業の市

場規模は、 20兆円に拡大する見通しである（日本総合研

究所算出）。 2004年には439種の製品が認可されており、

トクホが対象とする患者予備軍が相当数存在することか

らも、今後の市場成長の余地は極めて大きい。今後、混

合診療が健全に拡大すれば、開業医は、これまでの保険

に頼る医療から、患者が喜んで自己負担してくれる医療

へシフトするはずである。

3. 混合診療が拓く新たな医療とは？

では、患者が喜んで自己負担してくれる医療とは何

か？

それは、まさに、「快適性と満足感を追求する医療J

と言える。

快適性と満足感を得るには、不快の象徴である「疲労」

や「痛み」を取り除くことが最も重要である。例えば、

慢性疲労は医師にその辛さを理解してもらう術がなかっ

たために、患者は不満を募らせ、その結果、「万病に効

く」と誇大宣伝するようないかがわしい健康食品を購入

してきた。その最も大きな原因は、自覚症状を客観的に

評価する方法がなかったこと、そして、それに適応の保

険医療薬が無かったことである。

例えば抗疲労効能をイメージした種々ドリンク製剤

（肉体疲労時の栄養補給を目的とした医薬部外品・医薬

品等）は、ヒトに対し科学的・客観的に抗疲労効果が実

証されたものは無く、したがって厚生労働省が抗疲労効
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果を認めた商品も無い。しかし、疲れをなんとか緩和し

たいという国民の欲求が、年間2500億円という巨大な市

場を形成している。

厚生労働省の統計（1998）によると、国民全体の6割

が日頃から疲労を自覚しており、さらにその67%が6ヵ

月間以上にわたる慢性疲労を訴えている。医療機関受診

者のみで集計すると、 9割以上の受診者が疲労を訴えて

いたという調査もある。ゆえに、もし疲労に対し真に効

果があり、その効果が実証された特定保健用食品が開発

されれば、混合診療解禁後はドラッグストアだけでなく、

医療機関でも多くの医師が抗疲労特定保健用食品を処方

するであろう。

近い将来、健全な混合診療システムが機能した時には、

患者の満足感を満たす医療の中心として持定保健用食品

が活躍しているはずである。なぜなら医薬品より利益幅

が大きく、薬剤師が不要な点など、開業医の金銭的メリ

ットが非常に大きい。また、メーカー側ではディスカウ

ントされることがなく値崩れがないことも大きな魅力で

ある。そしてなにより、患者が医療機関で自己負担する

ことに満足感を得てくれるのである。

4. 疲労のバイオマーカーと定量化法

疲労の克服は人類全体の願いであり、日本人にはその

ニーズが特に強い。疲労を軽減することは過労死を防ぐ

のみならず、産業効率のアップ、ストレスを悪化因子と

する多くの疾患の予防を可能とし、快適で豊かな生活の

実現に寄与する。

疲労研究の歴史は、これまで、「疲労とは何かけか

らスタートし、疲労のメカニズムの解明、そのバイオマ

ーカーの開発と定性・定量化法に取り組んできた。旧厚

生省「慢性疲労症候群研究班J、文部科学省では「疲労

と疲労感に関する分子神経メカニズムの研究班」、大阪

市、大阪市立大学による「総医研・産官学連携疲労定量

化及び抗疲労食薬開発プロジェクトj、21世紀COEプロ

グラム「疲労克服研究拠点の形成」と一連のプロジェク

トが機能し、疲労を科学する試みが徐々に実を結びつつ

ある（図1）。

( 1）過去の疲労バイオマーカー

疲労の定量化法は未だ確立したものが存在しないが、

疲労度をバイオマーカーで客観的に定量化することは極
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1991年旧厚生省「慢性疲労症候群研究班」

班長：木谷輝夫（元大阪大学微生物研究所教授）

研究予算：約1億2000万円。

1999年文部科学省「疲労と疲労感に関する分子神経メカニズムの研究班」、

リーダー：渡辺恭良（大阪市立大学大学院医学研究科教授）

研究予算：約15億円

2003年「産官学連携疲労定量化及び抗疲労食薬開発プロジェクト」、

リーダ一：梶本修身（大阪外大保健センター助教授）

研究予算：約15億円

2004年 21世紀COEプログラム「疲労克服研究拠点の形成」

リーダー：渡辺恭良（大阪市立大学大学院医学研究科教授）

研究予算：詳細未定（数十億円）

図l 日本の疲労研究の流れ

Figure l The current of fatigue research in Japan 

めて重要である。疲労やストレスの蓄積は、副腎皮質ホ

ルモン放出因子（CRF）の上昇やノルアドレナリン系の

活性化による牌臓NK細胞活性の低下を惹起し、免疫力

を低下させることが知られている 1）。また、生活習慣病

においても、疲労が活性酸素除去能を低下させることで、

その発症リスクを上げるとされているからである2）。

これまで、疲労による生理機能の変化としては、心拍

数、呼吸量の回復遅延、臆反射の刺激闘値の上昇、体位

変換時の血圧調節機能の低下、皮膚2点間距離の拡大、

明滅識別力の低下などが挙げられている。また、血液性

状では、乳酸、ピルビン酸の上昇、 pHの低下が示され、

唾液で、はpHの低下、尿ではタンパク質の排池促進の増

加などが報告されている。しかし、これらはある固有の

条件下で観察される反応であるが、かならずしも疲労あ

るいは疲労感に関係しているものではない。例えば無酸

素筋肉運動で生成される乳酸は、これまで疲労の原因物

質であるような表現が為されてきたが、実は脳や筋肉に

とってむしろ保護的な役割があることが判っている。言

L、方を変えれば、乳酸は無酸素運動で傷んだ筋組織を防

御する上で不可欠な物質とも言えるのである。

これまでの疲労研究は、生じた現象を1つのバイオマ

ーカーで評価しようとする傾向があり、そのために大き

な誤解も散見されてきた。疲労の定性・定量化は、多軸

で評価すべきであり、多くのバイオマーカーの動きを並

行して同時に相関等を観察してこそ可能となると考えら

れる。

(2）疲労の生理学的定量評価

身体および精神機能の減弱として出現する疲労の主症

状は、疲労感知機構の中枢と考えられる前頭葉機能およ

び自律神経機能と大きく関係している。ゆえに、精神機

能の面から疲労を定量化するには、ワーキングメモリな

どの前頭葉機能および脈波などの自律神経機能の個体内

変化を客観的かつ鋭敏に評価できるバイオマーカーの開

発が必要で、ある。我々は、個体内のワーキングメモリ機

能の変化を客観的に評価できる視覚探索課題ATMT

(Advanced Trail Making Test）を開発し、精神疲労の定

量化を試みている（ATMTは、大阪大学医学部精神科精

神生理学研究室および株式会社総合医科学研究所が共同

で開発した疲労測定装置）。 ATMTは、タッチパネル・

ディスプレイ上に提示された文字を素早く押す視覚探索

反応課題であるが、健常者において軽度飲酒による成績

の悪化3）、精神あるいは身体へのストレスに応じた成績

の悪化4）などが示されている。山口らは、みどりの香り

( trans-2-hexenal, cisふhexenolなどを含む青葉の香り成

分）の抗疲労効果をATMTを用いて実証している 5）。さ

らに、加齢とともに疲労しやすくなる傾向が顕著で、ある

ことから、「易疲労性」を定量化することで脳の加齢の
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程度を測定できることが期待されている。現在、これま

での知見を基に、新規抗疲労医薬・食品（候補）摂取時

の疲労軽減効果の実験を行っており、近い将来、抗疲労

医薬・食品の効果実証における精神疲労定量化のスタン

ダードな検査機器として期待される。

(3）疲労の生化学的・免疫学的定量化法

疲労の生化学的バイオマーカーについては、現在、精

神作業負荷あるいは身体作業負荷を一定時間行い、血液、

唾液から検出したバイオマーカーの変化を総合的に解析

する研究が行われている。また、帯状癌疹や口唇ヘルペ

スが過労時に出現しやすいことから、ウィルス再活性化

因子から疲労度を測定する免疫学的研究も行われてい

る。疲労が免疫に深く関わっていることは、疲労負荷に

よりTGF/fや、 IL-6、IFNαなどのサイトカインの変化を

惹起することでも明らかである6）。

また、慢性疲労症候群（CFS）を対象とした研究から、

ノfイオマーカーである疲労因子を探る研究も倉’恒らを中

心に行われている。例えば、アシルカルニチンは、ミト

コンドリア内のエネルギー産生や脳の神経細胞の活動に

関与しているが、 CFS患者においては、アシルカルニチ

ンの血中濃度レベルが低く維持されていることや脳の特

定領域でアシルカルニチンの取り込みが減少することが

報告されている 7,8）。また、疲労と視床下部一下垂体一副

血液・唾液・尿中バイオマーカー

1）血液ガス、電解質
血液ガス分析（B旬、pH、電解賀、Fe,Cu,Mg

2）代謝関連

腎基軸（HPAaxis）内分泌系とは深く関与すると考えら

れているが、 CFS患者においては副腎皮質ホルモンであ

る血中デヒドロエピアンドロステロン硫酸（DHEAS)

が欠乏していることが報告されている9）。さらに欧州の

研究者は、健常者では副腎皮質刺激ホルモン（ACTH)

投与によって、デヒドロエピアンドロステロン（DHEA)

とコルチゾールの比が減少するのに対して、 CFS患者で

はその比が変化しないことを報告している JO）。これらの

報告から血中のACTH、DHEA、DHEASの測定は疲労度

の評価に有望で、あると考えられる。また、神経伝達物質

の生合成に関与する補酵素であるテトラヒドロビオプテ

リン（B民）は神経伝達物質のドーパミン、セロトニン、

ノルアドレナリンの放出を促進させる作用も持ってお

り、 5,7－ジヒドロキシトリプタミン（DHT）脳室内投与

によって自発運動量を減少させたラットにおいて、 BH4

は自発運動量を回復させる作用のあることが報告されて

いる 11,12）。その他にも、酸化ストレスやエネルギ一代謝

に関連する生化学的バイオマーカーは、抗疲労医薬にお

ける抗疲労効果のメカニズムの実証において、非常に重

要な役割を果たすことになると考えられる。

図2は、疲労に関連するバイオマーカ一候補の一覧で

ある（一部秘）。この中には筋肉運動により惹起される

バイオマーカ一、精神作業負荷により誘導されるバイオ

マーカー、ストレスにより変動するバイオマーカーと、

グルコース、ピルビン酸、尿酸、尿素、アミノ酸、クエン酸、乳酸、血祭9ンパク分画、アルブミン、ケトン体、遊離脂肪
酸、下ch、TG、LDL,HDL、クレアチニン、アシルカルヱチン、カルニチン、ATP/ADP/AMP

3）サイトカイン・成長因子
TGF・8、IFN－町、IL・1β、IL・6、TNF-a、BDNF（脳由来神経栄養因子），NT-4,FGF、EGF

4）酸化ストレス関連
グル予チオン（酸化型、還元型）、SH基含有物質、アスコルビン酸代謝回転、酸化型ピリルピン、NO代謝物、過酸化
脂質

5）ピ告ミン関連
ビ$1ミンB類（B1,B6,B12）、ピヲミンC、ビ9ミンE、葉酸

6）内分泌・神経ペプチド関連
コルチゾル、ACTH、DHEAS、DHEA、TSH,T3,T4，インシュリン、IGF，セクレチン、レニン・アンギオテンシン系、ACE、
パニルマンデル酸（VMA）、カテコラミン

7）神経伝達物質関連
モノアミン代謝物、テトラハイドロバイオピテリン（BH4）、ヲウリン、GABA，コリン代謝回転

8）酵素関連
2,5-AS、RNac←－L、筋酵素（CPK.LDH，アルドラーゼ）

9）ウィルス、免疫、抗体関連
各種ウィルス、NK細胞活性、抗核抗体や抗神経伝達物質受容体抗体等の自己抗体、ウィルス再活性化因子、アポトー
シスマーカ一、CD4、CD8,CD19などのリンパ球サブセット、lgE

生理学的バイオマーカー

1）加速度脈波解析

2)ATMTパフォーマンステスト 他

図2 疲労関連のバイオマー力一候補

Figure 2 The candidate biomarkers related to fatigue 
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疲労感に相関するバイオマーカーなどが含まれており、

各負荷によるバイオマーカーの動きの連関を調べること

により、疲労を質的、量的両面から評価できる手法を導

き出している。今後は、精神疲労負荷あるいは身体疲労

負荷時の変化について、血液、唾液、原だけでなく、脳

機能イメージングなどから得たバイオマーカーを用いて

メタ解析することにより疲労の定性・定量化を試みてい

く予定である。

5. トクホ取得に向けた抗疲労効果の実証

疲労の定量化法の開発は、特定保健用食品を目指す食

品系企業のみならず、医薬部外品の栄養補助ドリンクを

市販する製薬企業も関心が高い。しかし、許可取得の最

大の難点は「疲労感の緩和」でなく、「疲労の緩和」を

示す必要があることである。例えばカフェインは、少な

くとも疲労感を著しく緩和するが、疲労を緩和するかど

うかは明らかではなLE。理想的には、①疲労感が緩和し、

②パフォーマンスの改善（疲労回復）がみられ、③継続

摂取しでもその効果が安定してみられ、④摂取中止後に

リバウンドなど副作用がないことを示すことが条件と言

えるだろう。

筆者らは、平成15年末より「産官学連携疲労定量化

および抗疲労食薬開発プロジェクト」を3年計画でスタ

ートさせた。このプロジェクトは、株式会社総合医科学

研究所のマネジメントの下に、「産jからは日本を代表

する製薬・化学メーカ一、食品企業、総合商社の計18社

が参加し、「官」からは大阪市、「学」からは、大阪市立

大学、大阪大学他、 7大学が参加協力する産官学連携の

プロジェクトである。すでに、平成15年末より被験者を

完全管理下に置いた精神疲労および身体疲労のコントロ

ール対照クロスオーバー疲労負荷試験を実施しており、

疲労負荷による血液・唾液・尿検査データの経時的推移

および生理機能検査結果が集積し、数多くの知見を得て

いる。平成16年には、第1年目の疲労プロジェクトの報

告会を終了し、運動疲労および精神疲労のバイオマーカ

ーが示され、抗疲労素材の検索ステージに入った。これ

により、カフェイン、タウリン、アスコルビン酸をはじ

め、カルニチン、 CoQlO、ビタミンB，、ポリフェノール、

アミノ酸類の他、十数種類の新規抗疲労候補素材の効果

を実証する予定であり、 2007年度にはこれらの候補素材

から抗疲労トクホを開発することが期待される。

厚生労働省も、抗疲労特定保健用食品に関して、「肉

体疲労には、健康な状態と病的な状態とがあると考えら

れる。今回の制度の検討の中で、肉体疲労の文言は、食

品にも用いることができる表現とするとの整理をしたも

のですjとコメントしているように、抗疲労トクホに対

して前向きな姿勢を伺うことができる。

筆者らの目標は疲労を軽減するトクホの開発であり、

疲労を回復させるものではない。疲労の回復には、よく

眠る、よく休むが第ーであり、疲労がアラームであるこ

とを忘れてはいけない。筆者らは、ある一定の負荷を与

えた場合において、ある飲料を飲んでから（例えば運動）

負荷をすると、飲んでいないで負荷を行った場合より、

疲労度が軽減するようなトクホを目指している。

本プロジェクトの最終目標は、真に効果のある抗疲労

食品（特定保健用食品）、医薬品・医薬部外品や生活環

境用品を開発することにあるが、同時に今後は抗酸化を

含めた新規トクホの取得に向けて意欲的に取り組んでい

く予定である。この疲労プロジェクトでは疲労のバイオ

マーカーの開発を通じ、過労の防止とともに真に疲労を

起こしにくくする食品成分あるいは疲労からの回復を促

進させる食薬成分を開発し、科学的エビデンスによって

平成19年までに製品化することを目指している。

6. 最後に

食品機能の研究は日本が世界に先駆けて行ってきた分

野であるが、近年では欧米諸国を中心に世界的規模で広

がっている。各国とも機能性食品の開発研究に力を注い

でおり、 EUにおいては科学的根拠に基づいた規則が

2003年7月に提唱され、制度化に向けて検討が進められ

ている。アメリカにおいても条件付ヘルスクレームの制

度が設置され、食品の健康表示について科学的根拠のラ

ンク付けシステムが立ち上げられた。隣国中国において

も、保健食品の評価、申請、審査の手順がリニューアル

されつつある。国際規格を創るCodex委員会でも、疾病

リスクの低減表示を含む健康表示の指針がついに決着を

みた。

今後、我が国において、機能性食品を有望産業として

興していくためには、バイオマーカーを用いた食品の機

能性評価基準を産官学が一体となって開発し、世界に先

駆けてグローパル・スタンダートを確立しなくてはなら

ない。同時に免疫機能、疲労回復、抗酸化機能などに関
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連する保健の用途の拡大を図ることも大切である。厚生

労働省も新しいトクホ制度の下で、いわゆる健康食品の

取り込みを意図した条件の緩和が見受けられる。また、

日本人では、生活習慣病予備軍が初めて減少する傾向も

みられており、健康志向の高まりが過去最高を示してい

る。

株式会社総合医科学研究所では、消費者認知が高いが

科学的エビデンスの乏しい“血液さらさら”などにも着

目し、代替する具体的ヘルスクレームを打ち出すため、

プレチスモグラフを用いた末梢血流が関与する血管内皮

機能評価に着目し、臨床試験の準備を進めている。特に

抗酸化物質なども被験食品成分としてターゲットに取り

込み、「冷え性の方にj、「肩こり、腰痛がつらい方に」

など具体的なトクホのヘルスクレームとして打ち出して

いく予定である。

また現段階では、肉体疲労だけでなく抗精神疲労特保

も取得可能だと考えられる。

食品は医薬品とは異なり、効能試験で有意差を検出す

ることが難しいことから、感度の優れたバイオマーカー

の開発だけでなく、適切な被験者や投与タイミングの選

択なども含め、臨床評価試験技術の向上も同時に必要で

ある。株式会社総合医科学研究所としては、健康・栄養

食品CRO(Contract Research Organization）連絡会とも

連携をとりながら、保健の用途拡大のための新規バイオ

マーカーの開発だけでなく、現在考えうる最適な臨床試

験環境を提供することにより、食品機能に関わる研究を

パックアップしていく予定である。
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シリーズ「ニュートリゲノミクスの食品機能への応用」－8一

摂食感覚神経の遺伝子発現特性

東京大学大学院農学生命科学研究科

イルシージャパン寄付講座

松本一朗

摂食感覚は、食品摂取による生体の最も迅速な反応であり、末梢感覚神経は食品の物理的 ・化学的情報の一次ま

たは二次入力系としてはたらく 。食品の 「おいしさJを解析するためには、これらの末梢感覚神経の性質を理解し

ておくことが重要である。本稿では、遺伝子発現という側面から末梢感覚神経節の特性を記述し、そこに内在する

様々な神経細胞の性状を解析するという我々の試みを紹介する。

＊安安安＊合＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

<Summary> 

Peripheral nerves are involved in the reception and transmission of chemical and physical information of foods. We 

described the features of sensory ganglia projecting into the oral cavity in terms of gene expression, and revealed the 

characteristics of various neurons in those ganglia. 

1. はじめに

食品が生体にもたらす様々な作用は、大きく 3つの側

面に分けられる。ひとつは栄養である。生物が自身の生

命を維持するために、外界から取り入れるべき物質（栄

養素）が多々あり、それらは食物として摂取されている。

ふたつめは昧である。甘い、苦いなどの昧だけでなく、

冷涼感や食感といった広義の昧も含めると、正確には摂

食感党ということになる。残るひとつは生理作用である。

Applying Nutrigenomics to Food Sciences -8・

Gene Expression Profiles of Oral Sensation-related 

Ganglia 
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香辛料による発汗作用や食物繊維による整腸作用などが

その例である。生体にと ってフラスとなるような生理作

用をもたらす食品を機能性食品と呼び、その研究は国の

内外において昨今最も盛んな分野となっている。生理作

用には、生体にとってマイナスとなるようなものもあり、

特にその影響が著しいものは “毒”と呼ばれている。毒

性のあるものを摂取しないことが重要であることは自明

だが、それ故、毒性または安全性の評価も、食品の生理

機能に注目した大切な研究の一端である。

ICHIRO MATSUMOTO, Ph.D. 

ILSI Japan-Endowed Chair of Functional Food 

Science and Nutrigenomics, 

Graduate School of Agricultural and Life Sciences 

The University of Tokyo 
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こうしてみると、人々が健康に生きていくためには、

栄養機能や生理機能を研究していればよいように見え

る。では、摂食感覚の研究はあまり重要ではないのであ

ろうか？ 昧の感覚（味覚）というものは、摂取すべき

ものとそうでないものを識別するための自己防衛シグナ

ルとして発達してきた、という仮説が昔からある。この

仮説が正しLEかどうかの答えは未だ出ていないが、エネ

ルギー源となる砂糖は好ましく、食中毒を引き起こすよ

うな菌が繁殖している腐敗物は好ましくない感覚（例え

ば酸味など）を生じさせるという考えは、 LEかにも合目

的的で受け入れやすい。昧の識別を一種の生体防御機構

と考えれば、摂食感覚の研究は、生物の、ひいては我々

人類の生存と密接に関わる非常に重要なものであるとい

えよう。

科学の発展は、必ずといってよいほど分析／解析技術

の革命的な前進に伴って起きている。マイクロアレイ技

術もそのひとつであり、この技術のおかげで一度に大量

の遺伝子やタンパク質の発現情報を得ることができるよ

うになった。とりわけDNAマイクロアレイを用いた機

能ゲノム科学的解析は、基礎生物学的研究のほか、近年

では医薬品や食品の研究にも大きく貢献している。食品

分野におけるこうした網羅的な遺伝子発現解析は、

nutrition （栄養）とgenomics（ゲノム科学）を足し合わ

せてニュートリゲノミクスnutrigenomics（栄養ゲノム

科学）と呼ばれるが、ニュートリゲノミクスの領域は、

栄養に限定されず、食品機能全般に拡大される状況とな

ってきた。

東京大学に設置されたイルシージャパン寄付講座「機

能性食品ゲノミクス」では、機能性食品を主軸としなが

らも、食品一般に敷街して、その様々な現象を多くの企

業の研究者達と共にゲノム科学的に解析しようとしてい

る。特に、大学に常駐する筆者は、食品と生体との最初

の接点である口腔を“criticalinterface，，と見なし、摂食

時に現出する感覚に興味を持って摂食刺激の受容・伝達

機構の解析を試みている。ここでは、その一部を紹介し

たい。

2. 摂食刺激の受容・伝達に関与する末梢感

覚神経系

食品の物理的・化学的性質は、口腔内の上皮層に投射

している末梢感覚神経を介して中枢へと伝達される。こ

のような感覚神経は、大きく分けて2種類ある。 1つは昧

神経で、もう 1つは一般体性感覚神経である。味神経は、

舌上皮層などに分布する昧奮と呼ばれる組織中に存在す

る昧細胞に投射し、昧細胞が受容した甘昧や苦昧などの

昧情報を受け取って、延髄の孤束核へと伝達する。一般

体性感覚神経は、温度や食感、香辛料などの情報（Pわ

ゆる辛昧）を直接受容し、三叉神経脊髄路核、主知覚核

へと伝達する。

昧神経は、投射する領域により4つに分けられる。舌

の前方3分の2に投射する鼓索神経、口蓋に投射する浅

在性大錘体神経、舌の後方3分の1に投射する舌咽神経、

および喉頭蓋に投射する上喉頭神経である。鼓索神経と

浅在性大錘体神経は膝神経節（geniculateganglion, GG) 

に、舌咽神経中の昧神経は舌咽神経下神経節（petrosal

ganglion, PG）に、上喉頭神経は迷走神経下神経節

(nodose ganglion, NG）に、それぞれ細胞体が存在して

pる。口腔内に投射する一般体性感覚神経は、舌前部や

口蓋など口腔内の前方に投射する三叉神経の分枝と舌後

部から咽頭部に投射している舌咽神経であり、これらは

それぞれ三叉神経節（trigeminalganglion, TG）および

舌咽神経下神経節に細胞体が存在する。すなわち、摂食

感覚は、 GG,PG, NG, TGの4つの感覚神経節に由来する

末梢感覚神経により受容・伝達されているのである。ま

た、これらの神経節は、いずれも複数種の神経細胞を含

み、口腔内に投射している感覚神経はその一部である。

昧神経では、電気生理学的性質の解析はよく行われて

きたが、細胞生物学的性質についてはほとんど何もわか

っていない。現在のところ、昧神経細胞のマーカ一分

子・マーカー遺伝子がまだ知られておらず、末梢感覚神

経節中のどの細胞が昧神経細胞なのかを識別することが

困難であることが、その最大の理由であろう。味神経は、

昧細胞からの情報を中枢へと伝達するほか、昧菅の維持、

特に昧奮細胞の新たな出現に必要であると考えられてお

り、昧神経の性質を分子レベルで理解することは味覚シ

ステムを解明する上で非常に重要なことである。

一方、一般体性感覚神経は、細胞体の大きさがさまざ

まであり、細胞の大きさと電気生理学的な性質が対応し

ていることが知られている。例えば、最も小さな神経細

胞は、電気信号の伝達速度が遅く、こうした神経は生体

に有害な刺激によるヒリヒリとした鋭い痛みを受容伝達

している。また、大きな神経細胞ほど電気信号の伝達速

度が速く、機械刺激やズキズキする鈍い痛みの受容伝達
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を行っている。こうした細胞の性質の違いのいくつかは、

刺激を受容する分子やその情報を伝達する分子、それぞ

れの投射先の末梢組織とシナプスを維持するために必要

な分子などとして、遺伝子発現様式の遣いに現れている。

細胞の種類に依存してその特性を担う遺伝子・分子の発

現が異なる例は、感覚神経細胞に限らずさまざまな組

織・細胞において見られ、枚挙にいとまがない。

3. 末梢感覚神経節の遺伝子発現プロフィール

摂食刺激の受容・伝達に関与する4つの感覚神経節

GG, PG, NG, TGから全RNAを抽出し、 GGおよびPGは1

pg、TGおよびNGは5fl gの全RNAを用いてそれぞれ

cDNAを合成し、 1マRNAポリメラーゼによるinvitro転

写によりビオチン化cRNAを得た。 RatGenome U34Aチ

ップ（A助rmetrix社）へのハイブリダイゼーションから

蛍光シグナルの検出、数値化までは、同社のマニュアル

に従った。マニュアルではマイクロアレイ実験に用いる

全RNAの推奨量は5μg以上で、あったが、筆者が行った

条件検討では0.5μgまでの少量化が可能であったこと

から、神経細胞数が少ない小さな神経節であるGGおよ

びPGは全RNA111gで、マイクロアレイ実験を行った。

各神経節の発現データから、解析ソフトウェア

Microarray Suite 5.0により発現していると判断された遺

伝子を抽出し、それらの発現シグナルの平均値およびシ

グナル値を算出した。発現していると判断された遺伝子

の数は神経節によって100程度の遣いはあるものの、チ

ップ上のプローブの半数近くが発現していた（表1）。ま

た、いずれの神経節においても、発現シグナルの平均値

および中央値は近い値を示しており、非常によく似た単

峰性の度数分布を示した。

神経節の特性は、換言すればその神経節に存在する細

胞種や細胞構成のことであり、例えば感覚神経節問で発

現量が異なる遺伝子の存在やその産物は、これらのうち

のいずれかの神経節に存在する感覚神経の種類や頻度、

性質に関する重要な情報となると期待される。そこで、

次に、 4つの神経節間で発現量に差がある遺伝子の抽出

を行った。いずれの神経節においても発現していないと

判断された遺伝子、いずれの神経節においてもシグナル

値が100未満の遺伝子、いずれの神経節においても非常

に発現量が大きいGAPDHのシグナル値を上回る遺伝子

を除き、残った2,662遺伝子を対象として、階層的クラ

スター解析により明らかに発現量に差があると考えられ

た遺伝子498個を選別した。この中には、末梢神経とそ

れが投射する標的組織との関係を規定する神経栄養因子

受容体（TrkA,TrkB）や痛覚刺激を受容するカプサイシ

ン受容体（VRlまたはTRPVl）などが含まれており、神

経節を構成する感覚細胞の特性に関与する遺伝子が抽出

できていると考えられた。 498遺伝子をその産物の機能

により分類すると、神経伝達に関連するものやイオンチ

ャンネル、増殖・分化に関与する遺伝子など、神経細胞

の機能と密接に関わる遺伝子が多数含まれていた（表2）。

車部、て、階層的クラスター解析により抽出した遺伝子

の細胞レベルでの発現様式をinsi加ハイブリダイゼーシ

表 1 4つの神経節における発現遺伝子数と発現シグナルの平均値および中央値

Table l Numbers of the genes expressed. with means and medias of the expression signals in four ganglia 

プロープ数

発現していた遺伝子数

シグナル平均値

シグナル中央値

三叉神経節
TG 

8740 

4003 

337.3 

116.2 

膝神経節 舌掴神経下神経節迷走神経下神経節
GG PG NG 

8740 8740 8740 

4115 4132 4057 

340.7 327.9 349.5 

120.1 117.9 130.8 

Matsumoto et al., J. Neurosci. Res. (2003）より引用・改変
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表2 神経節により発現量が異なる遺伝子の機能による

分類

Table 2 Function-based classification of genes 

differentially expressed in four sensory ganglia. 

関与する機能 遺伝子数

神経伝達 44 

細胞内情報伝達 35 

細胞構造 32 

エネルギー代謝 27 

イオンチャンネル 26 

増殖・分化 21 

細胞内カルシウム 16 

転写 12 

タンパク質代謝 9 

アミノ酸代謝 5 

ESTsそのイ也 271 

Matsumoto et al., J. Neurosci. Res. (2003）より引用・改変

ョン法により解析した。 498遺伝子は、神経節間での発

現様式ごとにさまざまなクラスターに存在していること

から、約20遺伝子を複数のクラスターから選択した。 in

si加ハイブリダイゼーションの結果、ほとんどの遺伝子

は、細胞種特異的な発現または細胞種依存的に異なる発

現強度を示した（表3）。

以上の結果は、末梢感覚神経節には遺伝子の発現様式

が異なる複数種の感覚神経細胞が存在すること、またそ

れらの構成比が神経節により異なることを、遺伝子発現

という側面から明らかにしたものである。

4. 遺伝子発現データからの細胞種特異的遺

伝子の同定の試み

これまでに多くの知見が得られている一般体性感覚神

経に注目し、ある特定の細胞機能に関与する遺伝子を同

定することができるかを調べた。口腔内に投射する一般

体性感覚神経は、 TGおよびPGに存在することから、こ

れら両神経節での発現量が大きく、逆にGGおよびNG

での発現量が小さい遺伝子クラスターを選択した。そこ

には11種類の遺伝子が含まれていたが、そのうち6遺伝

表3 神経節により発現量が異なる遺伝子の細胞依存的発現の例

Table 3 Cell-type dependent expression of representative genes showing differential expression among ganglia 

遺伝子

calcineurin Aa 

5・HT3receptor 

CART 

trkA 

NPY 

TH 

OCl-5 

サイズ

中径
小径

中径
小径

中径
小径

中径
小径

中径
小径

中径
小径

中径
小径

TG 

発現頻度

＋ 

＋ 

＋＋＋ 

＋＋＋ 

＋ 

＋ 

GG 

発現頻度

± 
＋ 

＋＋ 

＋＋ 

＋ 

PG NG 

発現頻度 発現頻度

＋＋ 

＋ 

＋ 

＋ 

＋ 

＋ 

＋ 

＋ 

＋ 

＋＋＋ 

＋ 

＋ 

＋ ＋  

＋ ＋ 

＋ 

＋ ＋  

＋ 

＋ 

ILSI No.Bl -15 



シリーズ「ニュートリゲノミクスの食品機能への応用」 8- 摂食感覚神経の遺伝子発現特性

表4 体性感覚神経細胞関連遺伝子クラスターに含まれる ll遺伝子の特性

Table 4 Characteristics of 1 1 genes in putative somatosensory gene clusters. 

遺伝子産物 感覚神経における役割

Neuropeptide CGRP alpha 侵害受容器から末梢組織への神経伝達

Substance P and neurokinin A 

Nerve growth factor receptor TrkA 

Voltage-gated Na .. channel NaN (Nav1 .9) 

Neuropeptide galanin 

侵害受容器から末梢組織および中枢神経系への神経伝達

侵害受容器の発生と分化、侵害刺激受容の制御

侵害受容器における活動電位の発火

侵害受容器の生後発生と分化

Protein kinase A inhibitor beta 

Calretinin, a calcium binding protein 

EST (similar to mouse RacGAP) 

EST 

痛みの持続と調整に関与するPKAの制御

不明

不明（細胞骨格動態の制御？）

不明

EST (Voltage-dependent K .. channel Kv4.3）不明（細胞膜の興奮？）

Water channel aquaporin 1 不明

Matsumoto et al., Braれ Res.Mo/. Bra加 Res.(2004）より引用・改変。

子の産物は、侵害受容器と呼ばれる一般体性感覚神経に

おける機能が知られていた（表4）。これら 11遺伝子の細

胞レベルでの発現の様子をinsi似ハイブリダイゼーショ

ンにより解析したところ、 GGではほとんど発現してお

らず、 NGではごく少数の細胞で発現しているのみであ

るのに対し、 TGおよびPGではもっと高頻度に発現して

いた。また、各遺伝子が発現する細胞の大きさや発現強

度はTGとPGで非常によく似ていた。これらのことは、

TGとPGには遺伝子発現特性が類似した一般体性感覚神

経が存在すること、それらを網羅的な遺伝子発現解析か

ら同定できることを示している。また、この結果は、こ

うしたアプローチが細胞種特異的遺伝子を網羅的に同定

できる可能性を提示するものである。

5. おわりに

最後に、マイクロアレイ技術と摂食感覚研究の今後の

展望を述べてみたい。

今日では、マイクロアレイを用いた研究は珍しいもの

ではなく、一般的な実験に成りつつある。しかし、この

実験系にはまだいくつか改良される余地が残されてい

る。第ーは、試料の少量化である。我々が上記で取り扱

っている神経節で最も小さいGGは、感覚神経細胞が

1,000に満たず、ある程度のRNAを確保することはそれ

16－~LSI No.81 

程容易なことではない。これは研究者側の問題でもある

が、 Afちrmetrix杜もその必要性を認識しているようで、

現在はスキャナー、チップ、ターゲット cRNA調製キッ

トが改良され、全RNA1 11g以上でこれまでと同等以上

の解析が可能となっている。また、線形的なRNA増幅を

さらに1サイクル行うと（これも専用にキット化されて

いる）、全RNA10 ngからマイクロアレイ解析ができる

ようになっている。また、究極の目的ともいえる単一細

胞の遺伝子発現を解析した例が、筆者の知る範囲で2つ

ある。技術的には非常に高度なため、まだ誰でもできる

というものではないが、試料の少量化ということには光

明が射していそうである。もうひとつはゲノム情報の問

題である。転写される遺伝子数は3万にも満たないこと

が明らかになったが、組織特異的な選択的スプライシン

グ産物がどの程度存在するのかは不明で、あり、全転写産

物がチップに搭載されるまでにはまだ年数がかかりそう

である。また、 3’末端までの情報が正確に蓄積されるこ

とにより、これまで以上にマイクロアレイデータの定量

性が向上すると期待される。

摂食感覚の研究は近年非常に盛んであり、特に、温度

感覚と味覚の研究成果が著しい。どちらの感覚も、刺激

の受容体が次々に同定されてきた。興味深いことに、温

度受容体はカプサイシンやメンソール、チオシアネート

など香辛料の成分の受容体でもあることがわかってい
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る。しかし、カプサイシンとチオシアネートは異なる受

容体を活性化するが、これらの受容体を発現する細胞は

部分的に共通しており、生体がこれらの刺激をどのよう

な仕組みで識別しているのかはまだわかっていない。ま

た、昧覚研究では、酸昧や塩味の受容体は候補となる分

子は存在するが、生物学的に（厳密には遺伝学的に）は

証明されておらず、酸味受容体および塩昧受容体の分子

実体の同定が大きな課題として残されている。こうした

解析に、細胞単位の遺伝子発現プロフィール解析は大き

く貢献するかもしれない。また、年を取ると昧覚が変わ

るとか昧覚が鈍くなるといわれるが、それがどのような

仕組みによるのかはまだ解明されていない。昧細胞の寿

命・新生、昧細胞での刺激受容システム、昧細胞一昧神

経相互作用などの味覚研究により、昧覚の老化機構やそ

れを抑止・改善する方途が見つかれば、今後の老齢化社

会において、生活の質を向上させることに役立つと期待

している。

略歴
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最近、食品の疾病予防や治療的な効果が注目され、機能性食品として保健機能食品およびいいわゆる健康食品u

が一般に急速に広まりつつある。それに伴い日常診療においても補完代替医療のーっとして、食の安全性や有効性

に関する情報を充分に吟味して診療にあたる必要性に迫られることが多くなってきている。食の安全性に関しては

食品自体による有害反応や医薬品との相互作用が問題となるが、食品は医薬品と異なり、法に基づいた監視規制が

弱く、かつ情報収集体制の整備も遅れている。また個人の体験談や専門家の意見などが主流を占めているのが現状

であり、より科学的で信頼性ある確かなエビデンスとして提供されているものが極めて少ない。現在、国立健康栄

養研究所が主体となり、健康食品等の安全性と有効性に関する科学的なデータベースの作成が進んで、おり、医療従

事者のみならず一般消費者にとっても賞重な情報提供源となっていくものと期待される。

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

<Summary> 

Recently functional foods have been spreading out rapidly to the public in Japan because of their anticipated e江ects

on the disease prevention as complementary medicine. Therefore, it is essential for medical practitioners to examine 

closely enough the information on the safety and effectiveness of functional foods. Food safety should be considered as 

an adverse reaction by food itself or an interaction with co-administered drugs. However the national regulations 

against food safety are less s仕ictcompared to those of the registered drugs and the organizing system of collecting 

safety information has not been satisfactory achieved yet. As a result, there has been extremely few information 

available as reliable clinical evidences, and individual experiences or an opinion of a clinical specialist influence the 

decision of taking functional foods in the public.百1eNational Institute of Health and Nutrition has constructed recently 

the scientific database system on the safety and effectiveness of functional foods and the database is expected to 

become a valuable information source for citizen as well as medical practitioners. 

Food Safety from a Viewpoint of Clinical Practice 

18一一 ILSINo.81 
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日常診療からみた食の安全性

1. はじめに

医師という職業柄、日常診療で二号、者と接していると、

健康食品に関する患者からの訴えが最近非常に増えてい

ることに気づく。その中には、「糖尿病にカテキンが効

くって本当ですか？」といった効能的な質問から、「が

んになった知人が通信販売でアガリスクを買って服用し

ているが、副作用が出ないかと心配している」とか、

「スリムになりたくて痩せ薬を中国から個人輸入してみ

たが、飲んでも大丈夫だろうかけといった安全性に関

する疑問も多く聞かれる。診療現場でこのような状況が

多く発生するようになってきた背景には、昨今の食品の

疾病予防や治療的な効果に対する期待から、機能性食品

として保健機能食品および“いわゆる健康食品”が一般

に急速に広まってきたことが多大に影響していると思わ

れる。それに伴い、従来は健康食品の使用に対してあま

り関心を示さなかった医師においても、補完代替医療の

ーっとして、食の安全性や有効性に関する情報を充分に

吟昧して診療にあたる必要性に迫られるようになってき

ている。本稿では臨床医の立場から、臨床研究のエビデ

ンスを踏まえ、最近話題になっている健康食品等の安全

性情報を提示しつつ、食の安全性について考えてみた

L、。

2. 臨床研究とクリニカル・エビデンス

クリニカル・エビデンスに基づいた臨床研究と臨床試

験の位置づけを略図で示す（図1）。臨床研究は人を対象

とした研究全てを包含しており、その中には臨床試験以

外に、症例報告や疫学的な観察研究、コホート研究など
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コホート研究）
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図1 臨床研究と工ビデンス・レベル

Figure l Clinical research and the level of evidences 

N of 1 randomized trial 

患者にとって重要な
評価項目を設定した

観察研究の
シス子マティッウ・

レビュー

N of 1 
RCT 

Systematic 
review of RCT s 

RCTの
システマテイツヴレビュー、

メイ担アナリシス

Single RCT（単一のRCT)

Systematic review of 
observational studies 患者にとって

重要な評価項目を
訟定した単一の

観察研究Single obse『vationalstudies 

Physiologic studies （機能生理学的な研究）

Clinical observations （症例報告、専門家の意見経験）

図2 工ビデンスの強さによるヒ工ラルキ （文献 1よ
り改変）

Figure 2 A hierarchy of strength of evidence 

が含まれる。臨床試験は、人為的な介入を行い前向きに

評価項目を設定して行う臨床研究であり、専門家の意見

や症例報告よりも科学的なエビデンスとしては上位に位

置づけられる I)。“治験”は新薬承認のために行う臨床試

験である。臨床試験の中でさらにエビデンスが高いのが、

介入群と非介入（対照）群への割付けを無作為に行う無

作為化比較対照試験（randomizedcontrolled trial, RCT) 

であり、またRCTをシステマティック・レビューしたメ

タ・アナリシスである（図2）。

健康食品等の安全性や有効性に関するエピデンスのレ

ベルをみてみると、その多くは個人の体験談や専門家の

意見などが主流を占めているのが現状であり、より科学

的で信頼性ある確かなエビデンスとして提供されている

ものは極めて少ない。保健機能食品の中で機能性食品と

して国が個別に認めている特定保健用食品（Pわゆるト

クホ）は最もエビデンスを重視しているが、その認可基

準は医薬品と比較し非常に緩やかであり、長期投与の安

全性や医薬品との相互作用に関するデータは要求されて

いなL) 2, 3）。今後、食の安全性を更に重視する観点からも、

エビデンスの高い臨床試験により検証してLEく必要があ

る。

3. 健康食品等による有害反応

健康食品等の有害反応の具体例について、その発生原

因に基づき、医薬品成分の違法添加、健康食品の成分自

体によるもの、さらに併用医薬品との相E作用に分類し

て提示する（図3）。

ILSI No.81一一19
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ことは、程度の相違はあれ医薬品と変わ

りはない。健康食品の中には、セント－ジ

ョーンズ・ワート（St.Johns wort）やイ

チョウ葉エキス（Ginkgobiloba extract: 

GBE）のように、海外では医薬品として

用いられているものも存在する。またサ

プリメントとして市販されているものは、

医薬品同様の錠剤やカプセルの形状のこ

とが多く、かつ特定成分が濃縮している

ため、摂取が容易である反面、安易に過

剰摂取すれば有害反応を起こし得る。例

えば脂溶性ビタミンであるビタミンAは、

過剰摂取すれば胎児の奇形発生率が上昇

する5）。またビタミンDでは高カルシウム

血症、鉄で肝機能障害、またマグネシウ

ムでは下痢が過剰摂取により報告されて

いる。

一方、服用量に依存しない過敏（アレ

ルギー）反応は、頻度としては少なく予

測が非常に難しい有害反応であるが、あ

らゆる健康食品で起こり得ると考える必

要がある。アレルギー性皮膚病変として

は最近、ウコンヘスピルリナη、プロポリス 8）、アガリ

ャ～過剰摂取／｜：器ヨ：＝~：~ウム血症
ζV  1・鉄肝機能障害

勺 ｜マグネシウム下痢
過敏反応 ！など

併用医薬品との相互作正｜：ァ探キシ－~c
＼＼  

薬物動態へ影響を及Iます食品
．グレープフルーツジュース
・セント・ジョーンズワート
など

薬効へ影響を及Iます食品
食物繊維
αグリコシダーゼ阻害薬の有害反応を増強
（低血糖、放鹿、腹部膨満）

・カルシウム
骨粗穀症治療薬との併用で高カルシウム血症

など

図3 健康食品等の摂取による有害反応の発生原因

Figure 3 Possible causes of adverse reactions by health foods 

( 1）医薬品成分の違法添加による有害反応

医薬品成分の違法添加が原因となった健康被害の報告

例の多くは、ダイエット用健康食品であるの。添加され

ていた医薬品は、基礎代謝を克進させる甲状腺末、利尿

作用を有するフロセミド、ヒドロクロロチアジド等の利

尿薬、緩下剤であるセンノシド、中枢神経興奮作用を有

するノルエフェドリン、抗糖尿病薬であるグリベンクラ

ミド、食欲中枢抑制作用を有するフェンフルラミン、シ

ブトラミンなどであり、いずれも痩身効果を期待され添

加されていた。社会的に大きな問題となった、 2001～

2002年の中国製ダイエット用健康食品による肝機能障害

の健康被害では、 N－ニトロソフェンフルラミンが原因物

質とされた。その他、強壮・強精食品への勃起不全治療

薬シルデナフィルの添加による心血管障害、神経痛・関

節痛関連の健康食品でのステロイドの添加による感染症

の増悪、満月様顔貌、うつ状態などの有害反応も生じ得

る。

(2）成分自体による有害反応

機能的な効果があれば有害反応を有する可能性がある

クス功、クロレラ 10）による皮膚炎が報告された。

また栄養機能食品で注意すべき点としては、許可対象

外の成分を商品のパッケージの前面に出し、あたかも国

が認めた許可成分であるかのように偽装表示しているこ

とがある 11)。その場合、認可されていない含有成分の過

剰摂取や過敏反応による有害反応が起こり得ることも忘

れではならない。

(3）併用医薬品との相互作用

健康食品等が機能的効果を有するといっても、医薬品

よりは薬理学的効果が弱く、その適応は患者となる前の

段階、すなわち“患者予備軍”を対象としたものに限定

されると考えられる。しかし現実には多くの患者が健康

食品等を利用しているため、併用医薬品との相互作用の

有無は重要である 12）。ここでは医薬品との相互作用を、

薬物動態（pharmacokinetics:PK）的な相互作用と薬力

学(pharmacodynamics:PD）的な薬効へ及ぼす相互作用に

分けて考えてみる。

薬物動態（PK）へ影響を及ぼす代表的な食品はグレ
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ープフルーツジュースである。人における主要な薬物代

謝酵素であるチトクロームP450(CYP）のサブファミリ

ーであるCYP3Aを阻害する。したがってCYP3Aによっ

て代謝される薬物、例えば降圧薬であるCa括抗薬で、は、

その代謝が阻害され薬効が増強する。また抗うつ作用を

有し欧州では医薬品として使用されている健康食品のセ

ント－ジョーンズ・ワートはCYP3Aや薬物輸送トランス

ポーターであるP糖タンパクを誘導する。そのため前述

したCa拾抗薬の代謝を促進し降圧効果を減弱させる。

同じく欧州で医薬品として使用されている健康食品イチ

ョウ葉エキス（GBE）に関しては、 CYPに関連した薬物

動態への影響は少ないとされている 13•. 14）。しかし我々が

行った健常人ボランティアによる臨床試験においては、

GBE360mg／日の高用量、 28日間の連日投与で、 CYP3A4

の基質であるミダゾラムおよびCYP2C9の基質であるト

ルブタミドの体内動態が変化し、 CYP3A4の阻害と

CYP2C9の誘導を認めた15lo GBEの薬物代謝酵素への影

響については未解決の部分も多く、今後の臨床試験での

検証が待たれる。

併用薬の薬効（PD）への影響は、健康食品の機能的

な効果が併用薬と同効であれば作用が増強し、括抗すれ

ば逆に減弱する。例えば、糖尿病患者が食物繊維を含有

する健康食品と糖尿病治療薬である αグリコシダーゼ、阻

害薬を併用していれば、 aグリコシダーゼ阻害薬の薬効

を増強し、有害反応として、低血糖、放庇、腹部膨満を

引き起こす可能性がある。また骨粗暴毒症患者が、カルシ

ウムとビタミンDあるいはピスホスホネート製剤等の骨

粗暴言症治療薬を併用していれば、高カルシウム血症を引

き起こす可能性がある。我々は既に述べたGBEの薬物

動態試験と並行し、 GBEの併用薬のPDへの影響として

ミダゾラム服用に伴う計算力減退の増強がみられるか否

かを検討したが、明らかな薬効への影響は認められなか

った 16）。したがって、 GBE高用量の連日投与による

CYP3A4の薬物動態変化は薬効への影響を来たす程では

ないと考えられた。しかしながらGBEと医薬品との相

互作用としては、 GBE自体の血小板凝集能抑制効果によ

り抗凝固薬ワルブァリンや抗血小板薬アスピリンの有害

反応である出血傾向を増強する可能性もあり、それらの

薬剤を併用している場合には注意が必要である 12）。

日常診療からみた食の安全性

4. おわりに－今後の展望－

食品は医薬品と異なり、法に基づいた監視規制が弱く、

かつ情報収集体制の整備も遅れている。その結果、人で

の安全性や有効性が科学的に証明されていないにもかか

わらず、新聞の折り込みチラシやインターネットなどを

介して過大広告されることにより、安全性を充分に確か

めることなく消費者が服用してしまい有害反応が引き起

こされる危険性を字んでおり、実際その様な事態も生じ

ている4）。現在、厚生労働科学研究の一環として国立健

康・栄養研究所が主体となって健康食品等の安全性と有

効性に関する科学的なデータベースの作成が進んでお

り、筆者もその一員として参画している 17～19）。今後この

ようなデータベースが、医療従事者のみならず一般消費

者にとっても貴重な情報提供源となっていくものと期待

される。
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シンポジウムを終えて

Overview 

石巻専修大学理工学部

坂田隆

Takashi Sakata, Ph.D. 

Faculty of Science and Engineering, 

lshinomaki Senshu University 

去る9月27日から29日までの3日間、 15ヵ国から約200

名の参加者を得てVahouny-ILSIJapan難消化性糖質国際

シンポジウムが開催されました。組織委員会の一員とし

て、学術プログラムの概要を中心にご報告申しあげます。

1. 学術プログラムの企画方針

先に佐々木氏が述べておられるように（本誌79号66

頁参照）今回のシンポジウムでは日本がリードしている

分野を世界に紹介するということと、日本の食物繊維研

究の弱点になっている部分を世界の第一人者から紹介し

ていただくということをテーマ選定の基本方針とした。

また、 ILSIJapanの糖類研究部会で、は食後の血糖応答に

注目して研究を進めておられるので、これに関連したセ

ッションとワークショップを設けることにした。なお、

演者の選定にあたっては、食物繊維やその関連領域の研

究者が親しく意見を交わすというのがVahouny

Symposiumの伝統なので、研究の先端性と方法論の堅実

さを主にして講演者をお願いした。お願L、をした方のほ

とんどが招待を受け入れて下さったのは幸いであった。

また、実際の研究の第一線の情報が紹介されたためか、

盛んな議論が行われたのも幸いであった。

The Vahouny -ILSI Japan 

International Symposium on 

Non-digestible Carbohydrate 

2. シンポジウムの概要

第一日目はILSIJapan木村理事長の、今回のシンポジ

ウムに到る経緯とシンポジウムへの期待を述べられた開

会の辞によって開会された 。続いて、 Vahouny 

SymposiaのBonfield氏から、 VahounySymposiumのこれ

までの来歴が紹介された。同じく VahounySymposiaの

Kritchevsky博士からのこれまでの食物繊維研究を慨観

する発表が予定されていたが、病気欠席のため、

Bonfield氏が食物繊維研究の現状と今後の研究への期待

を述べた同博士のメッセージを代読した。休憩後のセッ

ションでは、我が国の食物繊維研究の先達のお一人であ

る菅野道庚先生から、食物繊維のコレステロール低下作

用と特定保健用食品における食物繊維関連製品について

の、基調講演に当たる内容の発表が行われた。午前中の

最後はケロッグ社のCho博士の講演で、世界の食物繊維

分析法のもとになっているAOAC法（Associationof 

Official Agricultural Chemists）の開発に関わった経験を

紹介しながら、食物繊維の定義と分析法の発達について

の講演が行われた。

第一日の午後には難消化性糖質の免疫系や上皮細胞動

態、粘度に与える影響などに関するセ ッションが行われ

た。まず、石巻専修大学の稲垣 ・坂田は食物繊維の大腸
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Vahouny-ILSI Japan難消化性糖質国際シンポジウム

内発酵産物である短鎖脂肪酸などの有機酸が、結腸上皮

細胞の増殖とアポトーシスに与える影響が用量に強く影

響されることを発表した。続いて北海道大学の石塚先生

と東京大学の戸塚先生による、難消化性糖質が消化管免

疫系に与える影響についての先端的な研究内容が発表さ

れた。続いて、 DaniscoInnovation杜のRautonen博士は、

大腸内細菌の体外培養と培養腸上皮細胞を組み合わせる

ことによって、難消化性糖質の発酵産物が結腸上皮細胞

に与える影響を総合的に評価する方法を紹介した。ごれ

は、今後の難消化性糖質の機能評価法として注目される

ものである。さらに、三重大学の高橋先生は非水溶性食

物繊維による消化管内審物の粘度増加について、兵庫県

立大学の吉村先生は水溶性食物繊維の粘度による酵素消

化の遅延についてと、わが国が世界に先行している分野

の発表を行った。なお、 Nestec社のCherbut博士の発表

は急病のために中止となり、同博士のご好意で発表用の

スライドのコピーが参加者に配付された。

第一日目の夕刻にはレセプションが行われ、この場で

坂田にVahounyメダルが授与された。

第二日の午前中には難消化性糖質の栄養学的な側面に

ついてのセッションが行われた。まず、城西国際大学の

太田先生と藤女子大学の峯尾先生から難消化性糖質によ

るカルシウムなどのミネラル吸収の促進作用と、その作

用機構についての発表があった。この分野は日本が世界

を大きくリードしている分野である。続いて岡山大学の

坂口先生から、難消化性糖質の腸内発酵と全身のタンパ

ク質栄養との関連についての発表が行われた。さらに、

デンマーク国立農業研究所のBachKnudsen博士は腸内

発酵産物の短鎖脂肪酸が末梢組織にどれほど供給される

かについて、ブタを用いた短鎖脂肪酸の血中濃度結果に

基づいた発表を行った。短鎖脂肪酸の血中濃度は、大腸

24一一！LSINo.81 

ポスターセッション

ワークショッブ

内発酵の活性化を目指す特定保健用食品の認定には今後

要求される可能性がある指標である 。また、 Abbott

Laboratories杜のPrieto博士は人乳オリゴ糖を中心とし

た難消化性糖質の臨床栄養への応用についての発表を行

った。

第二日の畳には26題のポスターセッションが行われ

た。分子レベルから疫学まで、広い範囲での研究内容が

各国の研究者によって発表され、盛んな意見交換が行わ

れた。今回のシンポジウムでは学生発表者の参加費を抑

えたので、大学院生からの発表も多く見られた。将来を

担う若手研究者を育成するという点では重要であった。

第二日の午後にはILSIJapanセッションが行われ、

ILSI Japan糖類研究部会が進めている食品の血糖上昇性

を評価する指標（GR）の、現時点での研究状況と今後

の課題についての発表を、同部会を代表して横山氏が行

った。

続いてワークショップが行われた。太陽化学株式会社

の主催による食物繊維と大腸内細菌生態系についてのワ

ークショップと、松谷化学工業株式会社の主催による血



糖応答についてのワークショップであった。両ワークシ

ョップ共に多数の参加者を得て、活発な議論が行われた。

第三日の午前中には血糖応答に関するセッションが行

われた。まず、マーストリヒト大学のBrouns博士が血

糖応答についてのさまざまな指標を比べながら、この領

域の世界的な状況について概観した。次に、南アフリ

カ・グリセミックインデックス協会のDelport博士が、

血糖応答に注目した体重の調節について、臨床的なデー

タに基づいた発表を行った。また、東京女子医科大学の

Tang先生からは日本の食品のグリセミックインデック

スについての発表があった。続いて、英国の

Independent Nutrition Logic社のLivesey博士は難、消化’性

糖質、特にポリデキストロースや糖アルコールによる血

糖応答の調節についてヒト試験の結果を紹介した。一方、

山形大学の大門先生は有名な舟形研究のデータに基づい

て、血糖応答性が心臓血管疾患などの発症やこうした疾

患による死亡を予測するのに有効な指標であることを示

した。さらに、タイのMahido I大学のKomindr博士は低

GIのタイの伝統的なめん類を中心にした食事によって、

在宅の糖尿病患者の糖代謝とタンパク代謝を維持できる

ことを、 24時間血糖値や24時間インスリン値、窒素出納

試験データなどを基に示した。血糖やインスリン濃度の

24時間継続測定値は貴重で、今後は日本国内でもこうし

た息の長い研究が行われる必要があろう。

3日目の午後には日本のお家芸ともいえるプロバイオ

ティクス・プレバイオティクスに関するセッションが行

われた。まず京都府立大学の牛田先生から、大腸内細菌

生態系での代謝プロファイルには乳酸消費細菌の代謝活

性が重要で、あるという新しい考え方が発表され、この考

えに基づけば新たなプロバイオティクスやフ。レバイオテ

ィクスの開発が可能で、あることが示された。つぎに、デ

ンマーク国立農業研究所のHφ1jberg博士から、大腸内細

菌生態系全体の代謝活性を、さまざまな糖質の利用性か

ら総合的に判定する半自動計測系が発表された。こうし

た方法は、今後の大腸内細菌生態系の代謝を修飾しよう

とする食品の開発には重要な方法になると予想される。

引き続いて国府台病院の松枝先生から、炎症性腸疾患と

食物繊維の関連についての臨床的な観点からの発表があ

っ た。さらに、明治乳業の内田先生から

Propionibacterium属の細菌が作るBifidobacterium属の細

菌の増殖刺激因子についての発表があった。これは、エ

ネルギー供給によって特定の細菌の増殖を促すという在

Vahouny-ILSI Japan難消化性糖質国際シンポジウム

来のプレバイオティクスとは全く発想が異なる新規のア

プローチである。また、他の種の増殖を刺激することに

よる微生物聞の相E作用は、微生物生態学を大きく飛躍

させる重要な発見である。最後にヤクルト本社の梅崎先

生から、大腸内細菌が存在することによる宿主機能の変

化を起こさせるのには最低限どれだけの種類の細菌がい

ればよL、かという、 minimalfloraという概念が紹介され

た。こうした堅実な基礎研究こそが産業にも応用できる

重要な研究の「たね」なのである。

このような発表の最後にILSI本部のHarris博士が閉会

の辞を述べられた。 Harris博士は、 ILSIとVahouny

Symposiumのこれまでの関係について述べられたのち、

今回のシンポジウムでの発表内容を簡潔に要約された。

特に、今回のシンポジウムが食品と血糖応答との関連に

重点を置いたことについて言及され、今後のこの領域の

重要さを強調された。その中で、現在ILSIJapanで、進ん

でいるGRプロジェクトについて触れられ、こうしたア

プローチによって世界の人々の食生活がより健康な方向

に移行するのが望ましいという指摘をされた。また、今

回のシンポジウムについては学術面でも運営面でも高い

評価をされ、特にILSIJapan事務局の木村美佳さんと茶

野亜紀さんの活躍について賛辞を述べられた。

3. 国際シンポジウム運営の新しい形

今回のシンポジウムでは「手作り」によるコスト削減

に努力した。 ILSIJapan福冨事務局長と木村美佳さんが、

低価格で宿舎が隣接した会場を見つけて下さり、要旨集

は石巻専修大学事務局の機材を借りての手作りと、コス

ト削減の努力が重ねられた。

また、招待講演の演者の方に座長をしていただいた。

これは経費の削減というだけでなく、親密な議論を行う

うえでも有効だった。

最大の挑戦は、同時通訳をお願いしないで、日－英併

記のスライドを使うということだった。日本からの演者

の方にはご自分で日・英両方のスライドを作っていただ

いたので、普通の学会よりも余分なお仕事をお願いした

ことになる。国外演者のスライドにはILSIJapan糖類研

究部会の佐々木ーさんと私とで日本語を挿入した。一人

分およそ 1～2時間の作業だった。参加者の皆様からの

評価は好意的であったし、経費的にも大きな節約ができ

た。また、発表者にとっては事前に原稿を提出する必要
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がなく、直前までスライドの内容を変更できるという利

点があり、運営側にも発表者と通訳との打ち合わせや、

学術用語の指導という仕事が無いというメリットがあっ

た。この方式は今後も活用していただけるものと考えて

いる。

く略歴〉

坂田 隆（さかた たかし）農学博士

1973年 東北大学農学部卒業

1978年 東北大学大学院農学研究科降士課程後期修了

ホーエンハイム大学、ハノーパー獣医大学、

株式会社ヤクルト本社中央研究所を経て

1989年 石巻専修大学理工学部助教授

1996年 同教授

THE VAHOUNY -ILSI JAPAN INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON NON-

DIGESTIBLE CARBOHYDRATES: A REVIEW 

Charles T. Bonfield, B. Pharm., M.S., F.RS.M. 

The first Vahouny-ILSI Japan International Symposium 

on Non-Digestible Carbohydrates was held at The 

National Olympics Memorial Youth Center (NOMYC) in 

Yoyogi, Tokyo, Japan on 27-29 September 2004. This was 

truly an international meeting featuring speakers from the 

following countries: Japan, The United States，百1eUnited 

Kingdom, Denmark, Holland, and The Republic of South 

Africa. It was also a highly successful scientific meeting 

attracting some 200 scientists interested in hearing and 

discussing papers on various nutritional, physiological and 

medical aspects of non-digestible carbohydrates. The 

conference facilities, at The National Olympics Memorial 

Youth Center, were a very suitable venue for this 

symposium. The organizers and conveners of this 

symposium were The Vahouny Symposia and ILSI Japan. 

The three-day conference was comprised of the 
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Vahouny Symposia 

following half day sessions: (1) Historv of Dietarv Fiber. 

(2) Phvsiolo1!v and Immunolo1!v. (3）且且主込盟n..(4) 

Glvcemic Resoonse and (5) Pro-& Pre-Biotics. A special 

session on '"Glucose 陀 leaserate (GR), a New method for 

evaluating the blood glucose response・・ was sponsored 

by !LSI Japan. And, two very stimulating workshops were 

held simultaneously. One workshop featu陀 da review of 

Glycemic response: current aspects and the second 

workshop discussed Dietarv fiber and the intestinal 

bacterial ecosvstem. The symposium also welcomed 27 

scientific posters and six commercial exhibits. On 

Monday evening a reception was held at the NOMYC, at 

which time, The Vahouny Medal was presented to Dr. 

Takashi Sakata recognizing his many years of 

contributions to the science of dietary fiber. 

There were many interesting papers presented at this 



Bonfieldより坂田先生へVahounyメタ］レの授与

symposium. During the Phvsiolol!v and Immuno]og-v 

S邑filQn.we heard a number of interesting papers on the 

effects of non-digestible carbohydrates in the 

gastrointestinal廿actThese papers discussed the effe氾ts

of short chain fatty acids on colonic epithelial cell 

proliferation, distribution of immune cells around 

intestinal crypts, e丘ectson the gut immune system, 

epithelial function for studying pre-biotics, modulators for 

viscosity and flow behavior of digesta, and enzymatic 

reaction of soy protein isolate. In the Nutrition Session we 

heard papers on the effects of non digestible 

carbohydrates on: stimulation of mineral absorption 

(con tr包γtoprevious reports of adverse e佐ectson mineral 

absorption), stimulatory effects on calcium absorption, the 

effect of oligosaccharides on protein nutrition, rate of 

SCFA delivery to peripheral tissues, and biological effects 

of soluble fibers in clinical studies. 

The Glvcemic Resnonse Session featured a number of 

ex田 llentpapers on this developing field. Many countries 

around the world訂erecognizing that glycemic index and 

glycemic response are very useful tools for managing 

blood glucose levels in people with diabetes, pre-diabetes, 

and especially with respect to those with insulin 

rモsistance.Considerable research in many countries has 
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contributed to an extensive database wherein many foods 

have been clinically tested and categorized as containing 

rapidly available carbohydrates (producing high blood 

sugar levels), slowly available carbohydrates and non-

available carbohydrates. The later two categories are 

especially valuable in managing blood sugar levels in 

diabetic patients. This session featured a presentation on 

the global aspects of glycemic index, glycemic load and 

insulin sensitivity. We also heard papers on glycemic 

response and weight control, glycemic response of 

Japanese foods, glycemic control with indigestible 

carbohydrates, clinical aspects of postprandial 

hyperglycemia and the effect of local foods on diabetic 

con廿oland protein preservation. 

In the final session on Pro-& Pre-Biotics speakers 

presented papers on: stimulation of butyrate forming 

bacteria by fructooligosaccharides, use of the 

PhenePlateR substrate-utilization system for evaluating 

the fermentation of non-digestible carbohydrates to 

beneficial SCFAs, clinical aspects on inflammatory bowel 

disease and dietary fiber, a clinical study on the 

improvement of colonic malfunction by the administration 

of Propionibacterium freudenleichii ET3, and evaluation 

of intestinal flora that effect the development of the 

immunological and physiological functions of the large 

intestine. 

（翻訳） Vahouny-ILSI Japan難消化性糖質国際シンポジ

ウムを終えて

ヴァホーニー・シンポジア

チャールズ ・T・ ボンフィール ド

2004年9月27-29日、東京・代々木の国立オリンピッ

ク記念青少年総合センターにて、第l回Vahouny-ILSI

Japan難消化性糖質国際シンポジウムを開催した。日本、

アメリカをはじめ、イギリス、デンマーク、オランダ、

南アフリカの各国から講演者を招き、文字通り国際的な

シンポジウムとなった。約200人の科学者たちが難消化

性糖質に関する栄養学的・生理学的・ 医学的なさまざま

な側面について、熱心に発表を聴講し、活発な討議を繰

り広げて、誠に実りある科学的シンポジウムとなった
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会場の国立オリンピック記念青少年総合センターも本シ

ンポジウムを開催するにふさわしい場所であった。本シ

ンポジウムはVahounySymposiaと！LSIJapanが共同で、主

催し、組織・運営に当たった。

3日間にわたる本シンポジウムでは、（1）難消化性糖質

研究の歴史、（2）難消化性糖質の生理学と免疫学、（3）難

消化性糖質の栄養学、（4）難消化性糖質の血糖応答性、

(5）難消化性糖質に関わるプロバイオティクスとプレバ

イオティクスの、半日間の各セッションが行われた。ま

た、！LSIJapan主催による『血糖応答の新しい評価法で

あるグルコース放出率（GR）』に関する特別セッション

が行われた。さらに、非常に興味を引く 2つのワークシ

ョップも同時開催された。『血糖応答性研究の現状』を

概説するワークショップと、『食物繊維と腸内バクテリ

アの生態系』を検討するワークショップである。また、

27報のポスター発表と6社からの関連商品展示があった。

初日の夜には同会場でレセプションが催され、その席で、

食物繊維研究に関する坂田隆先生の長年にわたる貢献に

対してVahounyMedalが授与された。

本シンポジウムではたくさんの興味深い発表がなされ

た。『難消化性糖質の生理学と免疫学Jのセッションで

は、難消化性糖質の胃腸への影響について、数々の興味

深い研究成果を聞くことができた。結腸上皮細胞の増殖

に対する短鎖脂肪酸の影響、腸陰寵周辺の免疫細胞の分

布、消化管の免疫機構への影響、プレバイオティクス研

究に対する上皮の機能、 diges taの粘度と流動作用の調節

因子、および単離大豆タンパクの酵素反応等が取り上げ

られた。『難消化性糖質の栄養学』のセッションでは、

ミネラル吸収による刺激（ミネラル吸収によるこれまで

の副作用報告への反論として）やカルシウム吸収による

刺激的効果、タンパク質栄養に対するオリゴ糖の影響、

末梢組織へのSCFA放出率、臨床試験における水溶性織
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維の生物学的作用に対する難消化性糖質の影響について

の発表が行われた。

『難消化性糖質の血糖応答性』のセッションでは、こ

の発展途上の分野に関する数々の素晴らしい発表がなさ

れた。糖尿病患者や前糖原病症例者、ならびに特にイン

シュリン抵抗性患者の血糖値管理にグリセミック・イン

デックス（GI)および血糖応答性が非常に有効な手段で

あるということが、世界の多くの国々で認識されつつあ

る。多くの国々で多数の研究が行われているおかげで、

多数の食品についての臨床試験の結果から吸収の速い

（高血糖値につながる）糖質を含む食品、吸収の遅い糖

質を含む食品および血糖上昇に関与しない非吸収性の糖

質を含む食品に分類した広範なデータベースができてい

る。吸収の遅い糖質を含む食品および血糖上昇に関与し

ない糖質を含む食品は、糖尿病患者の血糖値を管理する

上で、非常に有効である。本セッションではGI、血糖負

荷、インシュリン感受性に対する世界の現況について取

り上げた。また、血糖応答性と体重管理、日本食の血糖

応答性、難消化性糖質による血糖管理、食後高血糖症の

臨床的側面、および糖尿病管理とタンパク質貯蔵に対す

る各国特有の食事の影響についても発表がなされた。

最後の『難消化性糖質に関わるフ。ロバイオティクスと

プレノtイオティクス』のセッションでは、フルクトオリ

ゴ糖による酪酸生成菌の酪酸生成促進、発酵により難消

化性糖質から有益なSCFAを生成する際の生成率評価に

対するPhenePlateR基質利用システムの利用、炎症性腸

疾患と食物繊維の臨床的側面、 Propionibacterium

freundenleichii ET-3利用による大腸機能不良の改善に関

する臨床研究、大腸の免疫機能および生理機能の発達に

影響を及ぼす腸内細菌叢の評価についての発表が行われ

た。
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(G R法）食品の糖放出性評価法

A New Method for Evaluating Blood Glucose Response of Foods (Glucose 

Releasing Rate) 

夕、ニスコジャパン株式会社
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横山

Glycemic Index (GD which is one of the evaluation methods for blood glucose response of foods has been studied 

企omthe point of view of life-style related disease prevention, and has been gradually justified recently. However, it is 

complicated on some points. Glucose Releasing Rate (GR) can be new concept to classify foods according to th仕 effect

postprandial blood glucose. 

(1）空腹時血糖と食後血糖

近年、空腹時高血糖よりも食後高血糖でより心疾患の

背景1. 

危険率が高いことが、日本における疫学的な研究として

知られる舟形スタディやヨーロッパでの疫学的な研究例

としてDE-CODEstudyなどで報告されており、今後、

循環器系疾患をはじめ、疾患の予防には食後の血糖上昇

の管理が重要であることは間違いない（図1,2,3）。

生活習慣病予防の観点から、食品の血糖応答性に対す

る評価法のーっとしてとしてグ

リセミックインデックス（GI)の科学的評価が積重ね

られ、その有効性が実証されると共に、 GIを糖質食品の

特性表示に応用することに対する世界的な論議が高まっ

(2）グリセミックインテεツクス（GI)

糖質（Glycemic Carbohydrate）と健康との関連性を

てきている。しかし測定法が煩雑であるため、食品開発

の現場で容易に活用できる簡便な新評価法の確立が求め
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図2 舟形スタディ

Figure 2 The Funagata Diabetes Study. 

図1 舟形スタディ

Figure l The Funagata Diabetes Study. 
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値である。ここで用いられる分析法はヒトの消化・吸収

システムに関する広範な科学的知見に基づく方法であ

り、 GR値は唾液アミラーゼ、牌アミラーゼ、小腸二糖

類分解酵素などによる食品炭水化物の加水分解速度を反

映し、分析法により規定された条件下で一定時間内に一

定の食品から生成するグルコース量で表される（図4）。
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図3 (DE-CODE study) 

Figure 3 (DE-DODE study) 

〈〉
理解するための一つの方法として、グリセミックインデ

ックス（GI) の可能性が検討され、すでに1,000以上の

食品のGI値が公表されている。

グリセミックインデックス（GI) は、 1981年トロント

大学ジェンキンスらによって提唱され、新しい臨床試験
図4 GR法概略図

Figure 4 GR outline 
によりこの概念は正当化されつつある。

現在、オーストラリア、スウェーデン、そして南アフ

リカにおいては、 GIを食品に表示し、食物選択のマーカ (1) GIとGRの比較

GIGR法は岨鴫～代謝～血糖値上昇に至るまでの様々

な食品特性を反映する一方、ヒトによる生理学的な手法

により測定されるため、全ての要素がヒト要因により変

化してしまう。 GR法はグルコースの代謝過程を考慮、で

ーとして利用することに対する関心が高まりつつある

が、かなりの議論が残っており、糖尿病の予防や患者の

食事指導にGIが有効であるか否かについても賛否両論

きないが、 invitroによる生化学的測定によることでヒト

要因による変動を除くことができ、表にまとめたように

GIの測定で問題になっていた点を改善できる（図5、表1）。

GR 

specific value of food ! 
given by a physico- , 
chemical method 

食品固有の生化学的指標l
・No human factor I 

ヒト要因に影響されない

図5 GIとGRの比較
Figure 5 Comparison of GI and GR 

GI 

Specific value of food, 
often affected by 
human factors such as 

食品固有の生理学的指

標。ヒト要因で変動。
• mastication岨嶋

中hysi国 l&GI
condition 

体調、胃腸状態

・Lastmeal前食

・sugar metabolism 

糖代謝能

また、 GIの測定には、①測定に時間がかかりすぎる、

②測定コストが高価である、③測定時における被験者に

対する行動上の制約や侵襲性、インフォームドコンセン

トの必要性など煩雑な手続きが必要で、ある、④ヒトの要

因に影響されるため測定値の再現性や精度に限界があ

る、＠食品の提供に際して日常的に容易に活用すること

が困難である、等さまざまな課題があり、より簡便な手

法の開発が待たれている。

である。

GR法の基本的概念2. 

GR法は生化学分析によって得られる食品固有の分析

値で、これは被験者の生理状況に左右されない値である。

かつ、 GIとは独立したものであるが相関性が期待される
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表1 GIとGRの比較

Table 1 Comparison of GI and GR 

GI GR 

Convenience Time-consuming Rapid 

申簡便性 時間がかかる 速い

骨 Cost費用 Expensive高価 Reas。nable低価

Invasive N。n-invasive
Invasiveness 

浸襲的 非漫襲的

骨被験者への侵襲性
Informed consent Informed consent 

necessary Unnecessary 

倫理的配慮が必要 倫理的配慮が不要

Reproducibility Limited Reproducible 

⑧測定値の再現性 限界あり よい

Daily impli巴ati on Difficult Easy 

骨日常的に活用できるか 難しい 容易

(2) GR法の応用展開

GR法の応用展開としては、①食品の血糖応答性を表

示することが可能となり、生活習慣病予防の観点から食

物選択指標として公衆栄養へ応用して国民の疾病予防と

健康維持に資することが期待できる、②各種食品の血糖

応答性の評価が短時間、安価に実施できるようになり食

品の血糖応答性の視点から生活習慣病予防に有用な食品

開発が促進される結果、新たな市場創出と食品産業の活

性化が期待できる、の2点が挙げられる。

(3) GR測定法開発のための技術開発課題

1）岨噌機能を模した前処理機器の開発

GR測定法において、岨噌機能を模した前処理工程の

標準化が不可欠であるが、開発に際しては、①様々な食

品の形状、物理特性に対して広範囲に適用可能であるこ

と、②再現性が良いこと、③簡便性・低コスト、に留意

すべきである。

2）ヒト炭水化物消化を模した酵素処理条件の設定

ヒトの炭水化物消化においては、唾液アミラーゼ、牌

アミラーゼ、小腸二糖類加水分解酵素、ペプシンが重要

な役割を果たしていると考えられる。 GR測定法の確立

においては、ヒト消化酵素に対応する消化酵素の選定、

作用環境と反応条件の設定が必要であるが、設定に際し

ては「ヒト消化過程で作用していることが推定される

種々の消化酵素阻害物質や食品の物理的構造に対する酵

素処理条件の挙動」の観点から、それらの相同性を確認

することが重要である。

①酵素の選定

市販のヒト消化酵素は高価で、あり、品質にも一貫性が
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乏しく標準化が困難である。また現時点で遺伝子組換え

法によるヒト消化酵素の製造法についても応用可能な手

法が確立されていないため、既存の動物・微生物酵素の

中からヒト消化酵素に類似した酵素を適宜選定する必要

がある。

選定に当たっては、基質特異性、生成物の組成、食品

中の阻害物質に対する挙動がヒト酵素に近いものを選定

すべきであるが、この中でも品質が一定しており、入手

が容易で安価なものを選定できるように心がけるべきで

ある。

②反応条件の設定

作用温度は37℃とし、作用pH、酵素／基質の比率、

作用時聞はヒト消化過程に関するこれまでの知見を参考

に諸条件を設定し、その妥当性を検証する必要がある。

③食品中の阻害物質等に対する挙動の確認

食品中にはアミラーゼ阻害物質を始めとする様々な消

化酵素阻害物質の存在が確認され、植物性食品における

細胞壁の存在や物理的構造もまた、ヒト消化過程にさま

ざまな影響を及ぼし、食品の血糖応答挙動の主要な要因

のーっとなることが知られている。

設定された酵素反応条件は、既知の食品中、酵素阻害

物質や阻害要因に対してヒト消化過程と同様の挙動を示

すことを確認しておくべきである。

3) GR値の測定法

① GR値の定義

GR値は、定められた測定法において一定時間内に一

定量の食品から生成するグルコースの量であるが、「一

定量の食品jの定義は、①食品の重量、②食品の固形量、

③食品中の炭水化物重量、④食品中の消化性炭水化物の

重量、などのようにいくつかの考え方があるが、国際的

な動向をも踏まえつつ定義を明確にして進める必要があ

る。

②グルコースの定量法

種々の定量法の中から求められる精度、確度、操作性、

コスト等を勘案し、適当な手法を選定する必要がある。

4) GR値とGIとの相関性の確認

食品の血糖応答性を評価する手法としてGIの科学的

評価が積み重ねられており、その有効性が実証されつつ

ある。一方、 GR法開発の目的がGIに替わる食品の血糖

応答性簡易評価法の開発にあることを勘案すると、設定

されたGR値と GIとの聞に妥当な相関係数があることを

確認しておく必要がある。
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5）標準化のための確認試験

GR法の標準化に関連して施設問バリデー

ションを含めて、①試験法の適用範囲、②

酵素などの試薬、反応装置、グルコース測

定法等の標準化、③精度、④頑健性、⑤そ

の他の必要事項、のような検討が必要であ

る。

(4）技術開発組織のあり方

大学・独立行政法人などの中立的研究機

関および企業からなる研究開発プロジェク

トを編成し、開発を円滑に進めるための統

括・調整機関を設ける。

GR法の基礎的な開発研究は主として大学

を含む独立行政法人で実施し、設定された

手法の評価や標準化のための必要な試験研究

は企業が協力分担して実施する（図6）。

(5）最後に

: Presumed choices －一ー「
！想定される選択肢
; ・ Personels人の派遣
; ・Sharing of research in 
i companies. 
.i 社内で対応できる研究・調査

Fund raising, 

and RESEARCH. 

競争的資金を獲得して開発を発展

図6 GR法技術開発組織

Figure 6 GR project organization 

この血糖応答の新しい評価法であるGR法が確立され

れば、米飯、パン、麺類などの主食はもとより、菓子、

飲料など広範な食品分野で生活習慣病の予防に有用な新

商品開発を喚起し、食品産業の活性化を計ると共に、国

民の健康維持に資することが可能となる。

く略歴〉

横山靖浩（よこやまやすひろ）

1996年 大阪大学工学部応用生物工学科卒業

2002年 ダニスコジャパン株式会社入社

現在、同社マーケティングマネジャー
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食品の安全性とリスクアナリシス

食品の安全性とリスクアナリシス

1. はじめに

本日のテーマの副題は「企業の取り組み」となってい

ますが、私のやっておりますことは、主として食品の安

全性およびそれに関するリスクアナリシスの科学的な局

面、そして食品安全行政がどうあるべきかについて政府

にアドノ〈イス をすることなので、どちらかというと、食

品安全行政として政府がやるべきことを主にしていま

す。

ただ、やはり食品企業にお勤めの場合には、政府がど

ういうことをするのか知っておいた方がいいのではない

かということがありますので、そういう観点からお話を

したいと思っています。

私が食品のリスクアナリシスと関わり始めたのは1987

年で、それほど昔でもありませんが、食品関係者として

はかなり早い時期からリスクアナリシスのことを知って

L、ました。2000年10月に日本に帰ってきて、食品の安全

性に関わるリスクアナリシスを普及させたいと活動して

pましたが、行政のほうは「こんな難しいことjという

感じでした。Codexで、は1993年から議論が始まり、 95年

頃からは毎年いくつかの部会でリスクアナリシスの話が

なされていて、日本政府はその全てに代表を送っていま

すし、ものによってはオブザーパーとして業界の方や消

費者の方も出席しておられました。しかし、私が日本に

帰ってくるまでそういうことが話題に上ったということ

は余りなかったようです。このようになかなかなじみに

くい話を、努力してできるだけやさしくお話したいと思

Food Safety and Risk Analysis 

独立行政法人食品総合研究所

企画調整部

山田友紀子

っております。

2. 「食の安全」か「食品の安全」か

「食の安全Jとか 「食品の安全」とか、色々な言葉が

飛び交っていますが、私は自分がやっているのは 「食品

の安全Jだと考えています。

まず実際に 「食」、つまり食品を食べるということと

食べた人の健康ということを考えますと、 一体何が一番

大事なのか、今言われているところの「食品安全Jなの

かどうか、ということを少しおさらいしたいと思います。

食と健康に影響をおよぼす最も重要な要因としては、食

事習慣や栄養があります。つまり、何をどのように食べ

るかということが一番大事な要因なわけです。実のとこ

ろ、それ以上に、必要な分量の食べ物があるかどうかと

いうことが大事なのですが、日本をはじめとする先進国

では、飢餓の心配がないことから、量よりも質に注目が

移っています。つまり、量が足りているから、その次に

考えるのは「質Jだということです。

食べ物が十分ある場合には、 一番大事なのが食事習慣

と栄養です。事実、厚生労働省が出している日本人の三

大死因を見ますと、ガン、高血圧脳疾忠、心臓病、全て

皆さんご存じの生活習慣病と言われているものです。喫

煙その他の生活習慣も要因の一つではありますが、栄養

や食事習慣は生活習慣病の大きな要因です。

食品安全も、 「質Jの中に含まれます。食事習慣や栄

養に比べれば健康に対する影響は少ないのですが、実際

YUKIKO YAMADA, Ph.D. 

National Food Research Institute 
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の問題よりも大きく取り上げられている傾向がありま

す。

ここで、「食の安全」と「食品の安全」はどこが違う

かをまとめますと、「食の安全」は先程言いましたよう

に、食糧安全保障と自給率の向上を含めて、まず量がち

ゃんとあるかということが非常に重要です。それから、

バランスを含めて栄養の問題、そして、食事習慣、その

次に、「食品の安全性」というのがくるので、「食の安全」

と「食品の安全」はイコールではない、「食の安全」の

方がより大きい、と言えます。

3.食品の安全性への関心の高まり

現在は食品の安全性に関する関心が非常に高い時代で

す。その理由を考えて見ましょう。ただし、最近の報道

を見ますと、実際には「食品の安全」には直接関係のな

いもの、例えばコイヘルペスだとか、鳥インフルエンザ

も全部一緒にされています。そうした誤解が多く生じて

いるのですが、残念なことにこれはおそらくマスコミの

知識不足や政府の情報の開示の不十分さに起因している

と思います。

食品の安全性に関する関心が高まっているのは、まず

実際に健康を脅かす問題や脅かす可能性のある問題が発

生していることがあります。これらのうち、今一番話題

に上っているのはBSEと変異型CJD（クロイツフェル

ト・ヤコブ病）の関係です。

また、事故が起きたら被害が大規模になるということ

があります。その理由のーっとして、最近はマスプロダ

クションで同じものが大量に生産されるということが挙

げられます。その上、食べる側も都市化によって一定の

場所に非常に多くの人が集まっていて、同じところで生

産したものを多くの人が食べるということになって、何

か問題が起きれば影響が大きいということです。例えば、

あるHACCP(Hazard Analysis and Critical Control Po泊t)

認定の工場で作った食品で大量の被害が出たことがあっ

たのですが、入院した人の数だけでも 1万人を越えたと

いうぐらいの大規模な被害になったわけです。こういう

場合には、当然マスコミの扱いも大きくなるため、日本

全体にニュースが広がるということで、関心を高めるこ

とになります。

貿易のグローパル化ということに関連して言われてい

るのですが、圏内にはこれまでなかったようなものが新
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しく出現しています。貿易のグローパル化もその一因で

はありますが、実はそれだけではなく、例えば我々が海

外旅行に行くというのがごく普通になってきたというこ

とで、時と場合によっては、ある国で普段日本では食べ

ないような種類の魚のお寿司を食べて寄生虫を持って帰

るということもありえますし、洋服や体に細菌や虫がつ

いて日本に入ってくるということもありえます。荷物に

紛れて入ってくるということもあり得るわけです。です

から、以前のように、「日本は島国だから、海外で起き

たような問題は起こらないと思う」というようなことは

全く言えない状況になっているということもあります。

一方、消費者の不安の要因となるものとして、いくつ

かのものがあげられます。新技術の導入は、科学技術者

や産業界は、その「良い側面jを語りがちです。しかし、

きちんとした説明がなされなければ、その新技術を使っ

て生産した食品を食べる消費者から見ると「未知」であ

るということから、不安の要因となります。また、先進

国であるなら、どんどん新製品や新技術を開発するだけ

でなく、それらが本当に安全かどうか検証する必要があ

ります。

もう一つ極めて大きい不安の要因となるのが、「不適

切な情報jです。情報が無いことは、不安の要因になり

ますが、時と場合によっては情報が全くないというのは

関心がなくなって不安も何も起きないということもあり

得ます。情報が氾濫する中で必要な情報や正確な情報が

ない場合は、不安が高まる可能性があります。また、一

方的な情報しかない場合、健康増強を目的としていたに

もかかわらず、健康を害する結果になる可能性もありま

す。

これらによって不安が高まると、安全性に対する懸念

が高まるわけです。

4.安全と安心

「安全J. 「安心jという表現は、実は日本語や中国

語、韓国語に特有の問題のようですが、かなり混同され

ています。実際にはこの2つは、はっきりと異なる概念

です。

「安全jというのは科学的に評価されなければならな

いもので、客観的で、なければなりません。学者には学者

それぞれの考え方があるので、 100%客観的とは言えな

いのですが、少なくとも第三者が検証できるようなもの



でなければなりません。

ところが、「安心」できるかどうかというのは、字の

通り心理的なものであって、あくまで主観的なものです。

だから他人が検証できなくてもよいのです。例えば、皆

さんが「安心だ」とおっしゃっても私は安心できないか

もしれないし、逆に私が「安心できる」と言っても、皆

さんは「LEやいや、やっぱり不安だ」とおっしゃるかも

しれない。「安心jの場合はそれでもいいんです。

つまり、「安全Jと「安心」にはギャップがありうる

わけです。大きなギャップがあるものとして、例えば、

「安全だjと政府が言っても、「安心だ」と思わない人が

いるという例が、 GMOになります。逆に、誰も「安全

だ」と保証してないのに何となく「安心できるj例とし

て挙げられるのが、ご守近所の方が作った野菜ではないで

しょうか。例えば、お隣さんが「うちのお庭で、」また

は「うちの日曜菜園で、作った野菜です、召し上がれ」と

持ってこられたら、たいていの人は、「一体あなたは、

どういう農薬をいつ、どういう濃度で何回撒きました

か？ それは収穫の何日前でしたかりなどとは聞かな

いで、たいてい食べます。ひょっとしたら、農家の何倍

も農薬を撒いているかもしれないし、その日に農薬を撒

いて、すぐに採ってきたものかも分からないのに食べて

しまうわけですね。また、それとは少し違いますが「安

全でない可能性があるjと分かっていても食べたいとい

う例として、フランスの未殺菌乳から作ったカマンベー

ルチーズが挙げられます。今はHACCPによって状況は

良くなったそうですが、以前はリステリアの問題で死者

が出たこともありますし、色々な国で、輸入制限がかかっ

たり、フランス国内でもリコールしたりしました。とこ

ろが、フランス人の考え方は、未殺菌乳から作ったカマ

ンベールが本来の伝統的なカマンベールであって、これ

は生きているチーズであり、殺菌乳から作ったカマンベ

ールは伝統的なものではないし死んで、いるチーズである

ので、やっぱり伝統的なものを食べたい、というものな

のです。それを考えると、フグを食べている日本人も、

今でこそ養殖でテトロドトキシンのないフグも増えてき

て状況が違ってきましたが、当たれば死ぬかもしれない

ものでも食べているというのは、フランスの未殺菌乳の

カマンベールと似たようなものかもしれません。「安心j

には、フランスでは伝統というのがありますし、最近の

日本では特に便利さや利益が大きく影響しています。

「安全である」ことと、「安全と思える」ということは

食品の安全性とリスクアナリシス

少し遣います。「安全と思えるjことは安心とほとんど

イコールで、「安心できない限り、安全とは思えないJ
ということはあります。安全と安心にギャップがあると

いうのは、企業がモノを売る場合でも、食品安全行政に

おいても余り望ましいことではありません。安全な食品

と安心できる食品のギャップを小さくするよう業界も政

府も努力しなければなりません。それには、実際に安全

な食品を生産する努力と信頼・信用を高めることしかあ

りません。

5. 食品の安全性に関する信頼

では、信頼とは何かということになりますが、これも

皆さんがご存じのように、食品の安全性に関する信頼は

現在非常に低くて、それと同様に政府に対する信頼も、

業界に対する信頼も低くなっています。

実はそれは問題が起きたことだけが原因かというと、

そうではなくて、信頼もやはり心の問題なので、その問

題自体よりも、問題が起きたときの行政や産業界の姿勢

やモラルに対して消費者が疑念を持つと、信頼というも

のは失われてしまいます。特に、隠したり、嘘をついた

り、ズルをして儲けようとしたりしていると思われてし

まうと、信頼は完全に失われてしまいます。

では、不幸にして事故が起きた場合にどう対処するか

ということですが、以前は「知りませんでした」で済ま

せていたように思います。しかし、実際に責任がある時

に責任を認められるかどうかが重要です。米国では裁判

で負けないように、ギリギリ追いつめられるまでは絶対

に“I'mso汀y”とは言わないとよく言われますが、少な

くとも「知らなかった」とは言いません。社長が出てき

て「知らなかった」というのは、マネージャーとして無

能であることの証明としか見られません。最近の

Corporate complianceの考え方が参考になるでしょう。

ですから今のところ信頼・信用関係では、日本でも必要

に応じて責任を認めることが必要で、あると思います。

すでに問題が起きているのですから、相手方、特に被

害者の気持ちを汲んでいる、また共感を持っていること

を示せるかどうかというのが大事です。インタビューを

受けたり、被害者の対応をしたりする人は、言わば日本

全体に対するその会社の大使のようなものだと考えるべ

きです。

そしてもう一つ、問題が起きた場合、当事者はともか
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く他の消費者は「私はこの食品を買ってもいいのか悪い

のか、そして、将来も買えるのか」が知りたいわけです

から、「なぜ、こういうことが起きたのかJを説明でき

るかどうか、そして、「どのようにして、そういう問題

を起きないようにするかJを打ち出せるかどうか、それ

がすごく大事になってくるのです。問題が起きてすぐ説

明しろと言われでも無理でしょうから、その場合は例え

ば「いついつまでに報告しますJと言い、その約束をき

ちんと守るということです。日本でも最近少しそのよう

な会社が出てきたようです。

ご承知のように信頼を築くには非常に時間がかかりま

す。逆にただ一言パカなことを言うなり、するなりする

だけで信頼は一瞬で失われてしまいます。いったん信頼

を失ってしまったら、それを元に戻すにはゼロから築く

よりさらに時間がかかります。下手をすると、全然信頼

は戻らないこともあるわけですから、信頼は失わないよ

うにしなければなりません。そこでリスクコミュニケー

ションが必要になってくるわけです。

6. 食品の安全性に関する考え方

最近、大きな食品事故が起きましたので、研究者や行

政が原因の調査・検討をすることが可能になりました。

家庭の中までは調査がしにくいので生産から販売までを

見ますと、実は販売段階より生産・加工段階での汚染が

原因であることが多いことがわかってきました。ただし、

バイオテロでは販売段階で何かを混入させることも想定

に入っていますので、それはひとまず置いておきます。

普通に食品を作って普通に売ることを考えた場合には、

生産または加工段階での汚染が原因であるケースが多い

のです。ベルギーにおけるダイオキシン汚染は飼料の問

題でしたし、カピ毒も圃場での栽培中や貯蔵中に生じる

わけです。 BSEも餌の問題といわれていますし、ヨーロ

ッパ、米国で問題になっているサルモネラも実は卵にあ

って、それが鶏の成育中に増えて、結果として肉を汚染

すると言われています。

そこで結論として、 2000年ぐらpから世界の常識にな

っていることですが、「生産加工段階における安全管理」

が「最終産物の管理Jよりも重要であると言われるよう

になりました。

結局、「生産段階における安全管理jを確立するため

には、生産者・製造者が大きな役割を担うと言えますし、
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今までのように食品安全は厚生労働省だけの問題ではな

くて、例えば農産物のGoodAgricultural Practiceをどの

ように策定するかという面では農林水産省の果たす役割

も大きくなってくるわけです。

7.絶対に安全な食品はあるか

どんな物質や食品も毒になり得るというのはご存知の

通りで、食品が安全かどうかというのは要するに量の問

題です。 1980年頃から“Dosemakes poison”、すなわち

量によって毒になるかどうかが決まる、あるいは量が毒

を作ると言われるようになりました。極端な例として、

生命の維持に必要な物質、例えば栄養素でも多量に摂る

と健康に悪影響があったり、死に至ったりすることもあ

ります。水や酸素、ビタミンAや鉄でもそうです。栄養

素には必要な量の下限と上限がありますが、セレニウム

やビタミンB6はその上限と毒性を発揮する最低量との差

が小さいのです。普通の食事で足りているにもかかわら

ず、「栄養素なのだからたくさん摂らなきゃ」という考

え方でサプリメントをどんどん摂ってしまうと、毒性を

発揮する量以上に摂ってしまうということもあるので、

欧米でも、「栄養素の毒性jについて検討し始めたとこ

ろが多いです。

要するにどんな量や濃度においても絶対に安全なもの

はないということです。とはいえ、人よりず、っと多く食

べる人の量も含めて、実際に食べる量で「安全」である

食品を作る努力は必須です。

食品が安全であることについてCodexにおける横断的

な定義はないのですが、食品衛生、つまり微生物的な安

全面、においては定義があります。それは、食品安全と

は「予期された方法や意図された方法で作ったり食べた

りした場合に、その食品が食べた人に害を与えない保証」

であると言っています。

ここで「害jということについて少し説明したいと思

います。よく新聞等に厚生労働省の見解として、「直ち

に健康への影響はありません」などと書かれていますが、

先ほどの「害jというのは、「一度あるいは一日食べた

らすぐに、または数日で現れる害jのことだけを言って

いるのではなくて、「長期間食べ続けることによって出

現する害jについても言っています。皆さん方が扱う食

品中の化学物質については、当然、慢性毒性について考

えなければならないものが多いのです。



8.安全性評価の変遷

次に安全性評価の変遷についてお話します。 1958年に

米国で「発ガン性のある物質は食品中に存在しではなら

なLリという Delaney条項が可決しました。実際上のゼ

ロリスクを要求する条項で、非常に歓迎された条項でし

た。けれども当時の測定技術では、 lppmぐらいが測定

できる最低濃度（それも非常に低い濃度として）でした

が、分析化学の発達によって、今では、例えばダイオキ

シンで、はl/lOOpptの濃度まで定量できます。当時は「な

Lリと言えたものが、今分析したら検知されることもあ

るわけです。また、特定の毒性に対して感受性のとりわ

け高い実験動物系や細胞系を開発することによって、そ

れまで検出できなかった毒性を検出できるようにもなっ

たものもあります。したがって、現在では科学的に

Delaney条項を支持することは難しいのです。

そこで、ゼロリスクが達成できないなら、「実際に使

用したり、食べたりしている濃度で安全かどうかをみる

ことにしましょうJ、「ゼロリスクでないのなら、社会が

どこまでリスクを受け入れることができるかを決定しま

しょうjということになりました。この二点から、「ど

うしたら安全と見なせるだろうか」ということを考える

のに便利な手法としてリスクアナリシスの考え方が発達

しました。どこまでリスクを受け入れるかを決めるのは、

行政が独断で行うことではなくて、リスクコミュニケー

ションを通して行うことになっています。

9. 食品安全行政の傾向

「食品安全行政jは当然、食品を食べた人の健康の保

護を主目的とします。特にヨーロッパでは、 BSEが起き

た後、食品安全は消費者のためにあるのだと強調しなけ

ればならない政治的な状態になりました。とはいえ、独

立国である以上、農業保護とか産業保護も行わなければ

なりません。というのは、最初に言いましたように、

「食」を考える際に、「食料の確保」が一番大切なもので

あるからです。

組織的または統合的な対応が必要です。そこで、各国

では食品安全行政を担当する機関の創設や強化が行われ

ています。そこでは、専門家が行政に当たっています。

また、 FoodChain Approachといって、一次生産から

消費までの全過程をカバーしなければ食品の安全性は保

食品の安全性とリスクアナリシス

証できないと言われています。

特にWTO（世界貿易機関）のSPS協定（衛生と植物

防疫措置に関する協定）は、日本をふくむWTO加盟国

の食品の安全性に関する措置が科学的根拠に立脚してい

なければならない、と言っており、食品安全行政におけ

る政策は科学的なデータに基づいていなければなりませ

ん。その一部が「リスクアナリシスの適用」です。ただ、

これを行うには多くのデータが必要で、特に実態調査が

必要です。

そしてもう一つ、特に力を入れなければならないのが

微生物汚染の防止です。

以前は、「問題が起きなければ大丈夫と考えてよい、

というような考え方が普通でした。しかし、この考え方

がベースですと問題が起きてから対処するしかありませ

ん。これは、いわゆるクライシスマネジメント（危機管

理）です。この危機管理は問題が起きた時にパニックが

起こるのを防ぐとか、問題がさらに広がるのを防ぐとい

う意味では有効ですが、問題を起こさないようにすると

いう機能はないのです。

このように、目の前で問題が起きない限り別に何もし

なくてもいいじゃないか、という考え方をベースとして

やっていたために、 BSEの問題が世界中で非常に大きく

なってしまったことから、近年、欧米では「安全と証明

されるまでは安全とは言えなLE」、つまり、「安全と言う

ためには安全を証明しなければならなp」という考え方

になってきました。これは、企業ですぐにこのレベルに

まで達するのはなかなか難しいと思いますが、行政につ

いては「安全と言うためには安全を証明しなければなら

ない」ということになりました。もう一つは、これもや

はり BSEからの教訓ですが、「後始末にお金と時間と人

を使うよりは、予防や防止に力を注ぎましょう」という

考えが出てきました（必ずすべてということではないで

すが）。実際にはもちろん後始末の方が多いのですが、

この「安全の証明Jと「予防・防止jの両者に役に立つ

のがリスクアナリシスなのです。

リスクアナリシスも実は行政の方に関しては、先程触

れたSPS協定は、食品の安全性に関する措置が科学的根

拠に立脚していなければならない、 Codexの規格が存在

していたらそれに基づいていなければならない、 Codex

によって確立されたリスクアセスメントの手法を使った

ヒトへのリスクの評価に基づいていなければならない、

といっています。
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ところで、「クライシスマネジメント（危機管理）と

リスクマネジメントの違L)Jについてですが、危機管理

は、問題・事故が起きてからパニック防ぐとか、問題の

拡散・拡大・再発を防ぐということで、うまくやれば、

そこで得たデータを便ってリスクマネジメントをするこ

とができます。つまり、危機管理は、 reactiveまたは

responsiveなものです。それに対して、リスクマネジメ

ントというのは可能性について対応する、つまり、「今

何か起きているからjではなく、将来問題が起きないよ

うにしようということで、問題・事故が起きないように

リスクを低減することです。そのためには、どういう問

題・事故が起きる可能性があるかを知る必要があるわけ

です。これはproactive、要するに問題の起きる前にやる

ものであるということになります。

10. リスクとリスクアナリシス

当然、企業にお勤めの方は、新聞の経済欄を毎日お読

みになると思います。その経済欄にリスクという言葉が

でない日はないですね。そのリスクとここで言うリスク

は同じか違うか、ということを説明したいと思います。

リスクアナリシスというのは実は新しい学問分野で

す。もともと工業分野で始まったものですが、大きく進

歩したのは保険業界においてです。例えば自動車保険で

もリスク細分型とか書いてありますね。リスクの多い人

からは掛け金をたくさん取り、リスクの少ない人は掛け

金が少なくて済むようにしておかないと保険会社は倒産

してしまいますから、そういう分野ですごく進歩したわ

けです。

それが科学技術の分野にも戻って来たということで、

食品安全の分野では1980年頃から始まっています。米国

FDAでは、 1980年にはもうガイドラインを作っているの

ですが、日本はやっと2003年から始まったところです。

同じ科学分野でも環境汚染や化学物質そのものの安全

性、例えば職業的暴露のようなものの対策、と比べると

遅れています。それはなぜかと言いますと、食品につい

ては、まず何はともあれ必要な食料の確保が第ーだから

なのです。つまりいくら安全な食品をつくっても量が足

りないのでは意昧がないということです。そして、食品

は毎日摂取しないといけないし、食品であるからには食

べて楽しい、おいしいものであるべきで、昧や香り、価

格など、クリアしなければならない要素がすごく多いた
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めに残念ながら遅れていると言えます。もう一つは、食

品が非常に複雑な系であるためクリアカットな研究がす

ごく少ないということが挙げられます。さらにまた、食

品研究に関与している学者が少ない上に、とにかくべー

ノfーを書かないと学者として失格であるというような日

本の科学政策もあって、安全性を研究してくれる学者は

ほとんどいない、という事情もあります。

ではリスクアナリシスにおける「リスクJとは何かと

いいますと、これは分野によって定義が違いますが、最

大公約数として、「将来起きるかもしれない損失、また

は、損失や危害が起きる可能性」ということになります。

リスクアナリシスの粍E車且みの中では「リスクはある」

と考えます。つまり、リスクが「あるかないかjではな

く、「高いか低LEか」ゃ「大きいか小さいかJを考えま

す。このリスクは日本語にはなかった概念です。危険と

訳する人がいますが、日本語の危険は英語のdangerに相

当して、遅かれ早かれ何か悪いことが起きるというニュ

アンスがあります。一方リスクの場合には、起きるかど

うか分からないのです。しかもリスクの場合は必ずしも

悪いことばかりとは限らないということもありまして、

どうしても日本語にしたいのであれば、一番近い日本語

は、京都大学名誉教授・甲子園大学学長の社会心理学者

の木下先生によれば「ヤパさJだそうです。確かに、雰

囲気的には似ています。「あっ、ちょっとこれヤパいねj

というのは、 dangerではなくて、 Iriskyだね」と言って

いるわけですから。しかし、この化合物はヤパいとか、

この化合物のヤパさはこのぐらいであるとは公文書には

書けないので、私の所属している日本リスク研究学会で

は「リスク」とカタカナ書きすることにしています。

また、生産者・製造者では経営リスクというものを考

えなければなりません。しかし、食品安全にかかわるリ

スクを無視すれば、経営リスクにも響いてくることもあ

ります。

食品安全に関わるリスクを考える際には、 Codexにし

ても各国政府においても、「確率」と「程度Jの両方を

見ています。しかし食品に近い分野であっても、カバー

する範囲が違うとリスクアナリシスの定義も微妙に違い

ますので注意が必要です。

リスクアナリシスは、一般的には、国民またはある集

団がハザードに曝される可能性がある場合、その状況を

コントロールするプロセスのことをいっています。すな

わち一言で言うと、リスクの程度を知って（リスクアセ



スメント）、それを低減するための措置を取る（リスク

マネジメント）。その聞に、利害関係者と意見交換して

決定に反映する（リスクコミュニケーション）というこ

とになります。

目的は、可能な範囲で事故を未然に防ぐ、あるいはリ

スクを最小にすることです。リスクアナリシスは食品安

全確保のためのツールであってリスクアナリシスをする

のが目的なのではありません。

11.ハザードとリスクの定義

ここからは、食品安全に関わるハザードとリスクにつ

いてお話します。次の二つだけは覚えていただきたいと

思います。

ハザードは危害要因とも訳していますが、 Codexの定

義では「健康に悪影響をもたらす可能性を持つ食品中の

生物学的・化学的または物理学的な物質や要因、または

食品の状態をいう」となっています。例えば腸管出血性

大腸菌0-157は生物学的なハザードですし、鉛やメチル

水銀は化学的なハザードです。太陽光線というのは物理

的なハザードですし、温度もそうですね。目で見えるこ

ともありますし、機器を使って測定することができるよ

うなものです。検証できるものです。

それに対してリスクとは、食品中にハザードが存在す

る結果として生じる「健康の悪影響が起きる確率とその

程度の関数」ということで、目に見えるものではないし、

関数であるからには、当然数学的な概念です。どうやっ

て求めるかというと、疫学調査の結果から統計学的に求

める方法や、毒性学的情報と摂取量からモデル化して求

める方法などがあります。

ハザード、リスク、健康への悪影響というのはそれぞ

れ全く別のものであるということを認識してください。

12. リスクアナリシスの枠組み

リスクアセスメントのCodexによる定義は、科学に基

づいたプロセスあることと、どんな要素があるのかしか

書いていません。そこでSPS協定の定義を見ますと、

「食品や飲料中の添加物、汚染物質、または、微生物に

起因するヒトに悪影響を及ぼすかもしれない可能性の評

価jと、ここでもやはり可能性と言っています。

リスクマネジメントは、リスクアセスメントと別個の

食品の安全性とリスクアナリシス

プロセスで、全ての関係者と協議しながら施策の選択肢

を慎重に考慮することです。これは、文章の解釈の仕方

を微妙に変えると、当然、食品産業でも使えるというこ

とになります。ですから、リスクのアセスメントをする

というよりも、おそらく業界でやるのはまずマネジメン

トであり、そして、もっとやらなければならないのはリ

スクコミュニケーションで、しよう。リスクコミュニケー

ションについては後で話します。

リスクアナリシスの枠組みとして、国際的な合意や先

進国が行っているものは、図1に示したようなものです。

リスクマネジメントの過程とリスクアセスメントの過程

があり、その全部を通じてリスクコミュニケーションが

ある、ということになっています。

リスクアセスメント

ハザ一門司定
ハザート特性付け

摂取量推定
策暗置の評E 11 リスク判定

ι 機能的分離と

策暗置の実施｜ ；｝相互作用

i リスク

ニタリングと見置叫 コミュニケーション

図1 リスクアナリシスの枠組み

そして、このリスクマネジメントとリスクアセスメン

トの聞には、「機能的分離と相互作用」がなくてはなり

ません。そしてリスクマネジメントをする際には、その

過程において「利害関係者の参画Jが必要で、これをリ

スクコミュニケーションの手法を用いて行うことができ

ます。リスクコミュニケーションには、説明や教育啓発

活動など、特にリスクアセスメントやリスクマネジメン

トと強くリンクしていない活動も含まれます。

日本はまだ公式にはリスクアナリシスの最後まで到達

したことがないのですが、食品安全基本法を見ますと、

リスクマネジメントの担当組織として農林水産省・厚生

労働省があり、リスクアセスメント担当組織として食品

安全委員会があると言っているにもかかわらず、食品安

全委員会はリスクアセスメントをやりつつ、リスクマネ

ジメントの勧告をして、さらにリスクマネジメントのモ

ニタリングをすることになっています。リスクマネジメ
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ントとリスクアセスメントを分離するといってできた法

律なのですが、結局は分離されないことになります。も

し食品安全委員会がリスクマネジメントの勧告をするな

らば、勧告とはいえリスクマネジメントの活動の一つで

あるので、当然ここで利害関係者を参画させなければな

りません。ですから、やるべきとごろがちゃんとそれを

やっているか、何をするべきかを本当に分かつてやって

いるのかを、国民はしっかり見てL当く必要があります。

以下に、世界の標準ではリスクアナリシスはこうある

べきだということを説明します。

( 1）リスクマネジメントの初期作業

これは皆さんにも関係がありますが、リスクアナリシ

スでまずやることはリスクアセスメントではなく、リス

クマネジメントの初期作業です。これは、食品の安全性

に関してどんな問題が起こり得るかということについて

の情報収集です。世界で何が起きているのか詳しく検討

し、それに基づいてリスクのプロファイルを作成します。

そして、どんなハザードについてリスクアセスメントと

リスクマネジメントをするか優先順位を決定します。こ

こから後は政府の仕事ですが、どのような方向性でリス

クアセスメントをするか、リスクアセッサーと協議して

リスクマネージャーが決定し、リスクアセスメントを依

頼します。ここのところが日本でできるのかというのが

また一つの問題です。

(2）リスクアセスメント

リスクアセスメントをJMPR(FAO/WHO合同残留農

薬専門家会議）での残留農薬基準値検討に例をとって説

明します。

まず、農薬の構造や物理化学的な性質、代謝を考えて、

量を変えて実験動物に与えたときの健康への悪影響の評

価をします。人を使った疫学調査があったらそれも利用

します。毎日、一生食べ続けても健康に悪影響のでない

量を割り出します。ここまで、がhazardcharacterization 

に当たります。それから実際に使用を許可されている最

大の条件で行った作物残留試験の結果と食品消費データ

から摂取量を推定します。さらに、計算によって長期的

な摂取量を推定し、 ADI（一日摂取許容量）と比較、ま

たは短期的な摂取量を推定し、 A町D （急性参照量）と

比較し、健康への悪影響の程度と発生の確率を推定しま

す。しかし、今のところADIよりも高いとか低いとか、
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A斑Dよりも高いとか低いとか、を出すレベルです。

ADIやPTDI（暫定耐容一日摂取量）を求めるだけで

すと、物質としての安全性や毒性はわかりますが、 ADI

やPTDIの数字が低L、からといってリスクが高いとは限

りません。実際にどの程度食べているかを知ってこそリ

スクの程度を推定できるわけですから、暴露評価をしな

ければなりません。いくら毒性が強いものであっても、

ほとんど食べていなければリスクはごく低L功ミも知れな

いし、毒性が低くても非常に大量に食べていれば、やは

り何かリスクマネジメントをしないといけないかも知れ

ません。どれだけ食べるかによってリスクは違ってくる

のだから、暴露評価もして初めてリスクがわかるという

ことです。

(3）リスクマネジメントの続き

リスクアセスメントの結果が出たらそれを検討して、

どんな施策や措置が可能かを決定します。その中で実施

が可能で有効な方法を探すことになりますが、その時ど

の程度リスクを受け入れることができるか、またリスク、

コスト、利益のバランスや技術的な実現の可能性も考え

ながら最終決定をします。

日本では何も措置を講じなかったらコストはゼロにな

るという感覚があるようですが、それは正しくなく、米

国では、特に微生物の場合ですが、何も措置を講じなか

ったら被害がどれだけ続くか、あるいは増えていくかと

いうことを考えて、何も措置を講じない場合のコストも

計算しています。

日本ではおそらく経済的な分析でしかリスク／ベネフ

ィットについては言われないのですが、自然科学的、特

に栄養学的な分析も必要です。例えば魚類中のメチル水

銀ですが、魚、を食べることによるリスクと食べないこと

によるリスクを比較する必要があります。高齢者におい

ては、心臓病のことを考えれば食べないことによるリス

クの方がメチル水銀によるリスクよりも大きくなる可能

性があり、食べた方が良いと言われています。それがも

し妊婦だったら、メチル水銀によるリスクの方が食べな

いことのリスクよりも大きくなる可能性があります。そ

ういう比較も必要なので、一面的に見るだけではいけな

いということを意味しております。

決定事項の実施が最終段階となりますが、実はそこで

終わらずにモニタリングと再評価もしなくてはなりませ

ん。もしも実施された措置が有効でないとわかったら、



再度リスクマネジメントやリスクアセスメントをやらな

ければなりません。

リスクマネジメントは「健康の保護jが最重要の目的

ですが、決定とその実施の透明性が極めて重要な要素で

す。それから全ての利害関係者との双方向のコミュニケ

ーションが必要ですし、再評価もしなければなりません。

科学的不確実性に関して、予防的な措置を取るという

ことが言われています。それに関連して「予防原則」と

いう言葉が日本では使われています。元来これは

precautionary principle （世界的に、食品安全行政にこの

用語を使うのが適切かどうかについて合意はありませ

ん）という用語を外務省が訳したものです。 Precaution

の「preJは「前の」という、意味、「caution」は「注意を

払うJという意味ですから、「何かが起こる前に、ちょ

っと警戒して余分に手を打っておきましょう」というの

がprecautionなので、「予防原則」では全然違う意昧に

なっています。予防とはpreventionではあっても

precautionで、はないのです。欧州連合は、（1）健康に対

する悪影響があることがわかっており、（2）評価の結果、

科学データが不十分であると判定された場合に、（3）暫

定的に、 precautionaryprincipleを適用すると言っていま

すので、「データが何にもないから予防的措置で」とい

うことも欧州連合が言っていることとは違います。「デ

ータが出たら、ちゃんとリスクアセスメントをやりなさ

Lリということも決まっているので、元来の用語の意味

を知って頂きたいと思います。

(4）リスクコミュニケーション

中国産ほうれん草のクロルピリホス残留問題で、新聞

は「ほうれん草の残留農薬基準値の何倍にもあたる違反

だjと言うだけで数字は示していませんでした。実は農

薬クロルピリホスの残留基準値は、小松菜が2ppmで、

ほうれん草は0.0lppmで、す。例えば両方から lppm検出

されたとすると、小松菜は販売できますが、ほうれん草

は100倍の法律違反ということで大きな新聞種になりま

す。もちろん、法律違反だから販売をとめるのは正しい

行為です。しかし「ほうれん草は危険だ」と大きく報道

されたために、消費者がほうれん草を食べるのをやめて、

全部小松菜に置き換えたとしたらどうでしょう。小松菜

の全てが2ppmまでクロルピリホスを含んでいることは

無く、実際はごく低レベルだろうとは思いますが、結果

的にはほうれん草から小松菜に変えることによって、ク
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ロルピリホスの摂取量が増えてしまう可能性があるので

す。つまり「法律違反の問題と食品安全の問題は全く別

の問題であるjとL寸観点が必要なわけです。ですから

新聞は正しいリスクコミュニケーションができていなか

ったと言えます。

リスクコミュニケーションの定義ですが、 Codexでは

「リスクアナリシスの全過程において、リスクそのもの

やそれに関係したものについて、リスクアセスメントや

リスクマネジメントに携わる人、その他関係者の間で情

報や意見を交換すること」となっています。コミュニケ

ーションのco・は「一緒に、共同して、お互いに、共通

して」という意昧であるので、コミュニケーションとは

「説明をする」というような一方通行のものではありま

せん。コミュニケーションという言葉は日本語になかっ

た概念ですから、それをこれから実行していくのはすご

く大変なのですが、リスクコミュニケーションには次の

2つの活動があります。（1) リスクコミュニケーション

そのもの、それだけであるもの。例えば政策の説明や教

育啓蒙活動など。（2）リスクマネジメントの全ての段階

における利害関係者の参画。パブ？リックコメントや公聴

会など色々なやり方があります。

以前、 WHOの会議がイギリスの食品基準庁でありま

したが、その際ChairmanのSirJohn Krebsが開会の挨拶

で「1996年から情報提供に努めた。科学的な情報を出し

ていれば納得してもらえると思っていたけれども、実は

そうではなかった。それで、 2000年から消費者第一

(Consumers first）の政策を取ると同時に、政策決定過

程の透明性確保をはかり、さらにたとえ科学的には全く

問題がないと思えるものであっても、消費者が懸念を持

っているのであればリスクアナリシスの対象として取り

入れることにした」と言いました。ここで、透明性の確

保と消費者の懸念を知ることの両方にリスクコミュニケ

ーションが有効に使えます。

リスクコミュニケーションとは、リスクに関して多く

の利害関係者の中でお互いに意見を聞き、お互いのニー

ズを知って最終的には納得する、ということです。日本

では、透明性といえばWhatやWho、特にWho、つまり

誰が言ったということを気にしがちですが、透明性の確

保にはHowやWhyの方が重要で、す。 Whoはむしろあま

り関係がありません。

リスクコミュニケーションをするためには、リスクに

ついて理解する能力が必要ですし、コミュニケーション
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能力も必要です。

「情報を出せばいいんで、しょJ、または「パブリックコ

メントを求めていますJというだけではなくて、コミュ

ニケーションであるからには「交換」と「反映j、これ

が絶対必要です。もう一つ重要なのは、これは企業の場

合もそうですが、情報を出すにしても情報の受け手に理

解できるようにしなければなりません。受け手が理解で

きなければ、それは受け手の問題ではなく、出し手の問

題であると考えなければなりません。それから、「とに

かく行って話し合いをすればいいんでミしょJではなくて、

「どんなメッセージを、どのように伝えるべきか」とい

うことを、戦略的に予め考えてやらなければならないと

いうことです。

リスクコミュニケーションは問題の解決法ではありま

せんが、問題の解決法であるリスクマネジメントオプシ

ョンを決定する助けになります。そして利害関係者が参

画しているわけですから、解決法が受け入れられやすく

なります。現実に遣う意見の人の話も聞くわけですから、

「ああいうことを言っている人がいるんだから、これで

しょうがなL功ミな」と思えることもあります。しかも、

うまくやれば利害関係者間の信頼・信用の確立にも役に

立つことになります。

「安全である」と言うことはリスクコミュニケーショ

ンの一部ではあるんですが、リスクコミュニケーション

というからには「リスクを知らせる」ことをしなければ

なりません。そして、コミュニケーションというからに

は知らせるだけではなく、意見情報の交換をする必要が

あります。

もうひとつ重要なのは説得ではないということです。

GMO問題の時、ある多国籍企業が取った対策は完全に

説得型でした。それで、かえって消費者は反感を抱いてし

まいました。ですから、本来は率直に話してお互いに納

得することを目指すのであって、「私が正しい、何であ

んたはわからないのだ」という感じの説得は、決して有

効には働きません。リスクコミュニケーションに関して

は、これまでにネガティブな成果がいっぱいあるので、

それから学んで、同じ失敗を繰り返さないようにしなけ

ればなりません。これからはお互いに納得し、信頼・信

用を得てから安心を確立することが重要で、しよう。

リスクアナリシスにおいてはデータの公表が原則で

す。ただし、公共の不利益になる場合は別です。今まで

は内容がわからないままに数字を出してしまって、数字
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が一人歩きするということがありましたが、データを公

表する場合には①何が母集団で、その母集団を反映して

いるような結果になっているのか、つまりサンプリング

方法が正しいかどうか。②何が目的で分析しているのか。

③分析値の信頼性はどうか。その場合に例えば分析方法

は客観的に妥当性を確認しているような分析法であると

か、精度管理をちゃんとやっているかどうか、というこ

とが重要です。それから④正しい統計処理が出来ている

かどうか。⑤そして、数字が一人歩きしないように、デ

ータがいったい何を意味しているのかということをきち

んとさせなければなりません。食品の分析法自体はとも

かく、残念ながら、食品分析の精度管理や分析法の妥当

性確認などについては、日本は非常に遅れています。

リスクコミュニケーションにおいて、政府・生産者・

製造者は消費者をリスクアナリシスのパートナーとして

見なす必要があります。そのように意識の改革をしなく

てはなりません。そして、相手によって理解しやすい用

語や適切なコミュニケーションの手法を選ぶ必要があり

ます。子供が相手だったら字は少なくして絵を使うなど

ということです。それから先程も言いましたように、情

報を出すだけでは足りません。コミュニケーションとい

うからには、相手の立場を理解するとか、正直で率直、

オープンかつ明瞭である必要もあります。それから、日

本では残念ながら食品や農業分野専門のジャーナリスト

がいないので、社会部の記者でもわかるように、科学的

な事実は曲げないようにしつつ、彼らがわかるような情

報提供の仕方をしなくてはなりません。

安全と安心の遣いと同じように、「実際に消費者がど

のくらいリスクがあると感じるかjということと、「科

学的にこれだけリスクがある」ということの聞にはギャ

ップがあります。このギャップがリスクコミュニケーシ

ョンをすごく難しくしています。一番簡単な例として、

自動車の場合、実際に世界中でどれだけの人が死んでい

るかを考えると、車というのはものすごく重大なハザー

ドなはずなんですが、利益が誰の目にも著しく明らかな

のと、運転している人は自分が車をコントロールしてい

ると思っているために、車によるリスクというのは実際

のリスクよりもず、っと小さく考えられがちであります。

一方、食品の場合に特有なものとして、自然由来か合成

品かによってリスクに対する感じ方が異なるということ

があります。例えば農薬にも自然由来のものもあるので

すが、合成物質が多いせいか「すごく危なp」と思いが



ちです。逆に女性ホルモンは人間にはなくてはならない

ものですが、実は発がん物質なのです。アフラトキシン

というカビがつくる天然物質は、人類がこれまで知って

L、る中で最も強い発がん性物質の一つであることが知ら

れています。つまり、自然由来の物質は安全、合成物質

は危険などという簡単なものではなく、新しい使用法を

検討する場合には、自然由来であろうと、合成であろう

と安全性を評価しなければなりません。

リスクコミュニケーションをする場合に事前に決定す

るべきこととして、①誰とするか、②相手をどのくらい

知っているか、何を知りたいのか、③どうやって自分の

欲しい情報を得るか、また他人の持っている情報をどの

ようにしてもらえるか、④どのように伝えるか、⑤いつ

するか、ということを考えなければなりません。この中

でいつコミュニケートするかというのが最も難しいわけ

です。早すぎると後で訂正しないといけない可能性があ

ります（うそをついたといわれるかもしれません）し、

遅すぎると隠していた、と非難される可能性があります。

しかし、可能な限り早くそして多くというのが一般的な

ルールです。

米国FDAの食品安全・応用栄養センターが過去の教

訓｜から学んだことをリストにしたものをお借りしたもの

を示しています。やはりここでも、早い時期からたびた

びコミュニケートを実施しなさいと言っています。集会

には、特定のグループを除外しないことです。あの人た

ちは絶対反対と言うから呼ばないなどとすると、余計に

反対意見は強くなります。それから以下の点に留意すべ

きです。推測や希望的観測ではなく、常に事実に基づい

て行わなければいけない。意見の異なる色々な団体がお

互いの意見を聞けるようにしなければいけない。計画的

に実施しなければいけない。やりっ放しではなく、フォ

ローアップ、特に自分たちが出したメッセージの評価を

しなければならない。意志決定の過程を透明にしなけれ

ばならない。先ほども述べましたように透明性はすごく

大事なものです。さらに正直であることによって信頼を

保つ。論議を呼びそうな問題があればそのリストを作っ

て、一人ずつ割り当てる。一つの問題について何人か別

の人が違うことをマスコミや消費者に言ってしまった

ら、意見の不一致によって信頼を損ねることになります。

ですから対応する人は一人だけに決めておくべきです。

そして常に首尾一貫したメッセージをすることが必要で

す。
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今後の課題としては、生産者・産業界は一般大衆にい

かにわかりやすく説明するかということになります。そ

して実際に即して、責任はちゃんと認めなければなりま

せん。

13. まとめ

食品の安全性の確保のためには、製造規範や衛生規範

にしたがって安全な食品を生産・製造し、その安全を確

保できるような貯蔵・流通・販売をしなければなりませ

ん。購入された後も家庭で有害微生物が増殖する可能性

があるわけですから、家庭においても衛生的に取り扱っ

てもらうように情報を提供していく必要があるというこ

とです。

表示等適切な情報提供によって、消費者が知識を得た

上で商品を選択することができるようにし、その結果と

して生産者・製造者のインセンティブが高まります。食

品表示は本来、消費者のためであるという原点に戻らな

L、といけません。

食品の安全性に関する教育研究がもっと必要である

し、当然人材の育成も必須です。そして食品の安全性に

ついては、フードチェーンに関わる全て及び政府の責任

であって、消費者にも責任の一端があるということです。

何と言っても製造者の責任がものすごく大きいので企業

の品質保証担当者の苦労も多いと思いますが、社内の理

解や協力が必要で、あろうと思います。

＊本原稿は2004年5月19日に弘済会館で行われた第3回

ILSI Japan食品リスク研究講演会におけるこ’講演をま

とめたものです（明治乳業株式会社／ILSIJapan食品

リスク研究準備委員会委員長遠藤光春）。
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力ビと食品衛生を考える
ーマイコトキシンを産生しないカビの安全性一

東京家政大学

栄養学科

一戸正勝

Mould spoilage of processed foods sometimes occurs, usually as a result of post-processing contamination. The 

detection of visible moulds in processed foods may be unacceptable to出econsumer. However, intoxication, infection 

and respiratory problems as a result of hence moulds from the foods are rarely a problem. 

τ'he presence of potentially mycotoxigenic moulds in a processed food does not necessarily mean出atmycotoxins are 

present. Conversely, the absence of mycotoxin producer is not evidence that mycoto幻nsare not present in the food, 

since growth followed by death of mycotoxigenic moulds. Most of important mycotoxins are heat stable by usual 

cooking process. 

Spoilage of thermally processed fruit products and soft drinks by heat-resistant moulds is problem, because making 

the foods safe仕omthese fungi requires that they be absent from raw materials or destroyed by pasteurisation, and then 

excluded from白eprocessing and packing lines. 

Toxic fungal metabolites or mycotoxins that originate from starter moulds used to process fermented foods are 

unstable in the foods. A few metabolites have been detected in the foods themselves at low concentration, their 

presence in foods would appear to pose no hazard to出econsumer，江 necessary,by proper selection of a non-or low 

toxigenic strain. 

1. はじめに

今日ほど食品の安全性が問われている時代はないが、

細菌性、ウイルス性の食中毒のように、カビがヒトに直

接健康障害をもたらすとは現代の食生活においては考え

Safety and Significance of Moulds in Processed 

Foods 

られなL、！）。

かつて1940年代から 1950年代にかけて、北海道十勝

地方で小麦加工品のうどんやパンを原因食とする比較的

小規様な食中毒が発生し、 「赤かび食中毒jと呼ばれた

ことがある。

MASAKATSU ICHINOE, Ph.D. 

Professor of Department of Nutrition, 

Tokyo Kasei University 
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この食中毒は、植物病原性の赤かび病多発地域で、異

常気象の影響で小麦に赤かび病が大発生したこと、赤か

び被害を受けた、質の悪L叶、麦でも加工原料とせざるを

得なかった当時の貧困な食糧事情など、悪条件がいくつ

か重なった結果として発生したものである2）。

しかし、カピによる食中毒が無いとしても、一般の市

販食品に目に見える状態でカピが発生すれば、消費者は

漠然とした不安感をもつのは当然であり、食品関係者は

その不安感に対応しなければならない。

本稿が、衛生管理の上で食品に着生したカピの問題を

どのようにとらえ、苦情例などで、いかに消費者に科学

的な根拠をもって説明するかを考える一助になれば幸い

である。

2. 食品の商品価値を低下させるカビ

包装された市販の加工食品に肉眼的にカビ発生が認め

られれば、原因カビの生き死にや毒性（マイコトキシン

の生産性の有無）・病原性の有無にかかわらず、不快感

を与えることにより商品価値は失われ、時には保健所な

ど衛生当局や消費生活センターに届けられて「食品苦情」

の対象となる。例として、どのような食品がカビ苦情の

対象になりやすいか、 1987～1999年の聞に東京都立衛生

研究所のまとめた苦情食品調査の結果3）を表1に示す。

表1 東京都立衛生研究所で取り扱った真菌苦t｜胃の発生

食品と件数

食品群 検査件数 カピ確認件数

菓子類 233 168 

そう菜類 172 121 

清涼飲料 144 91 

乾燥食品 97 79 

ミネラ｝J.,ウォーター 180 54 

酒類 45 15 

ジャム 10 4 

その他 64 29 

諸角聖（2001)

カピ・酵母を含めた真菌類の発生を理由とした苦情例

についての事例報告は地方自治体の衛生部局の年報等に

記録されていることが多いので、参考にされることを薦

めたLミ4,5）。
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3. 異物（カビ）発生を主訴とする苦情食品

苦情を持ち込んだ消費者の不安感は、それがどんな種

類の菌で有害性があるかどうかという点に集中すること

になる。したがって原因菌を識別・同定できる技術を確

保するか、あるいは専門機関に同定依頼することが必要

になるであろう。

食品のカピ苦情原因菌を特定した報告4,6）がいくつか

あって、それらの報告の中でカビが発見された食品を摂

取したことによる何らかの健康障害を訴える事例を「有

症苦情例」として集計しているのは注目されるところで

あるが、分離菌と健康障害発生との因果関係については

判定が難しいとしている4）。実際のところ、同定された

菌類のほとんどが、健康障害を起因するとは考えられな

い環境由来菌あるいは空中浮遊菌であったことを想定す

ると、異物摂食による心因性の症状が多いのではなかろ

うか。

4.苦情食品とカビ毒

カビの有害性の指標の代表的なものはカビ毒（マイコ

トキシン類）であるが、苦情食品からの分離菌のカビ毒

生産性をチェックすることはあまり意味がない。なぜな

ら食品のカビ毒汚染の多くは、農作物の段階で、栽培地

あるいは収穫後の貯蔵の段階で発生するものであり、加

工中や市場に流通する食品に発生したカビとは直接関係

がないからである。

農作物にカピ毒汚染をもたらすためには多量のカビ毒

生産菌の存在が必須でLあり、これらの有害菌が増殖する

ような条件が満たされなければならない。

筆者らは、近年、アフラトキシンをはじめとするカビ

毒について、輸入農作物における汚染試料のカピ毒生産

菌の分布状況を、加工前の落花生やビスタチオ・ナッツ

で検討している。

その検討結果の一部を表2に示すが、我が国のアフラ

トキシン規制のガイドライン（AF-BllOppb）を大きく

超えたカビ毒汚染をもたらすためには、多量の汚染原因

菌の存在がなければならないことが理解されよう。因み

にC-1、C-2、C-3、D-1、D-2などは同一ロットのサブ・

サンプルの測定値で、種実類でのアフラトキシン汚染の

局在性を示している。
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表2 輸入ビスタチオ・ナッツのアフラトキシン汚染とトキシン生産菌 5. ヒトに対して病原性はない

のかという不安

試料 アフラトキシン~b) A. flavus アフラトキシン生産菌

B1 B2 (CFU/g) 陽性菌数／ 試験菌数 もう一つのカピの有害性に関する指

標はヒトに対する病原性であるが、医

真菌学の分野で話題となる菌類の多く

は「日和見感染菌jであって、健常人

にとっては問題とならない。

A ND ND 4.0×1D2 1 ／ 5 

B ND ND 2.0×1D2 2 ／ 3 

C-1 246.4 22.6 2.0×105 10 ／ 10 

C-2 2.9 1.2 1.6×104 10 ／ 10 

C-3 2.2 0.6 4.8×103 9 ／ 10 

D-1 ND ND 1.0×1D2 1 ／ 1 

D-2 155.0 14.9 9.8×104 9 ／ 10 

一戸・斉藤・岡野（2001）η

日和見感染菌は環境由来のカビが、

たまたま選ばれて、基礎疾患のある患

者さんや免疫不全の状態にある人達の

疾患原因となっているに過ぎなL、から

また、逆にカビ毒生産菌が存在しないからといってカ

ビ毒汚染がないという保証もない。最も話題となるアフ

ラトキシンをはじめとするカビ毒の多くは、普通のカピ

が死滅する加熱加工過程では完全に分解できなL)8）から

であり、カピ毒汚染は、目にみえない有害化学物質によ

る食品汚染として対処しなければならない。

結論的には、加工食品に発生した肉眼で検知できるカ

ビは、有毒性の有無よりも、昆虫の断片や毛髪などの塁

盤iiムと同様にとらえてもよいのではないか。

我が国の食品衛生法に基づく総合衛生管理製造過程で

は、異物はすべての承認対象となる食品群の品目で危害

原因物質として挙げられているが、アブラトキシンはと

もかくとして、列記されている食中毒原因細菌類と達っ

である。

表3の中には、食品中や環境中にごく普通に存在する

A.負imigatus,A.niger, A. flavus, A. terreus, Fusarium, 

Rhizopusなどが含まれるが、カビ発生苦情食品の原因菌

としてこれらの菌種が同定されたとしても、直ちに真菌

感染など健康障害につながるとはかぎらない。環境中に

広く分布するからこそ日和見感染のチャンスがあると考

えるのが常識的である。

ところで、空中浮遊菌として常在することの多い

PenicilliumやCladosporiumなどの菌類が日和見感染の原

因となることがまれな理由はよくわかっていない。

医学分野におけるバイオハザードの対象となっている

菌類については国立感染症研究所で定めた「病原体等安

全管理規定」に詳しいが、表3にあげたカビ類の一部。

印）は“レベル2”の扱いを受けている。バイオハザーてカビ類が危害要因に挙げられていないことも、ヒトへ

の直接危害をもたらすと考えられない
表3 力ビ・酵母によるヒ卜の日和見感染症とその原因菌類

根拠の一つである。

カピ発生苦情食品で担当者が最も対

応に苦慮するのは、カビ発生に気がつ

かずに喫食してしまったが大丈夫かと

いう問L功、けで、特に包装食品を開封

して飲食しているうちにカビ発生を発

見したという事例である。このような

場合、どの時点でカピが混入したかを

特定することが難しい。しばしば苦情

者と担当者の間で水掛け論になってし

まうが、原則的には、食品製造者は開

封後の管理にまで責任をとることは困

難である。

真菌感染症

表在性真菌症

深在性真菌症

アスペルギルス症

カンジダ症

クリプトコッカス症

スポロスリックス症

黒色真菌症

接合菌症

眼真菌症

耳真菌症

爪真菌症

代表的な原因菌の種類

Trichophyton rubrum, T. mentagrophytes 

Microsporum c組 is,M. gypseum 

Aspergillus fumigatus*, A. niger, A flavus 

Candida albicans安

Cryptococcus neoform組ダ

Sporothrix schenckii* 

Fonce伺 eapedrosoi*, Exophiala dermatitidiダ

Rhizopus arrh凶 s,Mucor spp.，踏1izomucorspp. 

Fusarium solani, Candida aJbi，回ns

Aspergillus te汀eus,Aniger 

Candida aJbi，伺 ns,Sc叩 ulariopsis
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ド分類基準における“レベル2”とは、個体に対する中

程度危険度、地域社会に対する軽微な危険度性とされ、

有効な治療法、予防法があり、伝播の可能性は低いもの、

と表現されている9）。

Aspergillus類のうちAfum佐'8tuSをレベル2の扱いとし

ているのは、日和見真菌感染症の原因菌の中では症例が

多く、また多彩な感染形態を示すことによる。症例が多

いのはこの菌種の好温性（至適発育温度35～40℃）、プ

ロテアーゼ活性が高いという性状によるとされている。

A fum忽a加sは培養温度を35°C以上に設定すると食品か

らもよく検出される菌であるが、直ちに危険な存在であ

ると考える必要はない。

また、感染症予防医療法1的（略称）における危険度に応

じた一類から四類までの感染症の分類でも、カピの仲間

では、我が国では極めて症例が稀なCoccidioidesimmitis 

による感染症のみが、近年食中毒原因微生物として患者

数では第1位となったウイルス性胃腸炎をもたらすノロ

ウイルス等と並んで、「四類感染症」とされている。

6.苦情の対象となったカビが耐熱性菌であ

った場合には要注意

清涼飲料水などのカビ苦情の事例では、時に通常の商

業的滅菌に抵抗するような種類のカピが原因菌として特

定されることがある。代表的な耐熱性カビとして、

Byssochlamys, Neosarto1ア'8,Talaromyces, Eupenicillium 

などが知られるが、これらの菌類の識別・同定はやや難

しいとされる 11,12）。一過性のカビ発見でなく、頻回に同

ーの耐熱性菌が検出された場合には、製造ラインの点検

を含めた何らかの対策が必要となるであろう。

7. 通常の加工食品は無菌状態で製造されて

いるとはかぎらない

外見上正常な加工食品でも、培養検査という手段を用

いればカピ陽性となることはごく普通のことであり、肉

眼的にカピが検知された事例とは区別されなければなら

ない。

先に示した消費者から寄せられた苦情例には、菓子類

が対象となった例が多かったが、近年では、脱酸素剤、

乾燥剤などの封入により、包装菓子類のカビ発生事故は

少なくなったという。言うまでもなく、ごの技術は気密

性のある包装材料との組み合わせではじめて有効とな

り、たとえ製造途中でカビ着生があっても目にみえる発

育が抑えられる。

8. 発酵食品のスターターとしてのカビは安

全か

洋の東西を問わず、人類は伝統的な食品加工技術とし

て有益な微生物を利用してきたが、発酵食品として種こ

うじを利用する酒類、昧噌、醤油や、カビ付け熟成して

独持の風味を付加する鰹節、サラミソーセージや、ブル

ーチーズ、白カビチーズなどのカピ付けナチュラルチー

ズでスターターとして利用されるカビ類の安全性はどう

か？という懸念があった。

醸造用の種こうじ菌のコウジ酸、サイクロピアゾン酸

のように製造途中の段階で分解される例13）や、筆者ら 1唱も

検討に加わった、青カビチーズや、白カビチーズのスタ

ーター菌のマイコフェノール酸、ロックフォルチンC、サ

イクロピアゾン酸のように、微量ながら最終製品からも

表4 発酵食品製造に利用される力ピ類とマイコトキシンと想定される代謝生産物質

発酵食品 スターター菌 カビ種名 カビ代謝産物

日本酒 麹菌＋酒酵母 Aspergillus oryzae コウジ酸、サイクロ

ピアゾン酸（CPA)

昧噌・醤油 麹菌＋耐塩酵母 A oryzae, Asojae コウジ酸、 CPA

泡盛 黒麹菌 A awamori, A niger オクラトキシン？

紅酒 紅麹菌 Monascus spp. シトリニン

青カビチーズ 青カビ＋乳酸菌 Penicillium roqueforti マイコフェノール酸

ロックフォ｝t,..チンC

白カビチーズ 白カビ＋乳酸菌 P. camenberti サイクロピアゾン酸
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検出される例がある（表4）。リスクアセスメントからみ

て、これらの物質がヒトへの健康障害を及ぼす可能性は

少ないとされているが、スターター菌として使用するか

らには有害物質の生産量が少ない菌株を選択すべきこと

は衛生管理上の配慮点であろう。

一方、消費者の合成着色料に対する不安感からか、い

わゆる天然着色料として加工食品に紅こうじ色素が多用

されているが、この色素を生産するMonascusの仲間の

菌は発酵過程でカピ毒のチトリニンを生産することが知

られる 15）。しかし色素としての食品への使用状況からみ

て、食品へのカビ毒の混入量は極めて微量であると考え

られる。それでも紅こうじ色素の生産にはチトリニンの

生産が少ない条件を選ぶべきことが指摘されている16)0 

9. まとめ

－市販の加工食品に、肉眼的に検知できるカピ発生が認

められたら商品価値を失う。

－実際には食品に生えたカビによる健康障害は考えられ

ないが、不快感は免れない0

・未開封の清涼飲料のカビ苦情には要注意。耐熱性カピ

の可能性がある。

・カビ付け発酵食品に利用するスターター菌の有害物質

生産性は低いことが望ましい。

・カビが生産する有害代謝産物（マイコトキシン類）に

限らず、有害化学物質の安全性は、常に量的な評価で

考えるべきであって、存在の有無だけで懸念すること

は避けたい。
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1 .生活習慣病予防を目的とした職域保健支
援プログラムの開発
一介入終了 1年後における介入効果の持続性一

財団法人明治安田厚生事業団

体力医学研究所

荒 尾 孝

食生活と運動の生活習慣改善を目的とした職域保健支援プログラムを用いた6ヵ月間の介入を行い、その後を対

象者による自己管理期間とし、 1年後にプログラムの実施継続状態と身体レベルでの効果の持続性を検討した。その

結果、介入後1年間継続して健康づくりを実施した者は、運動については介入群では41.4%、比較群では13.3%、食

生活についてはそれぞれ45.7%、20.0%であった。食生活および運動の行動ステージは、介入群では観察終了時に

おいても介入終了時と同様に有意に高い水準が維持されていたが、比較群では全期間を通じて有意な変化が認めら

れなかった。しかし、介入群の運動による消費エネルギー量は観察期に減少傾向がみられた。生活習慣病のリスク

ファクタ ーについては、体重の変化に交互作用が認められ、介入群では観察期においても介入終了時の水準が維持

されたのに対し、比較群では介入前と有意差が認められなかった。血糖値は有意な交互作用は認められなかったが、

介入群では全期聞を通じて低下傾向にあるのに対して、比較群では観察期に増加傾向を示し、 1年後には介入前とほ

ぼ同水準であった。血圧は交互作用は認められなかったが、介入群では観察期に介入終了時の水準が維持されたの

に対して、 比較群では全期聞を通じて低下傾向にあった。LDLコレステロールは介入群では観察期間中増加傾向に

あるものの、介入前よりも低い水準に維持されていた。一方、比較群では全期間を通じて増加傾向にあった。総コ

レステロールと中性脂肪は両群共に観察期間中に増加傾向を示した。

以上の結果より、本研究で開発したプログラムは、従来のプログラムに比べて食生活と運動の習慣改善とその後

の維持が良好で、あり、生活習慣病の危険因子の改善とその維持においてもより大きな効果を有すると思われる。し

かしながら、運動による消費エネルギー量が観察期に減少し、総コレステロールや中性脂肪が増加していることか

ら、介入終了後における継続的なフォローアップ・プログラムが必要と思われる。

＊＊合＊＊＊＊大＊女＊ ＊安安＊＊安安女大

< ILSI PAN Project> 
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<Summary> 

To examine the durability of the effectiveness of the intervention program during the self control period, a follow up 

study was conducted at one year after the end of the intervention. The pattern of the changes in physical activity and 

nutrition behavior and risk factors of major chronic diseases during the follow up period was compared between the two 

intervention groups; LISM group receiving the lifestyle modification program developed in this study, Convention group 

receiving a conventional health care program at workplace. 

A significant larger proportion of the subjects in LISM group reported maintaining the changes in l江estylesof 

physical activity and nutrition than Convention group (41.4% vs 13.3% in physical activity, 45.7% vs 20.0% in nutrition, 

P<.001). Positive changes in stages of changes for exercise and nutrition in LISM group were maintained at one year 

after the end of the intervention and a significant interaction between group and time was observed in nutrition. 

However, a significant decrease in energy expenditure with regular exercise was observed in LISM group and a 

significant interaction was shown. With respect to risk factors, a significantly decreased body weight at the end of出e

intervention was maintained in LISM group and a significant interaction was observed. Although there was no 

significant interaction in blood glucose, LISM group showed a trend to decrease throughout the study period for 18 

months and a trend to increase during the follow up period in Convention group. Both diastolic and systolic blood 

pressures during the follow up period were maintained to the same level as the end of the intervention in LISM group, 

but no significant interaction was observed. Although total cholesterol and LDL-cholesterol showed significant di百erent

changes between groups at the end of the intervention, the same changes to increase in both measurements were 

observed between the groups during the follow up period. Triglycerides showed the almost identical change between 

the groups throughout the study period. 

1. 研究の目的

わが国の保健政策においては、中高年齢者に対する健

康診断の推進と健診結果に基づく「望ましい生活習慣の

実践」のための保健支援が重要な課題である。そこで、

本研究では健康診断の結果、事後支援が必要とされる中

高年労働者に対して、運動と食生活に関する生活習慣改

善による生活習慣病の予防・改善のための職域保健支援

の方法を開発することを目的とする。なお、本年度（15

年度）は6ヵ月間の介入終了時より 1年間の観察期を経

た時点での保健行動レベルおよび身体レベルでの介入効

果の持続性について検討することを目的とした。

2. 研究方法

研究対象者、対象者の割付け、保健支援（介入）プロ

グラムおよび評価項目については前報にて報告した通り

である。

研究スケジュールは、介入群および比較群ともに、 6

ヵ月間の介入終了時より 1年間は経過観察期間とし、そ

の聞は各対象者による自己管理にて介入時のプログラム

内容を継続して実施することとした。 1年後にプログラ

ムの実施継続状態と身体レベルでの効果の持続性を検討

するために、介入終了時と同様な測定調査を実施した。

解析の方法としては、介入前、介入終了時、介入終了

1年後の3時点でのデータを用いて、対象者の群と測定時

点を要因とし、年齢と各変数の介入前の値を共変量とし

た二元配置の共分散分析を実施した。なお、解析対象者

は、 3時点のすべてのデータを有する者とした。

3. 研究の結果と考察

( 1）測定調査への参加状況

6ヵ月間の介入終了時点での測定調査への参加者（率）

は、介入群では77名（92.8%）、比較群では67名

(94.4%）であった。その後の1年間の観察期を経て、最

終的な測定調査に参加した者は介入群では 70名

(84.3%）、比較群では60名（84.5%）であった。
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(2）プログラムの実施継続状況

観察期間終了時において、 1年間のプログラムの実施

状況などについて質問紙による調査を実施した。その結

果、「1年前のあなたの健康づくりのためのコメントの内

容を憶えていますかjの問いに対して、「覚えているjと

する者は運動については介入群では78.6%、比較群では

16.6%であり、食生活についてはそれぞれ71.4%、

16.7%であった。次に、「1年前のあなたの健康づくりの

ためのコメントを継続実施していますか」の問いに対し

て、運動については「現在も継続実施しているJとする者

は介入群では41.4%、比較群では13.3%であった。食生

活についてはそれぞれ45.7%、20.0%であった。なお、

「時々実施している（やめてはいなP）」とする者を合わ

せると、運動および食生活ともに介入群が81.4%、比較

群が45.0%であった。「今後、あなた自身で生活習慣病

予防のための健康づくりを継続していけますかjの問い

に対して「大いに継続できる」とする者は、介入群では

11.4%、比較群では8.3%であり、「大体継続できる」とす

る者はそれぞれ58.6%、25.0%であった。

したがって、介入群では介入終了1年後においてもプ

ログラムの内容をよく覚えており、実際に実施継続し、

今後も継続する自信がある者が比較群に比べて多いこと

が窺える。

(3）食生活および運動行動への効果とその持続性

食生活および運動に関する自己効力感（行動を実践す

5.0＇・

食生活

｜交互作用あり｜

日

日

制

白

羽

行
動
ス
テ
ー
ジ
得
点

． 
::47) 

2.5＇・

る上での自信度）は、介入群と比較群のいずれも介入期

および観察期を通じて有意な変化が認められなかった。

食生活および運動の行動ステージ（無関心期、関心期、

準備期、実行期、継続期）は、介入群では介入終了時に

おいて有意な向上が認められ、その後の観察終了時にお

いてもなお有意に高い水準が維持されていた。一方、比

較群では全期聞を通じて両行動ステージには有意な変化

が認められなかった。その結果、食生活の行動ステージ

においては群と時点の交互作用が認められ、両群聞にお

いては介入終了時と観察終了時においてそれぞれ有意な

差が認められた（図1）。運動消費エネルギー量は介入終

了直後において介入群で有意に増加し、対照群との聞に

有意差が認められた。しかしながら、介入群の運動消費

エネルギー量は介入終了1年後には介入前と同程度の水

準にまで戻り、比較群との聞に有意な交互作用が認めら

れた。

したがって、本研究で考案したプログラムを用いた介

入によって、食生活および運動に関する行動ステージが

改善され、その後も高い行動ステージが維持される。し

かしながら、積極的な運動の実践は介入終了後の観察期

に減少しており、これらの運動行動は他の運動や身体活

動に比べると継続が困難であることが示された。このこ

とは自己効力感に有意な変化が生じなかったこととも関

係している可能性が考えられる。したがって、今後は一

旦改善されたこれらの行動をさらに長期間維持させるた

めのフォロー・プログラムの開発が必要と考えられる。

運動

4D 

語3.5

ス
ヲー

I. 3D 
〉〆

得

点 2.5

比較群（n
::47) 

却 . 2D 
介入前介入車後 介入襲了 介入前介入直後 介入籍了

百年佐 官年後

図1 告群における食生活および運動に関する行動ステージの変化

between Convention and LISM groups. 

Figure l Comparison of stages of change movement for exercise(A) and healthy eating (8) 
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図2 体重に対する介入効果の群間比較

Figure 2 Comparison of effect of inteNention on body weight between Convention and LISM groups. 

介入終了直後ペースライン

ターに対してより大きな改善をもたらし、その後の1年

間の観察期においても比較的多くの項目（体重、収縮期

血圧、拡張期血圧、血糖、 LDL－コレステロール）で、そ

の水準が維持される効果をもたらしたものと思われる。

このことは、介入期に獲得された栄養と運動による自己

健康管理技術が有効で、あり、そのことにより保健行動の

定着が図られていることを示すものと思われる。しかし

ながら、積極的な運動による消費エネルギー量が観察期

に減少し、総コレステロールや中性脂肪が増加している

ことから、介入終了後におけるこのような積極的な運動

を維持するための何らかの継続的なフォローアップ・プ

体力（財・明治安田厚生事業団

医学研究所）

医療班：武藤孝司（濁協医科大学公衆衛生学講座）
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事務局：守安愛、高梨久美子（HSICHP Japan) 

ログラムが必要と思われる。

HSI CHP Japanプロジェクト研究班

総括責任者：荒尾孝

(4）生活習慣病リスクファクターへの効果とその持続性

全解析対象者について、全研究期間における各群の体

重変動を図2に示した。体重は両群聞に有意な交互作用

が認められ、介入群では介入終了1年後においても、有

意な低下を示した介入終了時とほぼ同様な水準が維持さ

れた。血圧は収縮期血圧と拡張期血圧ともに両群聞に有

意な交互作用は認められなかったが、介入群では両指標

とも介入終了1年後においても介入終了時とほぼ同様な

水準が維持された。一方、比較群では1年間の観察期に

おいても両指標とも低下傾向を示し、観察終了時には介

入群とほぼ同程度の水準であった。血糖値の変化につい

ては、有意な交互作用は認められなかったが、介入群で

は全期聞を通じて低下傾向にあるのに対して、比較群で

は介入終了時では有意な低下を示すものの、その後の観

察期には増加傾向にあり、 1年後には介入前とほぼ同水

準であった。中性脂肪は両群とも介入終了時には有意な

変化がなく、その後の観察期にはむしろ増加傾向を示し

た。総コレステロールとLDLコレステロールは介入群で

は介入終了時に有意な低下を認めるものの、その後の観

察期に増加傾向を示し、 1年後には介入前とほぼ同水準

にまで増加した。一方、比較群では両指標とも介入終了

時には有意な変化はなく、その後は介入群とほぼ同様な

増加傾向を示した。

以上のことから、本研究班で開発した職域介入（運

動・栄養）プログラムを用いた 6ヵ月間の保健支援は、

従来の保健指導法に比べて、生活習慣病のリスクファク
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省保健医療局地域保健・健康増進

栄養謀、平成11-12年）

日本人の生活体力に関する調査研究企画運営委員会委員（文部科

学省スポーツ青少年局、平成13年）

厚生科学研究健康科学総合研究事業事前評価委員（厚生労働省健

康局総務課、平成14-15年）



<ILSI PANプロジェク卜＞2.目立高齢者の介護予防をめざして一高齢者の選此食生活に関する複合プログラムTakelO!Rを用いた地既介入の効果の評佐

くILSIPANブロジ、工クト〉

2.自立高齢者の介護予防をめざして
一高齢者の運動と食生活に関する複合プログラム

Take l 0！Rを用いた地域介入の効果の評価一

東京都老人総合研究所

熊谷修

東京都老人総合研究所と国際生命科学協会健康推進協力センタ ーは、地域高齢者の大半を占める自立高齢者の運

動習慣と食品摂取習慣を改善し、老化を先送りする ことにより 、要介護状態を予防する抱合介入プログラムTAKE

10！Rを試案として発表した。ここに紹介する研究の目的は、地域在宅高齢者の大規筏集団に対するTAKE 10！Rプ

ログラムを用いた介入の効果を評価することにある。

介入地域は秋田県南外村である。南外村は秋田県中南部に位置し、人口5,000人規模の農村地域である。介入対象

は、 65歳以上の地域在宅高齢者、男性589名，女性829名，計1418名、介入期間は2002年7円から2003年6月の1年

間である。

介入効果を評価するため、医学調査と留め置き面接聞き取りアンケート調査で構成した総合健康調査を介入前後

に同様の手続きで行った。さらにライフスタイル変数として、運動・ スポーツ習慣の実施頻度、主要な動物性タン

パク質4食品群の食品摂取頻度（肉類 魚介類．牛乳卵類）を調査した。ライフ・スタイルが反映される身体栄養

指標として、血清アルブミン、ヘモグロビン、血清総コレステロ ール （TC）、 HDLコレステロール（HDL)、

TC/HDL比、および体力変数として最大歩行速度を採用し、測定した。

介入効果の評価は、指標変数の介入前1年間（2001-2002年）と介入後1年間の変化の比較によった。

TAI包 10！Rプログラム情報は自治体が行う高齢者健康学習事業をはじめとする住民サービス事業に外挿し、展開

した。

得られた結果は以下の通りである。

1）運動 ・スポーツの実施頻度は介入前1年間は有意に割合が低下したのに対し、介入1年聞は有意に増加した。

2）介入後1年間は最大歩行速度加齢に伴う有意な低下が認められなかった。

3）肉類、魚介類、牛乳を2日に1回以上食べると回答した者の割合の変化において、介入前1年間は有意に減少し

たの対し、介入後1年間は不変で、あった。

< ILSI PAN Project> 
Community-directed Intervention Trial to Prevent 
Disabilities with Advancing Aging for the Functionally 
Competent Community-living Senior Citizens. 
Effects of TAKE 10!R Program Comprised Exercise and 
Nutrition on the Muscle Strength and Nutritional Status. 

SHU KUMAGAI 

Department of Community Health 

Tokyo Metropolitan Institute of Gerontology 

ILSI No.81 - 55 
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4）ヘモグロビンと血清総コレステロールの変化において、介入前1年間は有意に減少したのに対し、介入後 1年

間は有意に増加した。

5) HDLコレステロールの変化において、介入前1年間は有意な変化は認められなかったのに対し、介入後1年間

は有意に増加した。

本介入研究により、「高齢期における介護予防のため運動・栄養プログラムTAKE10！R」を活用し、介入すること

が、地域大規模高齢者集団の運動習慣と食品摂取習慣を改善し、老化に伴う身体筋力と栄養状態の低下予防に有効

なことが実証できた。

づk安＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊安

<Summary> 

Background and purpose 

Previous studies demonstrated that the aging process is accelerated by poor nutrition and physical inactivity, and白紙

the introduction of measures both to ensure adequate nutrition and to promote muscle s仕engthshould help to maintain 

加ictionalcapacity. 

Most community-dwelling seniors remain functionally independent and without evidence of clinical malnutrition and 

disability. Therefore, it is important to evaluate how far a lifestyle intervention could enhance both nutritional status and 

muscle strength of such individuals. 

The purpose of the present study was to evaluate the feasibility and effectiveness of a heal出 promotionprogram 

TAKE 10!R (produ田 dby ILSI Japan CHP) comprised bo白 exerciseand nutrition to prevent disability in functionally 

competent community-living senior citizens. 

Subjects 

百iesubjects were elderly residents of Nangai village (Akita Prefecture, in northeastern Japan）.百ieintervention 

sample comprised all residents aged 孟65years as determined from municipal resident registration records for 2002 

(intervention population: men 589, women 829, total 1418; subjects available for analysis are 1,055 in total). The 

intervention covered one-year period from June 2002 to June 2003. Immediately before and following the intervention 

subjects completed a medical examination and an interview that assessed exercise and dietary habits, maximum 

walking speed, nutritional status, and other l江estylevariables. 

Assessment of intervention effects 

The effects of the intervention were assessed by contrasting 2002-2003 data with changes seen in people of出esame 

age group and s叙necommunity between 2001 and 2002 (observational population: subjects available for analysis are 

993 in total). Because our purpose was to examine responses in functionally competent elders, those with functional 

limitations were excluded企omour analyses. 

Intervention 

The intervention was provided as a formal service in Nangai village. Those involved included paramedical and 

medical professionals (nutritionists, public health nurses, physical therapist physici組 s).

The programs comprised both exercise and nutrition practice sessions, focusing mainly on the improvement of 

lぜestylevariables. The periodic interventions were made through seniors' clubs, volunteer activities to enhance heal出

status, and health consultations provided to individual local communities. 

Results 

Frequency of exercise decreased significantly in the observational population over the period 2001-2002. While 

significant increase of frequency of exercise was observed over the intervention period (2002-2003). No significant 

56一一ILSINo.81 
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decline of maximum waking speed with advancing aging was consequently observed in intervention population. 

Reported food frequencies for meat, fish and shellfish, eggs, and milk unchanged in the intervention population over 

the intervention period. In contrast, food仕equenciesfor meat, fish and shellfish, and milk decreased significantly in 

the observational population. 

Serum albumin, hemoglobin, total cholesterol, and HDL cholesterol concen仕ationsincreased significantly over the 

intervention period. In contrast, the observational population showed a significant decline in total cholesterol and 

hemoglobin concentrations. 

Conclusions 

We concluded白atthe pattern of formal intervention based on TAKE 10 !program comprised both exercise and 

nutrition adopted here is feasible and effective in enhancing both the muscle strength and the nutritional status of 

functionally competent community-living senior citizens. In仕ie釦ture,effects of仕ieintervention on active life and life 

expectancies should be observed in血eintervention population. 

1. はじめに

社会の高齢化に伴い、要介護高齢者の実数の増加が社

会問題化し、介護保険財政の悪化に拍車がかけられてい

る。

介護高齢者の発生の主な原因は、疾病とは本質的に異

なる身体の老化である。すなわち、高齢期の健康問題は

老化を基盤とした身体機能の低下と深くかかわってい

る。高齢者の身体の老化そのものを先送りするための手

段の開発を急がなければならない。

縦断研究により、身体筋力と栄養状態が老化の進行速

度の制御要因であることが明らかにされ、高齢者の老化

を遅延させる取り組みが広がり始めている。老化により

軽度に障害をもっ要支援・介護の高齢者に対する機器を

用いた物理的負荷による筋肉トレーニングがその好例で

ある。短期間で効果が期待でき、その成果も蓄積され始

めている。しかし、この取り組みの発想は、医療機関に

おけるリハビリテーション施設の訓練にある。老化は確

実に進むため、筋肉トレーニングを中止すれば効果は速

やかに消失する。ライフ・スタイルに踏み込んだ介入手

法を備えていない点に大きな問題がある。予防の視点、を

加味し、再考しなければならない時期にきている。

一方、高齢者の栄養状態改善の取り組みの方向性にも

誤りがある。臨床や介護現場の、栄養状態が低下した低

栄養高齢者の改善法（筆者は治療法に近いと考えている）

の開発に偏り、低栄養を予防するという視点が欠落して

いる。

いずれの取り組みも、老化が加速された高齢者を主な

対象としており、表出した障害、すなわち「老化の結果」

に対応しようとしている。この考えは、老化による障害

を疾病の発症のように捉えており、一義的な考えではな

い。そもそも、老化は疾病の治癒を目的とした医療技術

などでは対応できない。対応できたとしても、障害の緩

和に留まる。老化を止める薬剤などもない。老化が健康

問題となる高齢期は、疾病対応の医学の発想から離脱し

なければならない。疾病の自然史に対応した予防概念よ

り、さらに強固な予防的施策を前面に押し出し、老化に

対峠する必要があると考えられる。つまり、老化が加速

される前にライフ・スタイル全般を見直し、有効かつ実

行可能性を高めた手段の開発に主眼を置かなければなら

ない。高齢人口の80%余りの自立高齢者の自立性を促し、

生産的能力を維持することを内包する考えである。

いまひとつ大きな問題がある。先行の介入研究で有効

性が実証された、自立高齢者の低栄養予防のための食生

活指針や筋力トレーニング法がある。しかし、これらの

手段は区別分断されて介入対象に提供されている。筆者

らは、地域高齢者の大規模介入研究により、身体栄養状

態改善が運動習慣により促進されることを示している。

加えて、加齢に伴う筋力の低下が身体栄養状態によって

規定されていることも明らかにしている。老化の規定要

因は、相互に連関していることを忘れてはならない。

東京都老人総合研究所と国際生命科学協会健康推進協

力センターは、これらの背景に基づき運動習慣と食品摂

取習慣を改善し、地域高齢者の大半を占める自立高齢者

の老化を先送りし、要介護状態を予防することをめざし

た複合介入プログラムTAKE10！Rを試案として発表し

ILSI No.81 - 57 
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た。ここに紹介する研究の目的は、地域在宅高齢者の大

規模集団に対するTAKE10！Rプログラムを用いた介入の

効果を評価することにある。

自立高齢者の健康を維持増進するための、科学的評価

を経た運動と栄養に関する複合介入プログラムは、これ

まで我が国にはなく、本研究が先行となる。

2.対象と方法

介入地域は秋田県南外村である。南外村は秋田県中南

部に位置し、人口5,000人規模の農村地域である。介入

対象は、 65歳以上の地域在宅高齢者、男性589名，女性

829名，計1,418名である。介入期間は2002年7月から

2003年6月の1年間である。介入効果を評価するため、

医学調査と留め置き面接聞き取りアンケート調査で構成

した総合健康調査を、介入前後に同様の手続きで、行った。

なお、本研究は東京都老人総合研究所の研究倫理規定に

沿って審査され承認されており、介入対象には本研究主

旨について充分に説明し、同意を得て行われた。介入前

調査の医学調査とアンケート調査各々の参加率は

75.3 % ' 93.6 %であった。介入後調査には、介入前のい

ずれかの調査に参加した1,327名の95.0%にあたる 1,261

名が参加した（表 1）。介入効果を評価するため、ライ

フ・スタイル変数として、運動・スポーツ習慣の実施頻

度、主要な動物性タンパク質4食品群の食品摂取頻度

（肉類，魚介類，牛乳，卵類）を調査した。ライフ・ス

タイルが反映される身体栄養指標として、血清アルブミ

ン、ヘモグロビン、血清総コレステロール（TC）、 HDL

コレステロール（HDL）、 TC/HDL比、および体力変数

表l 介入対象の調査参加状況（2002-2003)

として最大歩行速度を採用し、測定した。

介入効果の評価は、指標変数の介入前 1年間（2001～

2002年）と介入後1年間の変化の比較によった。

指標変数の変化の有意性の検定は、医学指標などのパ

ラメトリック変数はp討redιtest、食品摂取頻度などのノ

ンパラメトリック変数はWilcoxonrank sum testによっ

た。

3.介入プロセス

TAI包 10！Rプログラム情報の効率的な提供法を企画立

案するために、行政の関連部局で構成する介入プログラ

ム調整会議（図1）を設置し議論した後、以下のような

情報提供方法を選んだ。

1）介入前調査参加者1,327名全員にTAKE10！Rプログラ

ム冊子を配布する。

2）村内10ヵ所で行われる総合健康調査結果報告会にお

いて、 TAKE10！Rプログラム冊子のオリエンテーシ

ョンを行い、活用法と実技の指導を行う。

3) TAKE 10！Rプログラムプロモーションビデオを作成

し、希望者に配布する。

4）南外村広報誌「なんがいjに特設ページを設け、

TAKE 10！Rプログラム冊子情報を10回にわたって連

載する。

5）老人クラブ学習会＊の参加者に対して、半年間に12

回のTAKE10！Rプログラムの実践活動を集中的に行

う（活動例）。（＊老人クラブ学習会とは、複数箇所

の地域老人クラブが合同で学習する場であり、行政

が運営活動を支援している）。

6）各地域老人クラブに働きかけ、

Tabe l The number of subjects recruited for the intervention (2001-2002). 

and the number of pa代icipantsin the intervention health examination. 

TAKE 10！Rプログラム自主学習グ

ループをつくり、活動拠点を設け

支援する。
語査

対象

2002年

介入前調査 医学調査

面接調査

2003年

介入後調査 医学調査

面接調査

58-ILSI No.81 

男性

589 

446 

549 

408 

516 

女性

829 

622 

778 

570 

745 

全体 参加率

1418 

1068 75.3 

1327 93.6 

978 74.4 

1261 95.0 

以上の介入活動を併走させ、プログ

ラムを展開した。特に5) , 6）の取り

組みは相互に連携しており、老人クラ

ブ学習会で体得したTAKE10！Rプログ

ラムが各地域老人クラブの自主学習グ

ループで実践されるという好循環が生

まれた。（活動実績表）（図2)
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’地域全体への介入

一運営体制一

住民諜 保健福祉課 企画調整課 公民館

介入プログラム調整会議

／ペアナ十てく＼
役場職員学習会 ／ ／ ＼ ＼ 生涯学習事業

老人クラブ活動 〆 ↓ ＼ ‘広報活動

基本健康審査 栄養改善事業 婦人会活動

（巡回型結果説明会）

図1 南外村における老化遅延をめざした介入プログラム（1996年～）
Figure l Working system of the inteNention program. 

南外村TakelC〕I＠活動実績表
TAKE 10！R全む歳以上海量章者E布

地緩巡医健康学習会 つ
The number of events and participants in TAKE l QIR 

program in the Nangai village during the pe「iod

老人クラブ学習会

集中介入

~ 

図2 Take 10！R介入デザインのイメージ

’》
自主学習会が

Figure 2 Action schemes of TAKE l QIR program in 

the Nangai village. 

活動例

Activities of TAKE l 0!R program in senio「S’clubs

(2002・2003)

TAKE IO！R推進事業

老人クラブ学習会

食生活改善講習会

地域巡回健康学習会

TAKE 10 ！R自主学習会

計

実施回数 参加人数

9 452 

3 278 

10 516 

12 177 

34 1423 
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4. 結果

( 1）ライフ・スタイル変数

1）運動・スポーツ習慣

図3に65歳以上地域高齢者全体の介入開始前1年間と

開始後1年間の運動・スポーツ習慣のある者の割合の変

化を示した。図下に示したとおり、両解析集団聞におい

て、平均年齢、ならびに老研式活動能力指標＊総合点平

均に水準差は認められない。介入前1年間は有意に割合

が低下したのに対し、介入後1年間は、有意に増加した。

（＊老研式活動能力指標とは、我が国唯一の高齢者の

健康指標である高次生活機能（地域で独立した生活を営

むために求められる能力）を測定するための尺度であ

る。）

2）食品摂取習慣

図4,5, 6に、介入地域における65議以上の高齢者全体

のうち、肉類，魚介類，牛乳を2日に1回以上食べると

回答した者の割合の変化を、介入開始前1年間と開始後1

年間について示した。介入前1年間は有意に減少したの

対し、介入後1年間は不変であった。

同様に図7に卵類の変化を示した。介入前1年間は減

少したの対し、介入後1年間は増加傾向を示したが、両

号b

30 

19.8 20 
pく0,01

10 一一一一一」ー

2001 2002 

変化ともに有意ではなかった。

(2）体力ならびに栄養指標

図8に2002年から2003年の最大歩行速度の変化を示し

た。最大歩行速度の有意な変化は認められなかった。な

お、介入開始前1年間（2001～2002年）の変化は、 2001

年調査では同変数は調査されなかったため、比較不能で、

あった。

図9に介入地域における65歳以上の高齢者全体につい

て、介入開始前1年間と開始後1年間の血清アルブミン

量の変化を示した。介入前 1年問、介入後1年間ともに

有意に増加した。

図10,11にヘモグロビンと血清総コレステロールの変

化を示した。介入前1年間は有意に減少したのに対し、

介入後1年間は有意に増加した。

図12にHDLコレステロールの変化を示した。介入前1

年聞は有意な変化は認められなかったのに対し、介入後

1年間は有意に増加した。

図13にTC/HDLの変化を示した。介入前1年間、介入

後1年間ともに有意に減少した。介入前1年間の低下量

は0.06であったのに対し、介入後1年間は0.12であり、

介入後の低下量平均は介入前の低下の2倍値であった。
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図3 介入前後おのおの1年間の運動スポーツ習慣のある者の変化

Figure 3 Changes in percentage of exercise habit beginning and end of intervention or observational period. 
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図4 肉類を2日に1回以上食べると回答した者の割合変化

Figure 4 Change in percentage of meat at least once every two day at beginning and end of intervention O「

observational period. 
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図5 魚介類を2日に1回以上食べると回答した者の割合変化

Figure 5 Change in percentage of fish and shellfish at least once every two day at beginning and end of 

intervention or observational period. 
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図6 牛乳を2日に1回以上食べると回答した者の割合変化

Figure 6 Change in percentage of milk at least once every two day at beginning and end of interventio「10「

observational period. 
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Figure 7 Change in percentage of eggs at least once every two day at beginning and end of intervention or 

observational period. 
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Figure 8 Change in maximum walking speed at beginning and end of intervention period. 

g/dl 

4.4 

4.3 

4.2 

／ぐ。；3

4.26 

2001 2002 

- 4.32 

4.31 
pく0.01

Paired t-test 

2002 2003 

基本属性 ｜介入前（2001年時）集団（993) ｜介入（2002年時）集団（10明

年齢（歳） I n.3 I 12.6 

老研式活動能力指標（総合点） I ru I 11.1 

図9 介入前後おのおの1年間の血清アルブミンの変化

年

年

Figure 9 Change in serum albumin concentration at beginning and end of intervention or observational period. 
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図10 介入前後おのおの1年間のヘモグロビンの変化
Figure 1 0 Change in hemoglobin level at beginning and end of intervention or obse「vationalperiod. 
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図ll 介入前後おのおの1年間の血清コレステロールの変化
Figure 1 1 Change in serum total cholesterol level at beginning and end of intervention or observational period. 
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Figure 1 2 Change in HDL cholesterol level at beginning and end of intervention O「observationalperiod. 
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Figure 1 3 Change in total cholesterol ／卜1DLcholesterol at beginning and end of intervention or observational period. 
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5.考察

( 1）運動・スポーツ習慣への介入効果

介入開始前1年間（2001～2002年）は、運動スポーツ

習慣のある者が有意に減少した。これに対し、介入後1

年間（2002～ 2003年）は有意に増加した。国民栄養調査

成績によれば、 2001年と2002年の運動習慣を有する70

歳以上の者の割合は、各々33.3% ' 35.4 %であり漸増し

ていた。したがって、介入前1年間の運動・スポーツ習

慣のある者の割合の減少は、時代効果を凌駕する老化に

よるものと考えられる。本来、運動・スポーツ習慣は加

齢に伴い消失してゆく生活習慣である。したがって、介

入期間の運動・スポーツ習慣のある者の割合の増加は介

入効果によるものと考えられる。

(2）食品摂取習慣への介入効果

介入開始前後1年間の肉類，魚介類，卵類および牛乳

各々について2日に1回以上食べると回答した者の割合

の変化を比較すると、介入前1年間は卵類を除き有意に

減少したのに対し、介入後は不変であった。国民栄養調

査成績によれば、 2001年から2002年にかけての70歳以

上の肉類，魚介類，卵類および牛乳の摂取量の変化は、

増加あるいは不変である。したがって、介入前 1年間の

肉類，魚介類，卵類，牛乳の摂取頻度の減少は、老化に

よると考えられる。一方、介入後1年間の肉類，魚介類，

卵類および牛乳の摂取頻度の不変は介入効果によると考

える。

(3）身体筋力総合指標への介入効果

本研究では、身体筋力総合指標として最大歩行速度を

取り上げた。介入後 1年間の最大歩行速度の変化を分析

したところ有意な変化は認められず、平均値はl.88m/

秒と同値であった。最大歩行速度は加齢に伴い低下する

ことが先行研究により示されている I)。地域高齢者全体

の最大歩行速度の維持は、 TAKE10！Rプログラムによる

運動習慣の増加による介入効果と考えられる。

(4）身体指標への介入効果

1）血清コレステロール

血清総コレステロールは高齢期の栄養指標の1つであ

り、加齢に｛半LE低下する。加えて、 75歳以上女性では値

の低い者ほど生命予後が悪p2l。男性高齢者では、値の
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低い者ほど抑うつ傾向に移行する危険度が高L)3）。加齢

に伴う血清コレステロールの低下を予防する子段の開発

は重要な課題である。血清総コレステロールは、介入前

1年間は有意に減少したのに対し、介入後は有意に増加

した。国民栄養調査成績によると2001年から2002年の

70歳以上の総コレステロール平均値はやや増加してい

る。したがって、介入前の血清総コレステロールの有意

な減少は、老化による低下と考える。一方、介入後の変

化は、介入による食品摂取習慣の改善の結果と考えられ

る。

HDLコレステロールは、介入前1年間は有意な変化は

認められなかったが、介入後は有意に増加した。国民栄

養調査成績によると介入前1年聞はやや増加である。

HDLコレステロールは加齢により低下することが先行研

究で示されている 4）。したがって、介入前の 1年間の不

変は、時代効果により加齢低下が抑制されたと考えられ

る。 HDLコレステロールは、運動頻度を増やすことによ

り増加することが介入研究により示されている5）。介入

後の1年間の増加は、運動・スポーツ習慣の増加に伴う

結果であり、介入効果と考えられる。

これらの一連の変化に伴い、 TC/HDL比は介入前1年

間、介入後1年間ともに有意に減少し、介入後1年間減

少量の平均は介入前1年間の低下の2倍となり、介入後

は著しい血清コレステロール構成の改善が認められた。

2）血清アルブミン

血清アルブミンは、身体栄養指標であると同時に老化

指標である。加齢に伴p低下し、値の低い者ほど生命予

後は悪く、生活機能障害のリスクが高Lポ，7）。本研究にお

いて、血清アルブミンは介入前1年間、介入後1年間と

もに有意に増加した。同地域では、 1996年より2000年ま

で地域高齢者の低栄養予防のための大規模介入研究ゆが

行われ、地域在宅高齢者の栄養状態が大きく改善した。

介入開始前（2001-2002年）の増加は、加齢による主要

食品の摂取頻度の減少が認められるものの、先行した介

入研究の効果の持続によると考えられる。

筆者らは、先行した介入研究（1996～ 2000年）にお

いて、表出した栄養状態の改善は運動・スポーツ習慣に

より促進されていたことを二次分析で明らかにしている叱

介入後のさらなる血清アルブミンの有意な増加は、

TAKE 10！Rによる運動習慣の推進と食生活改善の相乗効

果により表出したと考えられる。
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3）ヘモグロビン

我が国の70歳高齢者の男性10%，女性25%はヘモグ

ロビンが12g/dl未満である 10）。貧血は高齢期の重要な健

康問題である。本研究では介入前1年間は、ヘモグロビ

ンは有意に減少し、介入後は有意に増加した。国民栄養

調査成績によれば介入前の2001年から 2002年は、ヘモ

グロビンは同水準で推移していた。介入前1年間のヘモ

グロビンの減少は老化によると考えられる。一方、介入

後1年間の増加は介入により食品摂取頻度の加齢低下が

抑制された結果と考えられる。

(5）介入期間の変化に対する評価の限界

本研究はコントロール地域を設定していないため、同

地域全体の変化を時代効果と対比させることで介入効果

を評価しようと考えた。しかし、 2003年以降の国民栄養

調査成績が公表されていないため、介入期間の変化に対

する時代効果の寄与を評価できていない。そこで、岡地

域の介入前1年間の加齢に伴う縦断変化との比較、ある

いは先行の他の集団を含めた縦断研究データにもとづき

介入後の変化を解釈し評価した。したがって、介入期間

における運動・スポーツ習慣の増加、肉類、魚介類、卵

類、牛乳の摂取頻度の不変、血清総コレステロールとヘ

モグロビンの増加などには、もし、国民栄養調査成績も

同様なトレンドを示した場合、介入効果に加え時代効果

も寄与していると考えられる。 2003年以降の国民栄養調

査成績が公表された時点で、介入期間の変化に対する時

代効果の寄与を検証しなければならない。

本介入研究により、「高齢期における介護予防のため

の運動・栄養プログラムTAKE lO!RJを活用し介入す

ることが、地域大規模高齢者集団の運動習慣と食品摂取

習慣を改善し、老化に伴う身体筋力と栄養状態の低下予

防に有効なことが実証できた。

自立高齢者の健康の維持増進のための地域保健活動に

TAKE 10！Rプログラムは有用な手段と考える。筆者らは、

本科学的検証をもとに我が国の高齢者の健康政策への貢

献を目指し、「高齢期における介護予防のため運動・栄

養プログラムTAKElO！R」の普及啓発活動を始動させた。
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発展途上国における鉄欠乏症撲滅活動
ーとくにベトナムをモデルケースとして一

報告その3：大規模介入試験の成果
ILSI CHP Japan 

中西由季子

Background: Iron deficiency anemia is the most prevalent nutritional problem in Vietnam. One costモ宜ectivestrategy 

to control iron deficiency is the fortification of staple foods or condiments. 

Objective：百1epresent study was designed to determine whether iron fort凶edfish sauce would improve the iron 

status of women of reproductive age. 

Design: This was a double blind intervention with randomization by village. The study was conducted in 2 communes 

in the Red River Delta area of Vietnam. The villages were randomly divided凶to2 groups. All families in each village 

were supplied with type I fish sauce for 18 mo. The fish sauce for Group C (10 villages) was unfortified. For Group F (11 

villages) the fish sauce was fortified with NaFeEDTA (0.5 mg Fe I ml). Each household received sufficient fish sauce to 

provide 15 ml per family member per day. Women of childbearing age were invited to participate in the evaluation 

protocol. The impact of fortification was assessed in the 576 women who volunteered for the study by measuring 

hemoglobin and iron status indicators at baseline and at 6, 12 and 18 mo. after the introduction of出efortified fish sauce. 

Results: There were no significant differences between Group C and Group Fin hemoglobin, SF, TfR and calculated 

body iron at baseline. Analysis of the group x time interaction using a repeated measures test for each response 

demonstrated a significant effect of fortification on hemoglobin (P = 0.039), log serum ferritin 伊く0.0001)and body iron 

(P = 0.0002). There were no significant changes in any江theseparameters in Group C. The prevalence of ID (SF < 12 11 

g/L) decreased仕om22.3% to 4.0% and the prevalence of anemia from 24.7% to 8.5% in Group F with no statistically 

significant changes in Group C (22.4% to 22.1% and 24.4% to 21.2% respectively). The improvement凶SFlevels occurred 

during the first 12 mo of fortification with no further significant rise between 12 and 18 mo. 

Conclusions：τ'he daily consumption of fish sauce fort江1edwi出 NaFeEDTAand provided to households significantly 

improved the iron status of women of reproductive age in a rural area of Vietnam. The improvement in iron status 

occu汀 edin the first 12 mo. Dietary fortification with NaFeEDTA did not lead to continued iron accumulation after 12 

mo. NaFeEDTA fortification of fish sauce is an effective and safe method for reducing the prevalence of iron deficiency 

in Vietnam. 

KEYWORDS: NaFeEDTA, fortification, fish sauce, 
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Effectiveness of NaFeEDT A Fortified Fish Sauce in 
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1. はじめに

2001年12月より、ハノイ国立栄養研究所（National

Insti削除 ofNu仕ition）の PhamVan官my博士を研究責任

者として、ハノイ国立栄養研究所内に常駐事務所を有す

るフランスのInstitutefor Research and Development、

およびILSIの協力を得て、ベトナム紅川流域の2か所の

コミューンにて、 NaFeEDTAの添加によって栄養強化さ

れた魚醤を用いて、 18か月間の大規模介入試験

(Effectiveness Study）が行われました。世帯ごとに必要

な魚醤を無料配布し、通常の生活の中での使用という条

件の下、著しい改善効果を得ることができ、多くの国際

会議でその成果を報告した上、このたび科学誌に投稿す

る運びになりましたので、以下に結果を報告させていた

だきます。

2. 背景

世界中で約35億人が鉄欠乏症であると算出されてい

る。最もその危険に晒されているのは、子供と妊娠可能

年齢の女性である。鉄欠乏性貧血症は、ベトナムにおけ

る最も擢思率の高い栄養上の問題である。ベトナムや周

辺の開発途上国では、穀類を主食とし、フィチン酸のよ

うな鉄の吸収阻害物質を多く含む食生活が中心である。

主食や主要な調味料に対する食品栄養強化（Food

Fortification）は、鉄欠乏症を減少させるためにはコス

ト効率が良く持続可能な戦略の一つである。魚醤は、す

べての地域でほとんどの食事に日常的に使用されている

ため、ベトナムにおいて最も良い強化の対象であると考

えられる。魚醤の鉄強化には、 NaFeEDTAを用いること

が効果的である。 NaFeEDT五による魚醤の強化は、光か

ら防御することによって、魚醤に含まれる脂質を酸化さ

せたり、その他の成分の沈殿をもたらしたりすることな

く、 12か月間安定に強化魚醤を保存できる。また、我々

は既に、鉄欠乏性貧血の妊娠可能年齢の女性において、

6か月間の鉄強化魚醤（10mg Fe/10 mL）の日常的摂取

が鉄欠乏症を改善することを報告している。

3. 目的

生殖年齢にある女性の体内鉄の状態を鉄強化魚醤摂取

が改善するかどうかを評価するために、この介入試験は

70一一ILSINo.81 

デザインされた。

4.方法

ベトナムの RedRiver Deltaにある2か所のコミューン

(3,565世帯、総計13,902名、生殖可能年齢女性3,225名）

において、二重盲件法に基づいた村落ごとの無作為抽出

法にて介入試験が実施された。村落は、無作為に2つの

グループに分けた。各村落の全世帯にタイプ1に分類さ

れる魚醤が18か月間配布された。グループc(10村）に

は、鉄強化されていない魚醤が配布された。グループF

(11村）には、 NaFeEDTAで強化された魚醤（0.5mg 

Fe/ mL）が配布された。各世帯は、一人当たりの一日

の摂取量が15mLを満たす魚醤油を受け取った。生殖年

齢女性に対し、評価試験への参加募集が行われた。

Fortificationの効果は、 576人の生殖年齢女性を対象に介

入開始時（TO）、 6(T6）、 12(T12）、 18(T18）か月後

のヘモグロビンおよび鉄状態の指標を測定することによ

って評価された。

ヘモグロビン濃度（Hb）は、シアノメトヘモグロビ

ン法（Sigma社）によって測定され、血清フェリチン

(SF）、 トランスフェリンレセプター（TfR）およびC-

reactive Protein (CRP）は、酵素免疫測定法（ELIZA)

(Ramco Lab社、 DiagnosticSyatems Lab.社）によってそ

れぞれ2連で測定された。

血清中レチノール濃度、寄生虫検査、摂食量（24時間

リコール方法）、ならびに食物頻度調査は、 TO、T12お

よびT18に対象者の40%(119名、グループc;116名、

グループF）に対して行われた。

データの統計解析は、 SASVer.8.2 (SAS社）を用いて

行われた。介入効果は、 RepeatedMeasure ANOVAを用

いて評価された。

本研究は、ベトナムの国立栄養研究所の科学審査会お

よび保健省によって認められた。また、全ての女性から

介入試験への参加について同意書への署名を得て行った

ものである。

5. 結果

576名の参加者のうち388名が18か月の介入試験を完

遂した（グループ℃：189名、グループF:199名）。介入

開始時において、グループCとグループFの聞にHb濃度、
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SF濃度、 TfR濃度、および算出された貯蔵鉄量に有意な

差はなかった。各応答に対して RepeatedMeasure 

ANOVAを用いてグループと期間の相互作用を解析した

ところ、 Rb(p=0.039）、 logSF (p<0.0001）、ならびに貯

蔵鉄（p=0.0002）についてFortificationの影響が認められ

た(fable1）。これらの指標については、グループCでは、

有意な差は認められなかった。グループCでは、鉄欠乏

(SF<12 μ g/L)および、貧血（Rbく120g/L）の擢患率に変化

は見られなかった（22.4%から 22.1%、 24.4%から

21.2%）が、グループFでは、鉄欠乏の曜居、率は22.3%

から4.0%へ低下し、貧血の擢J皆、率は24.7%から8.5%へ

24.3 

25 ~ 

24.7 
守て~ 20 

白＠t 』． ， 岡 15 

10 

5 

。
。

28.2 

，骨．． 

（図 1）と著しく低下した。血清フェリチン濃度の改善

は、 12か月後には著しく認められ、 12か月後と 18か月

後の聞では有意な差は認められなかった（図2）。

CRPは全般的にく10mg/Lと低かった。ビタミンA欠

乏（血清レチノール＜0.7μ mol/L) も両グループともに

12か月後と 18か月後では低く、これら因子の貧血への影

響は認められなかった。体内貯蔵鉄量の変化と血清レチ

ノール濃度の聞に相聞は認められなかった。

糞中寄生虫卵数は、グループ間で差はなく、鉄欠乏性

貧血症に寄与していると考えられている卵数に比べて低

いものであった。

Anemia 

23.0 司一
21.2 

・・－ー・ー
ー・－ -・ 

6 

Months 

Iron Deficiency 

23.6 

8.5 

12 18 

Fortified and Control groups significantly different by chi square comparison adjusted for vii/age-village variability at 

7 8 mo(p<0.05). 

図1 貧血曜患率の変化（Hb<l 20g/L) 1 

Figure 1 Effect of trial duration on prevalence rates for anemia (Hb< l 20g/L) 1 
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Ipく0.0007 for chi square comparison between control and fortified groups, adjusted for vii/age-village variability, at 

6. 7 2 and 7 B mo. 

図2 鉄欠乏曜患率の変化（SF<l211 g/L)1 

Figure 2 Effects of t「ialduration on prevalence rates for ｜「onDeficiency (SF< l 2 /1 g!L) 1 

ILSI No.81一－71



<ILSI IDEAプロジェク卜＞発展途上国における鉄欠乏症撲滅活動ーとくにベトナムをモデルケースとして一 報告その3回大規模介入試験の成果

表 1 Hb. SF. TfRおよび貯蔵鉄の変化
Table 1 Changes in Hb. SF. TfR and body iron 

h品ヨ置なm 官邸 GroupC 

n Mean 95%α 

Hb To 2邸 126.3 125.ひ127.5

切J Ts お8 ロ4.0122.0-126.0 

T12 217 ロ5.8124.2-127.4 

TIB 1関 1沼.6126念1却.4

SF1 To 259 25.3 20.8・ぬ7

wυ Ts 237 24.1 却 .5・28.3

T12 217 28.3 24企担.9

TIB 190 26.6 却.6・34.3

τm To 257 4.99 4団－5.40

~ TG 237 4.邸 4. 

T12 216 4.国 4.倒－5.11

TIB 189 5.08 4.45-5.70 

監均riron To 256 4.侃 3.85・5.47

(mWkg) Ts 236 4.75 4.14-5.36 

T12 216 5.23 4.55・5.伺

TIB 189 4.86 3.78・5.93

I白lcuJa伽 1Saffer kgtraJ狙命刀Jation

2場 1ificantdJ.胎 Enrebem砲 1Tzsand勾p=0.016

s，場1ificantdi.艶reJ脳 be伽renTzsand VJ pぐ0.01
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GroupF p 

n Mean 9駒もα

2槌 125.6 124.4・126.8 0.473 

258 126.5 124.7・128.4 0.076 

216 128.7 127.2・1却3 0.015 

1鈎 131.l 129.5・132.72 0.046 

274 却.8 24.8・35.7 0.227 

お4 452 38.7-52.7 《〕.001

217 59.3 51.1・倒.7 <0.001 

199 66.1 52.0-84.13 <0.001 

274 4.80 4.42・5.18 0.却4

お5 4.侃 4.25・5.08 0.955 

217 4沼 3.84・4.81 0.440 

199 4.82 4.23・5.41 0.日4

273 5.36 4.59-6.12 0.213 

273 6.88 6.2釘．釘 <0.001 

216 8.16 7.46・8.86 <0.001 

199 8.18 7.16・9.1伊 く0.001
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6.結論

NaFeEDTAで強化された魚醤の家庭への配布と日常的

な消費は、ベトナムの地方における生殖年齢女性の鉄状

態を有意に改善した。鉄状態の改善は、 12か月で認めら

れた。 NaFeEDTAによる鉄強化は、 12か月以降も過剰な

鉄の蓄積をもたらすことはなかった。 NaFeEDTAによる

魚醤の強化はベトナムにおける鉄欠乏症を減少させるた

めに効果的であり、かつ安全で、ある。

本介入試験の詳細は、 American Journal of 

Clinical Nutrition Iこ投稿中です。掲載時にはご報告い

たします。また、介入試験以外のProjectIDEAの進捗状

況につきましでも、随時報告して参りたいと思います。

改めまして食品栄養強化研究部会の皆様に感謝申し上げ

ます。今後ともご協力のほどよろしくお願い申し上げま

す。

共同実験者

Pham Van Thuy1, Jacques Berger2, Yukiko Nakanishi3, 

Nguyen Cong阻ian1,Sean Lynch4, Philip Dixon5 

1. National Institute of Nutrition (NIN), Vietnam; 
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3. ILSI CHP Japan, Japan; 

4. Eastern Veirsinia Medical School, USA 

5. Iowa State University, USA 

略歴

中西 由季子（なかにしゆきこ）農学博士

1991年 東北大学農学部食糧化学科卒業

1993年 東北大学大学院農学研究科博士課程前期修了

（食糧化学専攻）

1997年 京都大学大学院農学研究科食品工学専攻博士課程

後期修了

1997年 京都大学食糧科学研究所講師（研究機関研究員）

1998年 お茶の水女子大学生活環境研究センター講師

（研究機関研究員）

1998年 HumanNutrition Research Center, ILSIの

Postdoctoral Researcherとして昭和女子大学大学

院生活機構研究科木村研究室に出向

2000年 ILSI Jap加プログラムマネージャー

2000年 お茶の水女子大学生活環境センター講師

（研究機関研究員）

2001年 ILSI CHP Japanプログラムマネージャー

（現在に至る）

2002年 HarvardSchool of Public Health Research Fellow 

2004年 昭和女子大学大学院生活機構研究科客員研究員

ILSI No.Bl - 73 



ワークショッブ報告 ILSI Japan主催「世界のお茶とその化学分析」

ワークショップ報告

ILSI Japan主催「世界のお茶とその化学分析J
，，，・・ーー

ILSI Japan茶類研究部会

日野哲雄

2004年11月4日一6日、静岡市グランシップで「世界の茶の栽培と科学」学術会議が開催された。！LSIJapan は

「世界のお茶とその化学分析」というワークショ ップを主催するという形で同会議に参加したので、その報告をする。

＊＊サ＂＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊女＊オ k オ.* ＊オk

<Summary> 

"2004 International Conference on Tea Culture and Science was held at Grandship in Shizuoka from November 4 to 

ovember 6, 2004. At that Conference, !LSI Japan organized the workshop entitled "The Study of Components of Tea 

Leaves 

1. はじめに

2004年11月4日～6日、静岡市グランシップで「世界

の茶の栽培と科学j学術会議が開催された。11月4日午

後の「茶の健康効果jというセッションでは、緑茶や紅

茶がヒトのがんの予防、血圧降下、肥満防止に効果があ

るとの多くの報告があり、茶中のカテキン類、フラボノ

イドによるものとされた。また緑茶中のテアニンにヒト

をリラックスさせる効果があることなどが発表された。

!LSI Japanは「世界のお茶とその化学分析jというワ

ILSI Japan Workshop The Study of Components 

of Tea Leaves" 

74一一 ILSINo.81 

ークショ ップを主催するという形で同会議に参加したの

で、その報告をする。同ワークショップには国内外から

の約120名が参加され、 4日18:00～20:00の2時間に後述

の5講演が行われた。

!LSI Japan茶類研究部会部会長の原征彦氏が講演中に

スライドで説明されたように、日本で売られている飲料

のうち緑茶、紅茶類の消費量が着実に伸びている。機能

性食品の素材となるカテキンの需要も増し、海外からの

茶葉の輸入量も増加して、世界の茶葉生産地が日本の動

向を注目していることが感じられた。参加者の中には

TETSUO HINO, Ph.D. 

Tea Research Committee 

｜しSIJapan 



ワ クショップ報告 ILSI Japan主催「世界のお茶とその化学分析J

ILSIという言葉を初めて聞く方もおられ、全員に配布さ

れた本協会パンフレット（What' s ILSI？）によって理

解された方も多いと思う。その後、別会場で行われた三

井農林株式会社主催の懇親会の最中に話しかけてきて下

さった大学や研究所の研究者の方々には、本協会の活動

をよく説明することができて、知名度を上げる良い機会

にもなったと思う。

2. ワークショップ「世界のお茶とその化学

分析」

さて、本ワークショップであるが、まず司会を務めた

ILSI Japan事務局長福冨文武氏から、世界におけるILSI

組織とILSIJapanの活動を説明するとともに、本シンポ

ジウムの開催主旨が述べられ、続いて以下の講演が行わ

れた。

( 1）世界で栽培される茶種と葉内成分の変動

独立行政法人野菜・茶研究所栽培部長

武田善行

世界で栽培されている茶 （CameliaSinnensis）は、大

別してアッサム種とシナ種に分かれ、前者はインド、ス

リランカ、南アフリカで生産され、後者は中国、日本な

どで生産されている。またアッサム種は葉が大きく、種

類も多く、概してカテキン類やカフェイン含量の多いも

のが多い。将来は低カフェインの方向に晴好が移ると思

われ、カテキン類は含量の高い種が選ばれる方向にある。

日本で栽培されている茶は現在のヤブキタ種が大半を

占め、 76%となっているが、日本の産地の気候・土壌に

合っていること、消費者の晴好にもあっていることなど

によると思われる。

(2）世界各国から収集した茶葉内の成分分析例

三井農林株式会社・ ILSIJapan茶類研究部会部会長

原征彦

世界各地で栽培されている茶の成分についての認識を

深めるために、同一条件での茶葉採取と試料処理および

世界的に認められている分析方法での分析を行った。初

めての試みであったので、 4か国（日本、アルゼンチン、

インド、南アフリカ）からの49点しか試料が集められな

かったが、分析結果は本誌80号40ページに記載されて

いる。茶葉摘み取り後の試料処理に問題のあった国もあ

ったが、一応の成果は上げられた。次回は試料処理の仕

方をよく理解してもらい、試料収集・分析を行いたい。

次に日本における茶類の消費について述べる。ペット

ボトルで販売されている茶類の種類および量は増え続け

ていて、最近では緑茶の販売量が伸びているのが目立つ。

(3）台湾における茶栽培と加工

台湾茶改良場・場長

林木連（Dr.Mu-Lien Lin) 

台湾の茶栽培は北部・中南部で行われ、平野部から一

部では海抜2,600メートルの高地にまで達している。約

1.8万の農家が19,342ヘクタールで栽培しているので、農

家1戸当たりの平均は約1ヘクタールである。北部では

機械による茶摘みが行われ、中南部では手摘みが多く、

高品質の茶生産を目指している。約半数が自家で加工生

産しているが、他は機械化された工場で加工・製品化が

行われている。中国国内向けのウーロン茶が大半を占め

る。

現在、海外茶葉との競合、輸入製品の増加、労働力の

減少という問題を抱えているが、次のような品質改良に

よって打開に努めている。一つはPorn-Fongteaと呼ばれ

る果物のような天然芳香を持つウーロン茶を目指すこと

と、健康を保つために良いとされる緑茶の生産を増やす

ことである。また一方では、輸出を伸ばすために茶加工

場におけるHACCP(Hazard Analysis and Critical Control 

Point）の実施が望まれていて、現在進行中である。

茶品種の総カテキン含量も注目されていて、ウーロン

茶製品で比較すると次の順序である。 Chinsin Dapan 

(13.4%) >Chinsin Oolong (12.4%) >TIES No. 12 

(12.1 %) >Shy Jih Chuen (12.1 %) >TIES No. 13 

(9.8%) この中でChinsinOolongが最も香昧に富んで

t Eる。

(4）ネパール茶事情

ヒマラヤ茶生産協会

Mr. Chandra Bhushan Subba 

1862年中国から茶樹苗を入れてネパールにおける茶の

栽培が始まった。政府が栽培・加工を管理していて、技

術を指導している。現在8,500ヘクタールの栽培面積が

あり、紅茶に加工して輸出を増やそうと考えている。ネ

パール茶を試飲したが、バターとミルクを入れて飲むの

が通例であり、少し塩昧があった。
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(5）南アフリカにおける茶の生産

プレトリア大学生化学部

Dr. Zeno Apostoliedes 

南アフリカには1886年に茶樹が輸入されたが、実質的

には1981年から栽培・加工が行われるようになった。マ

ラウイ、ジンパブエ、南アフリカは協力して栽培技術の

改善に取り組んでいて、生産量も毎年10%程度増えてい

る。紅茶として輸出を増やそうと考えている。現在の生

産量は年間でマラウィ約4万トン、ジンパブエ約2万ト

ン、南アフリカ約1万トンである。

エイズによる労働力の減少や経済の低迷により困難を

伴うが、摘茶の機械化や品質の向上に取り組んでいる現

状である。高カテキン品種を育成する研究も行っている。
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第26回栄養・特殊用途食品部会会議が、 2004 （平成16）年11月1日（月）～5日（金）、ドイツ、ボンの

Brlickenforumで、開催された。参加者は、 61か国政府、 28国際機関およびNGOから合計265名であった。

以下に、主な議題に関する討議内容および結論を要約した。

ービタミ ン・ミネラルフードサプリメン卜のガイドライン案について、進展（［］が全て削除）があったとして、

ステップ8に上げ、第28回CAC(2005）の承認を得るととで合意した。

一栄養強調表示の使用に関するガイドライン案（食物繊維の規格基準）について、合意が得られた部分について

一部修正し、ステ ップ6に戻し、次回27回会議（2005）で再討議とすることで合意した。

一乳児用調製乳の規格改正案セクションAについて、一定の進展は見られたものの、必須成分という基本的な部

分で再検討が必要であり、ステップ6に戻し次回討議とした。また、セクションB特殊医療目的の乳児用調製乳

の規格改正案については、ステッブ3に戻し次回討議とすることで合意した。

一穀類を主原料とする乳児および年少幼児用加工食品の規格改正案について、かなりの進展があったが合意には

至らず、ステップ6に戻し、次回で更に合意を目指すことで合意した。

ートランス首長の定義について合意し、同時に、同定義を表示部会に送ることで合意した。

＊安安安安安安＊＊安安安＊＊＊＊＊＊＊＊

<Summary> 

τne Twenty-sixth Session of the Codex Committee on Nutrition and Foods for Special Dietary Uses (CCNFSDU) was 

held from 1 to 5 November 2004 in the Bruckenforum, Bonn, Germany. The Session was attended by 265 delegates, 

observers and advisors representing 61 member countries and 28 international organizations. 

The summarγand conclusions of the 26th Session are as follows: 

ーTheCommittee agreed to advance the Proposed Draft Guidelines on Vitamin and Mineral Food Supplements, as 

Report of the 26th Session of the Codex 

Committee on Nutrition and Foods for Special 

Dietary Uses 

HIROAKI HAMANO 

Senior Advisor, 

Regulatory & Technical Affairs 

Danisco Japan Ltd. 
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amended, to St叩 8for final adoption by the 28th Session of白eCommission. 

-The Committee agreed to return the Draft Part B Containing Provisions on Dietary Fibre, as amended, to Step 6 for 

further comments and consideration at the next session. 

-The Committee noted that despite progress made in the revision of the Standard for Infant Formula, the section on 

compositional requirements required fundamental reconsideration therefore agreed to return Section A of the 

Standard to Step 6 for further comments. The Committee also agreed to return Section B containing provisions for 

Formulas for Special Medical Purposes Intended for Infants to Step 3 for further comments. 

-Although significant progress had been made on the revision of the Draft Standard for Processed Cereal-Based 

Foods for Infants and Young Children, some sections required further consideration. The Committee therefore 

agreed to return the Draft Standard, as amended, to Step 6 for further comments and consideration at the next 

sess10n. 

ーτ'heCommittee agreed出edefinition of trans fatty acids and also agreed to send the definition to出eCCFLfor use 

in the Codex Guidelines on Nutrition Labelling and other related Codex Standards and Guidelines. 

1. はじめに

第26回栄養・特殊用途食品部会会議が、 2004（平成

16）年11月1日（月）～5日（金）、 ドイツ、ボンの

Bruckenforumで開催された。参加者は、 61か国政府、

28国際機関およびNGOから合計265名、日本から、内閣

府食品安全委員会、厚生労働省、（独法）国立健康・栄

養研究所、（独法）食品総合研究所およびテクニカルア

ドノtイザーの合計11名が参加した。なお、政府代表団以

外の日本からの参加者は、国際飲料協会 (ICBA）およ

び国際生命科学協会（ILSI)を通じて4名、一般から1名

が参加した。なお、本会議に先立ち、 10月30日（土）に

乳児用調製乳の規格改正案に関するワーキンググループ

会議が開催された。

以下に、主な議題に関する討議内容を要約した。

2. 議事内容

議題1 議題の採択

オーストラリアより、以降に続く議題に関連し重要で

あるとして、議題9の栄養・特殊用途食品部会に適用さ

れるリスク分析の作業原則に関する討議資料についての

討議を、議題3の後に行いたいとの提案があり、多数の

賛同を得て合意された。
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議題2 コーデックス委員会総会および他の部会からの

付託事項

［討議資料： CX/NFSDU04/2] 

A.第27回CAC龍会（6月28日～7月3日、ジュネーブ）

報告

白 ProceduralManualの修正（リスク分析の定義、 トレーサビ

リティ／プロダクトトレーシングの定義および適用原則の

作成、財務、予算関係、 CAC戦略計画、コーデックス食品

規格におけるFAO/WHO合同評価の実施、 FAO/WHOプロ

ジェクトおよび会議参加促進のための信託基金等に関する

各項目について）

口〔栄養および健康強調表示の使用に関するガイドライン

（表示部会）〕ステップ8採択

口〔ビタミン・ミネラルサプリメントのガイドライン（栄

養・特殊用途部会）〕ステップ5採択

口〔乳児用調製乳の規格改正案（栄養・特殊用途部会）〕ステ

ップ5採択

口〔穀類を主原料とする乳児および年少幼児用加工食品の規

格改正案（栄養・特殊用途部会）〕ステップ5採択

B. FA0/1同弓IOより

口人のエネルギ一所要量に関するFAO/WHO/UNU専門家会

議報告書が完成し、 7月にFAOのWebサイトで中開発表さ

れ、 10月に公開された旨報告。

口 FAOTechnical Report ‘Food Energy -methods of analysis 

and conversion factors’（FAO Food and Nutrition Paper 77, 

2003）が既に公開されている旨報告。
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口栄養リスクアセスメントの科学的原則を作成するため

のFAO/WHO合同プロジェクトとして、「栄養リスクアセ

スメントテクニカルワークショップ」を招集、 2005年開催

予定である。

口 Enterobactorsakazakiiおよびその他の微生物に関する合同

ワークショップ（2-5February 2004）を始めた旨報告。

c.その他部会から

口表示部会において、カナダより広告に関する討議資料が準

備されている。

口 CCMASはCCNFSDUから提案されたグルテン定量法として

の酵素連結免疫法R5Mendez法について討議。賛否両論が

あり、次回も引続き検討するが暫定採用と報告。

口 CCNFSDUは、グリアジンのグルテン換算係数を2とし、グ

ルテンフリー食品の規格改正案第6.2項の最後の文章につい

て、 Thedetection limit of the method should be at least 10 

ppm gluten in the product on a dry matter basis.とすること

で合意した。

議題3 栄養強調表示の使用に関するガイドライン案

（食物繊維の規格基準、ステップ7)

［前回（2003）会議議事録よりl

フランスより、ワーキンググループによる討議資料

（原案）が提示された。原案では植物由来に限定されてい

ることに対し、日本より、動物由来（キチン、キトサン、

乳由来のガラクトオリゴ糖等）も食物繊維に含めるべきで

あると提案。ニュージーランド、インドネシア、 EC、IDF

が支持。

定義に生理的機能性の項目を含めることにECが疑義を

表明したが、オーストラリア、ドイツは含めることを支持

した。

日本より、最も適応性の高い分析法として、 AOAC

2001.03を含めること、および、強調表示の基準にlOOml当

りの基準を追加するよう提案した。

スウェーデンより、これらの基準値は、通常の食品に

とっては高すぎる旨の発言、一部の支持あり。

I結論］ 引き続きフランスをリーダー（スウェーデンがco-

chair協力を表明）とするワーキンググループ（日本も参

加）により検討（ステップ6）することとなり、修正案を

基に次回第26回会議で討議予定。

0 部会は、生理的な機能を定義に含めるべきとして概

ね合意し、論点、は、どのように定義に反映するかと

いうことであった。

0 重合度に関する討議に際し、米国から突然、重合度

の低いいくつかの物質は甘味効果を持ち、その生理

機能は食物繊維のものではないとの理由から、重合

度3以上ではなく 10以上とするべきであるとの提案

があった。日本を含めいくつかの国（EUを代表して

オランダ、カナダ、オーストラリア、タイ、 IDF等）

から、種々の食物繊維の生理効果に関する現在の科

学的根拠から重合度3支持の発言があったが、結局重

合度10の数値は［ ］付きで残されることとなった。

コ第24回会議 （2002）において、米国l主苅 National

Academy of Science (NAS）の報告書Die加yRef ere.附

In凶cefor Ener玄y,Carbohydrates, Fiber, Fat, Protein and 

Amil砂 Acids⑪facronu凶ents)(2002）から、次の食物経縦

の定義を紹介している。

全食物繊維 （TotalFiber）とは、食物繊維 （DietmyFiber) 

および機能性繊維 （FunctionalFiber）の総和。食物繊維

(Dietary Fiber）とは、植物に毘有の、手を加えていない

難消化性糖質およびリグニン（加工により変化していない

もの、ペクチン、セルロース等の非でん粉性多糖類、イヌ

リン、オリゴ糖およびレジスタントスターチを含む）。機

能性繊維 （FunctionalFiber）とは九単離されたn 難消化

性糖質（加工により化学的に変化したもの、動物起源のも

のを含み、ヒトに対する生理的効果の科学的証拠のあるも

の）。単糖、二糖、糖アルコールは除く。

0 またさらに米国は、定義に生理機能を含めることは健

康強調表示のための根拠と解釈される虞があり、また

一方では、元々この条項は添加された食物繊維

(added fiber）についてのみ適用すべきであるにもか

かわらず、天然に食物繊維を含む食品（例えば、穀類、

野菜等）についても、証明を求めることになりかねな

い、との懸念を表明した。この件は、「各部会への推

奨事項jのなかに新たに記載することで合意した。

0 これに対しECは、表示および消費者への情報開示の

目的から、食物繊維の明確な定義を示すためには、

生理機能に触れるべきであると主張した。

。「各部会への推奨事項jの中で「植物起源以外の食

物繊維の場合、表示規則策定に際しては、多くの国
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で消費者は、食物繊維は植物由来と考えている点を

考慮することが適切でLあるかもしれない。」といった

記述が残っているが、「各部会への推奨事項」そのも

のの存続可否を含めて次回会議に持ち越された。

0 その他、量的基準（Source,High）および定量方法に

関する討議は、定義が確定していないことから次回

会議に持ち越された。

［結論］ 合意が得られた部分について一部修正し、ステ

ップ6に戻し、次回27回会議（2005）で再討議とするこ

とで合意した。［Reportof the 26th Session of the 

CCNFSDU ALINORM 05/28/26, APPENDIX III, 2004) 

議題4 ビタミン・ミネラルフードサプリメントのガイ

ドライン案（ステップ7)

［前回（2003）会議議事録より］

［タイトルTitle] 「フードサプリメントjについて、

元々このガイドラインは、食品のみを対象としているので

「フードjを削除するよう提案があったが、結局現状維持

し、必要な場合同ガイドライン全体を通して「フードサプ

リメント」である旨を言及することで合意した。

［前文Preamble] 南アフリカより、慢性疾患予防におけ

るビタミン、ミネラルの役割を強調するよう修正提案。

「強調表示の一般ガイドライン」において、疾病予防に関

連する強調表示は禁止されているとと、およびこの前文の

内容は前回会議で充分な討議が行われ、合意されていると

して現状のままとした。

[l.適用Scope] 1.1項についてECより、ビタミン、ミネ

ラル以外の原材料を含むフードサプリメントについても適

用するよう文章の追加提案。ノルウェーが不支持表明した

が、部会としては追加修正で合意した。また、 1.2項「ビ

タミン・ミネラルサプリメントを医薬品とするか食品とす

るかは、各国の法判断に委ねる。本ガイドラインは、同サ

プリメントが法的に食品とされる場合に適用。」の第1文

について、各国の法判断に言及することは、国際貿易上の

障壁を生む可能性があるため、削除の提案。マレーシア、

インドが不支持表明したが、部会としては削除で合意した。

[2.定義Definitions] 一部表現を修正および前文との重複

部分を削除すると同時に、サプリメントの使用目的を、通

常の食品からの摂取を補完するためである旨を明確化し

た。また、通常食品との区別のため、同サプリメントは、

少量単位量（smallunit quantity）で摂取するものとの項目
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の追加提案があった。賛否両論があり、今後の議論のため［

］付で残された。

[3.1成分Compositionービタミン、ミネラルの選択］ 3.1.2 

項ビタミン、ミネラルの原料源について、天然および合成

を含む旨を明示する件に関し合意が得られず［ ］付で残

された。 3.1.3項消費者の健康保護と安全性からの制限条項

は、 3.2.2項と重複するとして削除を合意した。

[3.2成分Compositionービタミン、ミネラルの含有量］ 最

小量について、 15%か33%かの議論であったが、最終的

に15%（栄養強調表示のsourceのレベルに相当）で合意。

最大量については、 NRVの100%とするかリスク評価に基

づく安全摂取上限を基準とするかの議論であったが、最終

的に後者（リスク評価による）を残すことで合意した。

3.2.3項は削除。

[4.包装Packaging] 4.2 child-resistant packageの項を新

5.9項として、表示で対応することとした。

[5.表示Labelling] 5.2項名称について「ビタミン、ミネ

ラルサプリメント」を「フードサプリメントjとすること

で合意。 5.5項NRV(Nutrition Reference Value）に関わる

情報について、現在のNRVリストはHelsinkiConsultation 

(1988）に基づいて設定されたもので、追加、修正が必要

とされたことから、南アフリカをコーディネーターとする

ワーキンググループを組織し、次回会議の討議資料の作成

が合意された。 5.9項「栄養専門家の助言の下に摂取」の

条項の削除を合意（マレーシア、フィリピンが反対）した。

［結論］ かなりの進展があったとして、ステップ5に上げ、

CACの承認を得ることで合意した。

［討議資料： ALINORM04/27/26, Appendix IV] 

0 第27回CAC総会（2004年7月）にてステップ5が承認

された。

0 項目別に議論の内容および結論は以下の通り。

［フードサプリメント］について、前回会議の合意に

基づき、同ガイドライン全体を通して「フードサプリ

メント」という言葉に修正、統ーした。

[2.定義Definitions] 通常食品との区別のため、同

サプリメントは少量単位量（smallunit quantity）で摂

取するもの、との項目については、その区別をより明

確にするよう表現を修正し、さらに脚注として、「少

量単位量とは、同サプリメントの形状を示すものであ

り、含有量potencyを意味するものではない。」を追加、

合意した。
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[3.1成分Composition ビタミン、ミネラルの選択］

3.1.2項ビタミン、ミネラルの原料源について、天然お

よび合成を含む旨を明示し、「その選択は、安全性、

生理活性といった基準によりなされるべきである。さ

らに、純度については、 FAO/WHO、それが無い場合

には、国際薬局法や認知された基準を採用。これらの

適用可能な基準が無い場合には、囲内法等を考慮す

る。」との文言を追加することで合意した。

[3.2成分Compositionービタミン、ミネラルの含有量］

最大量の設定基準について、その可否について長時間

の議論の末、「最大値を決めるに際し、栄養所要量

(reference intake values）例えば、 PRI(Population 

Reference Intake）やRDA(Recommended Daily 

Allowance）のみに基づくべきではなLミ。］との文言を

追加することで合意した。

[5.表示Labelling] 5.1項、 5.4項および5.6項につい

て、一部文章上の判り易さおよび単純化のための修正

を加えて合意した。

［結論］ 進展（［］が全て削除）があったとして、ステッ

プ8に上げ、第28回CAC(2005）の承認を得ることで合

意した。［Reportof the 26th Session of the CCNFSDU 

ALINORM 05/28/26, APPENDIX II, 2004] 

［討議資料： CX/NFSDU04/3・Add.I]

0 上記サプリメントに関連し、 NRVs(Nutrient 

Reference Values）の改定に関する議論である。

0 部会としてFAO/WHO専門家会議に、改定のための

科学的助言を要請する件につき討議。 FAO/WHO専

門家会議では、 1988以降、改定の検討をしていない。

現在、栄養成分のリスク評価（2005）、糖質栄養

(2006）、油脂栄養（未定）を予定している（FAO）。

FAO/WHO専門家会議に科学的助言を要請する際に

は、要請内容を明確にするべきである（WHO）。

［結論l南アフリカを座長とするワーキンググループに

おいて、 FAO/WHO専門家会議に科学的助言を要請する

際に必要な改定NRV作成の原則、リストに掲載されるべ

き栄養素、年代別性別、各国の現状等を含めた新たな討

議資料を作成する。

議題5 a）乳児用調製乳の規格改正案：セクション A

（ステップ7)

［前回（2003）会議議事録より］

ドイツよりワーキンググループによる討議資料の説明。

Draft Standard A：一つの規格に、健常および特殊医療用

途用の規格を含めたもの、 Dra貨StandardB：特殊医療周

途用の規格のみ、 DraftStandard C : AおよびBのそれぞれ

についてのadvantages、disadvantagesの評価。

かなり激しい議論の末、乳児用調製乳の規格としては

一つの規格とするが、前文Preamble以降については、

Section A：健常乳児用およひ寺SectionB：特殊医療用途用

に分けて作成すること、および、SectionA：健常乳児用を

優先して進めることで合意した。

「必須構成成分j ドイツを中心としたWGが作成した改正

案が提出され、部会はこれに基づき改正を行うこととした。

「特別禁止要綱j マレーシアはトランス脂肪酸の過剰摂

取の観点から商業用硬化油の使用の禁止を提案し、部会は

暫定的に案への付加を認めた。ブラジルは遺伝子組み換え

原料の使用禁止を求めたが、部会は遺伝子組換え植物由来

の食品の安全性評価に関するガイドラインにおいては、遺

伝子組換え原料由来の食品の使用を禁止していないとし

て、この提案を受け入れなかった。

「添加物j スイスを中心としたWGが案を作成したが、

キャリーオーバーも対象とするととは添加物の一般原則と

一致していないことが指摘され、部会はこれについて、食

品添加物部会に助言を求めることとした。カナダはADIが

12か月未満の子供を想定していないことを指摘し、このこ

とについて部会はJECFAに意見を求めることとした。

「表示j 健康強調表示を禁止するか否かが話し合われた

が、議長は栄養・健康強調表示のガイドラインが検討段階

であるとして、次回の部会でさらに検討することとした。

［結論lSection A：健常乳児用についてはステップ5に上

げ、 CACの承認を得、 SectionB：特殊医療用途用につい

ては、ドイツが次回ステップ3討議用資料を準備すること

で合意した。次回26回会議に先立って、同ワーキンググ

ループ会議を開催予定。

［討議資料： ALINORM04/27/26, Appendix V] [Agenda 

Item 5(a) CRD 1] 

0 Section Aについては、第27回CAC総会にてステップ

5承認。
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0 本会議前のWG会議では、時間切れで第3.1項必須成

分内、第3.1.1、3.1.2、3.l.3a）およびb）のみの議論であ

った。合意には至らなかったものの、 3.l.3a）タンパク

質（窒素換算係数）およびb）脂質と脂肪酸に関する

討議まで進んだことは重要な進展である。ただし、

量的な基準について、科学的根拠に基づいた種々の

数値が示された場合、 WGとしては結論を出せず、よ

り効率的な進め方に関し部会の助言を求めた。

0 母乳の標準アミノ酸組成が初めて議論され、今後日本

の資料が検討材料の一つに加えられることになった。

0 本会議における第4項添加物の討議に際して、各国か

ら種々の添加物の追加、削除の提案があり、この項

についても本会議の場で全項目の討議は無理である

として、スイスをコーディネーターとするWGで、

各国の意向を勘案したドラフトを次回会議用に準備

することで合意。

0 その他の項（第9項表示等）については、逐次討議。

［結論lWGの助言要請を受け部会で討議の結果、これ

までの書面によるコメントおよび会議における意見をも

とに、2004年末までにドイツがドラフトを再度準備する。

更に同ドラフトはESPGHAN(European Society for 

Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition) 

に送られ、専門家による科学的評価を2005年6月までに

行うことで合意。一定の進展は見られたものの、必須成

分という基本的な部分で再検討が必要で、あり、ステップ

6に戻し次回討議とした。［Reportof the 26th Session of 

the CCNFSDU ALINORM 05/28/26, APPENDIX IV 

(Al , 2004] 

議題5 b）セクションB：特殊医療目的の乳児用調製乳

の規格改正案（ステップ4)

I討議資料： CL2004/20・NFSDUMay 2004] 

0 原案をドイツが作成した。同原案は、特殊医療用途

食品の表示および強調表示に関するコーデックス基

準（CODEXSfAN 180-1991）をも参照しつつ作成さ

れたと報告。

0 原案はかなりの部分がセクション Aと共通であり、

異なる部分について項目ごとに討議。第2.1項製品の

定義の2.1.1項に、これら特殊医療目的の調製乳が、

乳児にとって唯一の栄養源（byitself）であると誤解

を招くような表現があり、日本より削除を求めた。

数か国の賛同があったものの、賛否の意見があり、
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結局現状維持となった。

［結論］ ステップ3に戻し、セクションAと同様、必須成

分や添加物については電子WGにより議論を進め、ドラ

フトを作成する。次回も本会議前にWG会議を聞くこと

で合意した。［Reportof the 26th Session of the CCNFSDU 

ALINORM 05/28/26, APPENDIX IV (B) , 2004] 

議題6 穀類を主原料とする乳児および年少幼児用加工

食品の規格改正案（ステップ7)

［前回（2003）会議議事録より］

「適用j「必須成分ータンパク質、脂質、ミネラル、ビタ

ミンおよびその他の成分j「食品添加物JI表示I「使用に

関する情報jに関する各条項をワーキンググループで修正

作業を含めて討議した。

「熱量」 乾燥重量で示すとされていたが、調製時の熱量に

変更した。

「禁止事項」 硬化油の使用禁止を追加した。

「トランス脂肪酸」 FAO代表がエネルギー摂取量の1%未

満にするように提言した。

「ミネラルの基準j L、くつかの国がナトリウムの含有基準

が高いことを指摘し、 WHO代表は2g/dayを目標にするご

とを提言したが、結局結論に至らず、暫定的に記載するこ

ととした。

「ビタミンの基準」 ビタミンBlの下限値の必要性につい

て議論されたが、結論には達しなかった。なお、ココアを

9か月未満の乳児に対する製品には添加しないように述べ

た条文については、科学的根拠が充分でないことから削除

された。

［表示一一般規則］ 表示に（乳幼児の）写真使用の可否が

前回に引き続き対立。写真は商品の理想化に繋がり、母乳

奨励の妨げになる。一方、文盲率の高い国では絵による表

示が必要との意見もあり。さらに、栄養および健康強調表

示の対象外とすべきとする提案。いずれも合意に達せず、

次回会議でさらに継続討議となった。

［結論］ ステップ5に上げ、 CACの承認を得るごととなった。

［討議資料： ALINORM04/27 /26, Appendix VI] 

0 第27回CAC総会にてステップ5承認。

0 残っている［］を中心に、第3.6項ミネラル、第3.7項

ビタミン、第4項食品添加物および第8項表示の各項

目別に討議。
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［結論］ かなりの進展があったが合意には至らず、ステ

ップ6に戻し、次回でさらに合意を目指すこと、および

第4項食品添加物に関しキャリーオーバーを含め、

CCFACに付託することで合意した。［Reportof the 26th 

Session of the CCNFSDU ALINORM 05/28/26, 

APPENDIX V, 2004] 

議題7 乳幼児用食品に使用されるミネラル塩、ビタミ

ン化合物の推奨リストの改定に関する検討（ス

テップ4)

［前回（2003）会議議事録より］

ドイツより討議資料の説明。いくつかの化合物につい

ては、引用資料等が不明のため純度規格等が設定できない

旨の説明があった。数か国から、こういったリストにおけ

る化合物の選択、評価および更新に関する引用資料等につ

いてJECFAによる評価が無く、またどの国際機関が責任

を持つかについて不明瞭であるとの意見が表明された。

ECは銅、亜鉛、マグネシウム全ての化合物の使用をベ

ビーフード缶およびシリアルを原料とする食品に認めるべ

きであると述べた。部会は食品添加物部会に対して、栄養

強化目的の添加物について新たな分野を確立するよう依頼

することとした。カナダは、母乳代替品に一切のキャリー

オーノtーを認めないよう提案した。

［結論］ 文書によるコメントおよび今会議における発言に

基づき、次回会議のための討議資料を、再度ドイツが準備

することで合意した。

［討議資料： CL2004/21・NFSDUMay 2004] 

0 ドイツによる新しいリストが提案された。リストの

中には純度基準の無いもの、 JECFA評価の無いもの、

特殊医療用途食品に必要な特殊な栄養素についてど

う取り扱うか、栄養成分のキャリア一等の諸問題点

を指摘。今回も本会議ではほとんど討議時聞がなか

った。

［結論］ 本議題のタイトルを AdvisoryList of Nutrient 

Compounds for Use in Foods for Special Dietary Uses 

Intended for Use by Infants and Young Childrenに変更、ス

テップ3に戻し、 ドイツがこれまでのコメントおよび討

議を基にドラフトを再作成、次回会議で討議することで

合意した。

議題8 健康強調表示の科学的根拠に関する勧告案（ス

テップ4)

［前回（2003）会議議事録より］

フランスより、電子ワーキンググループに基づく討議

資料の提出、説明があった。英国より、同国の経験によれ

ば、同資料には評価のための資料作りに関する充分（具体

的）な指針が示されていない。この点に関しフランスに協

力する用意ありと申し出た。

消費者団体 (IACFO）より、評価の質に関し、“peer

reviewed independent scientific e吋denee”が重要との意見

を表明した。

［結論］ 文書によるコメントおよび今会議における発言に

基づき、次回会議のための討議資料を、再度フランスが、

電子ワーキンググループに基いて準備することで合意した。

［討議資料： CX/NFSDU04/9 June 2004] 

0 フランスが、前回会議（2003）およびその後の電子

WGの結果を基に改定ドラフトを提示した。前回か

らの修正点は、安全性に関し一般的な意味での安全

性に加えて栄養的な安全性（nutritionalsafety）につ

いて、およびヒト臨床試験の必要性をより強調した

と報告。さらに、前文（Preamble）については、特

に直近に採択された栄養および健康強調表示の使用

に関するガイドラインとの一貫性を持たせるための

修正が必要と指摘。

0 しかしながら、今回のドラフトも依然として、極め

て総論的、概念的であり具体性に欠けている。今後

の方向性が重要であり、特にヨーロッパの動向

(PASSCLAIM）に注目する必要がある。

［結論1ステップ3に戻し、フランスがこれまでのコメン

トおよび討議を基にドラフトを再作成、次回会議でさら

に討議することで合意した。

議題9 栄養・特殊用途食品部会に適用されるリスク分

析の作業原則に閲する討議資料

［前回（2003）会議議事録よりl

オーストラリアより、 CACにより承認された「コーデ

ックス委員会の枠組みの中で適用されるリスク分析の作業

原則WorkingPrinciples for Risk Analysis for Application in 

the Framework of the Codex Alimentarius」を引用し、 J;J‘
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下の提案があった。

①リスク分析の作業原則は、部会作業にとって極めて有

用であるとの認識、および

②部会作業に関わるリスク分析の原則およびガイドライ

ンの策定。

I結論］次回会議での討議のため、再度オーストラリアに

よる、電子ワーキンググループに基づく討議資料の準備を

合意した。

［討議資料： CX/NFSDU04/10 ] 

0 議題1議題の採択に際し、本議題はその重要性から議

題3のすぐ後に討議された。

0 部会では、本討議資料は9月に示されたばかりで、充

分な検討期聞が無かったとの意見もあったが、栄

養・特殊用途食品部会におけるリスク分析の作業原

則およびガイドラインは、具体的であること、栄養

成分の過剰摂取に関する方法論に限定するべきであ

る、栄養的な側面により重点を置くべきである等の

意見が出された。

0 事務局から、本案件を討議するに当たり、 FAOIWHO

で現在検討中可栄養リスクアセスメントの科学的原則J

(2005年予定）も考慮するべきであると助言があった。

［結論］ オーストラリアをコーディネーターとする電子

WGにより、以下の点を踏まえて、新たに討議資料を作

成することで合意した。

イ 栄養リスク分析の適用範囲およびリスク分析に

おける栄養に関連した用語の解釈、

イ リスク評価者およびリスク管理者の役割とリスク

コミュニケーションを適用する部会やFAOIWHO

の場、および

イ 作業原則およびガイドラインを作成する際に、

最も適切な形式と具体性を考慮する上で役立ち、

本部会の目的に最もよく資する、他の部会や特

定タスクホース等で既に作られたかまたは作成

中のリスク分析モデルの検証。

議題10 トランス酸の定義に関する討議資料

［前回（2003）会議議事録より］

マレーシアが、デンマークの協力を得て、電子ワーキ

ンググループによるトランス酸の定義に関する討議資料

（提案）を作成することを合意した。次回会議で討議予定。

84一一ILSINo.81 

［討議資料： CX/NFSDU04/11July2004] 

DISCUSSION PAPER ON DEFINITION FOR TRANS 

FATTY ACIDS 

Prepared by Malaysia and Denmark 

PROPOSED DEFINITION OF TRANS FAτTY ACIDS 

For the purpose of the Codex guidelines on Nutrition 

Labelling and other related Codex Standards and 

Guidelines, trans fatty acids are defined as all the 

geometrical isomers of monounsaturated and 

polyunsaturated fatty acids having non-conjugated 

[interrupted by at least one methylene group （ーCH2-CH2-)] 

carbon-carbon double bonds in the trans configuration. This 

includes the trans monoenes (mainly stereoisomers of 

elaidic acid) and the trans isomers of polyunsaturated fatty 

acids (e.g. trans dienes, trans trienes etc.) non-conjugated 

carbon-carbon double bonds, produced through 

hydrogenation of oils and fats (both vegetable and 

animal/marine origin) in the p陀 senceof a suitable chemical 

catalyst. 

The definition however excludes those conjugated trans 

fa町 acidspresent naturally in animal fats and their products 

which include conjugated linoleic acid (CLA). 

く非共役（少なくとも1個のメチレン基によって離されて

いる）トランス配位のc-c二重結合を有するモノ不飽和

脂肪酸と多価不飽和脂肪酸の全立体異性体。これは非共役

二重結合を有するトランスモノエン酸および多価不飽和脂

肪酸のトランス異性体からなり、油脂の水素添加工程にお

いて特定の化学触媒の存在下で生成する。動物脂に天然に

存在するCLAのような共役トランス脂肪酸は除外される。〉

0 2003年の第31回CCFLに於いて栄養表示のガイドラ

インに関する議事の中で、 トランス脂肪酸の表示の

必要性が、再度、改めて議論された。結論には達し

なかったが、 EC等からトランス脂肪酸と心血管疾患

との関係に科学的根拠があることが指摘された。一

方で共役二重結合と非共役二重結合の区別が必要と

の意見も出ていた。

0 表示部会より要請されたトランス酸の定義に関する議

論である。マレ シアおよびデンマークが、上記の討

議資料（CX/NFSDU04/11July2004）を作成した。

［結論］本会議でのマレ シアによる提案説明に際して



FAO/WHO合同食品規格計画第26回栄養・特殊用途食品部会会議報告

は、‘化学構造およびAOCS試験法を基に’原案の第一

文のみを提案した。 IDFから、水素添加工程に言及する

べきであるとの意見が出されたが、下記提案の通りで合

意した。

For the purpose of the Codex guidelines on Nutrition 

Labelling and other related Codex Standards and Guidelines, 

trans fatty acids are defined as all the geometrical isomers of 

monounsaturated and polyunsaturated fatty acids having non-

conjugated interrupted by at least one methylene group (-

CH2-CH2・）carbon-carbon double bonds in the trans 

configuration. 

0 この結果は、表示部会に送付され、今後の取扱いに

ついては表示部会の討議による。

議題11 その他の事項および今後の活動

0 次回、第27回栄養・特殊用途食品部会は、 2005年11

月21日（月）～25日（金）、ドイツ ボンにて開催

予定である。

略歴

浜野弘昭（はまのひろあき）

1967年 京都大学薬学部卒業

1967年 エーザイ株式会社

1978年 日本ノボ株式会社

1985年 ファイザー株式会社

後に、カルタ一社．ダニスコ社による合併により

現社名となる。

2003年 ダニスコジャパン株式会社

学術・技術担当最高顧問

コーデックス国際食品規格委員会食品表示部会及び栄養・特殊用

途食品部会における厚生労働省テクニカル・アドバイザ一、「L、わ

ゆる栄養補助食品の取扱いに関する検討会」委員、東京都食品安

全情報評価委員会「健康食品」専門委員会委員、（財）日本健康－

栄養食品協会特定保健用食品部技術部会長、食品保健指導士養

成講習会講師、日本国際生命科学協会（！LSIJapan）理事、運営委

員長。
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第14回コーデックス・アジア地域調整部会

ILSI Japan事務局長

福冨文武

第14回コーデックス・アジア地域調整部会は、韓国の済州島ホテル・ロッテにおいて、 9月7日から 10日まで開催

された。

本協会は、 ILSIの国際協力事業の一環としてコーデックス会議への参加を進めており、特にアジア地域において

開催される各種コーデックス会議に参加してきた。

今回も、この会議に先立つて行われた「プレ・コーデックスFAO/WHOワークショップ：機能性食品JをILSIが

協賛したこともあり、国際協力委員会の活動として2名が参加した。なお、 ILSIグループからは、日本から2名、韓

国から2名、英国から1名（ワークショップ講演者）が参加した。

以下に、会議の概要をまとめて報告する。なお、英文の報告を巻末に添付する。

* * * ＊女 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ セ セ セ 女 ＊

<Summary> 

τbe 14th session of the FAO/WHO Coordinating Committee for Asia (CC Asia) was taken place in Jeju, Korea on 

September 7 to 10 with 79 participants from 7 countries and 23 from NGOs and obse何 ercountries. The committee is 

elaborating standards for ginseng, fermented soybean products, Gochujang. Following is a brief summary of the 

session, and the full report is attached below. 

1. コーテεツクス規格の策定（議題3)

( 1）ジンセン（Ginseng）の規格案

2001年のコーデックス総会で韓国から新規提案して以

来、ようやく審議が始まった。本来は、加工果実野菜規

Report of the 14th CC Asia 
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格部会による審議とされていたが、対象がアジア特有の

ものであるとしてアジア部会に託された。

この規格化に対して、マレーシア、中国、タイ、シン

ガポールからは、特定の消費者用食品としての利用に限

定すること、表示においては医薬品ではないことを明記

することを条件としてステップ5に進められた。また、

FUMITAKE FUKUTOMI 
Executive Director 

ILSI Japan 



韓国から提案された規格案ではジンセン（Ginseng

(Panax ginseng CA.Mayer）） のほかに西洋人参 （Panax

quinquefoius L）およびオタネ人参 （Panaxnotoginseng 

Burk）も含めているが、乙ごではジンセンに限定するこ

ととなった（ジンセンの範囲とそれに伴う成分ジンセノ

イドの規格、ならびに特定の消費者については鍵括弧と

され、次回検討）。

アジア部会としては、表示部会および分析サンプリン

グ部会に関連条項の事前承認を求めることとし、また今

後の検討は、本来の加工果実野菜規格部会における審議

を要望した。

なお、韓国の提案による「ジンセン」とは、“商業目

的に栽培された食用の新鮮なジンセンの根から得られる

もので、乾物（ジンセンの根を乾燥したもの、粉末化し

たもの、スライスして乾燥したもの）、抽出したものが

ある。”とされ、ジンセンの根は、 Panaxginseng C.A. 

Meyer種に属するものをL、う。ただし、韓国からは、 R

quinquefolius L. P. notoginseng Bur,師重もこの規格案にお

いてジンセンとしたいとの提案があり、次回コーデック

ス総会で判断を仰ぐこととし、鍵括弧のまま残されてい

る。

(2）発醇大豆食品（Fennent剖 So拘伺nProduct）の規格案

第27回総会で韓国から新規作業として提案され、アジ

ア部会で検討されることとなった。総会ではその範囲が

広範なことから、タイトルや定義を充分考慮することと

された。

多くの国から、それぞれの国において固有の同類の製

品が存在するとの報告があり、適用範囲を拡大すること

が要望された。日本でも豆味噌やダシ入り昧噌までを含

むよう意見が出された。この議題は、総会直後に決定さ

れたこともあり、中園、タイ、マレーシア、インドネシ

ア等から充分な時聞が必要との意見が出された。

アジア部会としては、本案をステップ2に差し戻し、

韓国をヘッドとして電子メールによるワーキング・グル

ープで作業を進めることとなった。ワーキング・グルー

プには日本をはじめ、韓国、中国、マレーシア、シンガ

ポール、タイが参加する。

なお、韓国の提案による「発酵大豆食品jとは、“大

豆および食塩を主原料として得られる発酵食品”を言う。

第14回コーデックス・アジア地域調整部会

(3）コチュジャン（Gochujang）の規格案

韓国オリジンのコチュジャンの規格策定の提案につい

て検討が行われたが、任意原料、添加物中のフレーパ

ー・エンハンサ一、分析方法についてはステップ3に戻

し、他の条項はステップ41こ進められた。

なお、韓国提案による「コチュジャン」とは、“穀物

でんぷんを粉末モルトで糖化したものに、食塩を加えて

発酵させて熟成させたもので、発酵の前もしくは後に赤

唐辛子粉末を加えた食品”をいう。

2. FAO/WHO機能性食品ワークショップ

この部会に先立って、 9月6日に開催されたプレ・コ

ーデックスFAO/WHO機能性食品ワークショップについ

て、主催のFAOから報告があった。このワークショップ

は、前回のアジア部会において、マレーシアから機能性

食品のコーデックス規格を策定すべしとの強い提案があ

ったことに対し、少なくともアジアにおける機能性食品

についてのコンセンサスを得ょうとの背景を持って開催

された。しかし、このワークショップの結果をコーデッ

クスに反映する意図はないことも確認された（ワークシ

ョップの詳細は別項を参照されたP）。

3. アジア地域における開発途上国の食品法

制度確保のための能力構築（Capacity

Building) 

コーデックスの国際的なハーモナイゼーション推進を

背景として、発展途上国における能力構築のための支援

が行われている。 FAOやWHOは信託基金（TrustFund) 

を活用して各種のコーデックス会議への発展途上国の参

加を援助している。また、 ILSI等のNGO/NPOも、 FAO

やWHOが進める能力構築のための事業を支えている。

今回のアジア部会には、バングラデシュ、ミャンマー、

ブータン、カンボジア、ラオス、モンゴル、ネノfール、

スリランカ、ベトナムといった発展途上国がFAO/WHO

ならびに韓国FDAからの支援で参加していた。

この能力構築のための事業には、 ILSIも国際組織委員

会が協力を続けている。前述のFAO/WHO機能性食品ワ

ークショップでもILSIは企画および開催のための協力を

しており、“ILSIhas supported the use of scientifically 

sound risk assessment as a basis for food safety regulatory 
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system. ILSI is willing to continue to cooperate with FAO 

and WHO by assisting in the organization seminars and 

workshops，，との発言をしている。

4. 次期アジア部会コーディネーター

次期アジア部会コーディネーターにはインドおよび韓

国をとの推薦があったが、話し合いの上、韓国が継続し

て勤めることとなった。

・－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－Report of the 14th Session of Codex Coordinatind 

Committee for Asia 

τ'he 14th session of the Codex Coordinating Committee 

for Asia was held in Jeju of Korea仕omSeptember 7 to 10 

2004. Seventy nine (79) from 17 member coun仕iesand 23 

企omorganizations of observer participated. The meeting 

was chaired by Dr. Jong Sei Park. Messrs. Richardson 

(UK), Lee and Oh (Korea), Sueki and Fukutomi Qapan) 

represented ILSI. 

Prior to this session, the FAO/WHO Workshop on 

Functional Food, in collaboration of Korean FDA, Korean 

IFT and ILSI, was conducted for review the current status 

on functional food, but not intended to refer in Codex. 

The report of this workshop was already sent by FAO to 

白eparties concerτied. 

Following is a brief summary of the outcome from白e

14th session of Codex Asia. 

1. Establishing the Codex Standard for Ginseng 

Products. 

With the CAC approval, the committee discussed the 

proposed draft standard prepared by Korea. Though 

ginseng. products are considered or regulated as 

functional foods and/ or medicinal products under their 

jurisdiction of some countries, the committee agreed to 

proceed to step 5 for consideration by the 28出 sessionof 

CAC. 

2. Establishing the Codex Standard for Fermented 

Soybean Products. 

88一一ILSINo.81 

With the CAC approval, the committee discussed the 

proposed draft standard prepared by Korea. The 

committee reviewed the proposed draft standards and 

decided to return to step 2 because the scope of the 

product in the draft standards was to narrow in 

consideration of available products obtained by 

fermentation process of soybean in many countries in the 

region. Redrafting of the proposed draft will be made by 

March 2006 by a working group chaired by Korea through 

E-mail. 

安 FermentedSoybean Paste is a pasty fermented food of 

a yellowish brown color, which uses soybean and salt 

as the main materials. It has unique tastes generated 

by the combination of savory taste from protein 

hydrolysis, salty taste仕omsalt, and sour taste from 

organic acid. 

(Reference to the brochure by Korean Food Research 

Institute) 

3. Establishing the Codex Standards for Gochujang 

With the CAC approval, the committee discussed the 

proposed draft standards drafted by Korea. The 

committee agreed to hold the proposed draft at step 4 

until the next session for more consideration of inclusion 

of the provision for contaminants and addition of optional 

ingredients and flavor enhancing agents. 

* Gochujang is a red or dark red fermented seasoning 

food made of red pepper powder, starch sources from 

grains, and salt as the main materials. It has 

somewhat hot taste from red pepper, sweet taste from 

starch source, and salty taste from salt. So, it not only 

adds abundant flavors to foods but also naturally 

stimulates the appetite through its taste and color. 

(Reference to the brochure by Korean Food Research 

Institute) 

4.FAO八NHOWorkshop on Functional Foods. 

The committee was informed that an FAO/WHO 

Workshop on Functional Foods was held on September 6 

2004, just prior to the session of the Codex Asia with 



cooperation of Korean FDA, and ILSI. 

FAO representative provided a short summa可 ofthe 

workshop, including reports on the current status of 

functional foods in several countries. While no 

recommendations were made, the workshop fostered a 

useful exchange of information and views. 

5. Capacity Building for Food Standards and 

Regulations 

Having the trust fund and support of Korean FDA, 

representatives from several developing countries could 

participate first t凶e.

ILSI did state that ILSI had supported the use of 

scientifically sound risk assessment as a basis for food 

safety regulatory system. ILSI is willing to continue to 

cooperate with FAO and WHO by assisting in the 

organization of seminars and workshops. 

第 14回コーデックス・アジア地域調整部会

略歴

福冨文武（ふくとみふみたけ）

1961年 東京教育大学農学部農業化学科卒業

1961年一99年食品および飲料等、食品産業に従事、品質保証、

学術調査、科学法規に関する業務を担当

1981年 日本国際生命科学協会（International Life Sciences 

Institute ofJ apan ）の設立に参画

1999年 日本国際生命科学協会、事務局長就任、今日に至る

日本栄養・食糧学会関東支部理事、日本食品保蔵学会理事、日本

化学学会、日本食品衛生学会

ILSI No.81 -89 



第14回コーデックス－アジア地域調整部会.FAO/WHO Workshop on Functional Foods 

第14回コーデックス・アジア地域調整部会：

FAD/WHO Workshop on Functional Foods 

ILSI Japan事務局次長 科学情報担当

末木一夫

FAO and WHO jointly organized a workshop on ‘Functional Foods: Safety and Regulatory Aspects" on 6 

September 2004, immediately prior to the 14th Session of the Codex Coordinating Committee for Asia. This workshop 

was conducted with the generous financial support of出eILSI and the Korea Food and Drug Administration (KFDA). 

There were about 180 participants from all over the world. 

The objectives of this workshop are to provide information on the characteristics and use of functional foods 

throughout the world, including information on consumer perceptions, safety evaluation and regulatory control of 

functional foods and provide a venue to exchange information on the status of functional foods in selected countries in 

the Asian region. 

1. はじめに

このワークショ ッフ。はpre-Codexworkshopとして毎回

コーデックス部会開催日の前日に開催されるものであ

る。今回、 ILS Iが地域政府からの要請を受けて

FAO/WHOと共同で開催に当たり、 180名弱の参加者が

あった。今回のテーマは 「機能性食品Jでにそのテーマ

の提案目的はアジア地域における機能性食品の特性と利

用に関する情報を提供することにある。機能性食品の定

義、消費者の観点、安全性評価および表示を含む規制の

The Attendance Report on the Workshop of the 

14th CC Asia: Functional Foods 
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調整のほか、地域における数ヵ国の機能性食品の状況に

関する情報交換も今回のワークショ ップの主眼の一つで

あった。プログラムは前半のテクニカルプログラムと後

半の地域・各国の報告そして質疑応答から構成されてい

る（表1)。安全性評価、法的規制の観点、ヘルスクレー

ムの科学的実証化、消費者からの観点について、 Prof.

D. Richardson、Dr.]. Hathcockならびに国際消費者団体

によって講演がなされると共に、 ！LSISEAのDr.T. 

Sioneから、！LSISEAが作成したアジアにおける機能性

会品の状況に関する報告書に沿っての発表があった。さ

KAZUO SUEKI 

Director, Scientific Information 

ILSI Japan 
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表 1：プログラム

A"llA ・rl<勺町内
FW'c)) だ依撤去

バ·~、」釣E ト・.，
FAO/ WHO WORKSHOP ＇·－~~~でで！：t: . 

in collaboration with the ILSI, Korea Food and Drug Administration and the Korean Society of Food Science 
and Technology. 

Functional Foods: Safety and RcgulatoηAspects 

Prelim" Pro1:ram 

6 September 2004 
08.00 -08:45 Registration 
08:45-09.00 Opening Ceremony FAO, WHO 

Morning session chair: Dr. Hyong Joo Lee, ProfiむsorofSeoul
National University 

09.00 -09:45 A risk analysis approach to the safety evaluation of Professor David Richardson, 
functional foods, with particular reference to vitamins DPR Nutrition Limited れJK)
and minerals 

09:45-10:45 Safety evaluation of functional foods and information Dr. John Hathcock, Council for 
on US reQulations on functional foods Responsible Nutrition (US) 

10:45-11:15 Break 
11:15-12:00 The scientific substantiation of health claims Professor David Richardson, 

DPR Nutrition Limited 

12:00-12:45 Consumer perceptions, concerns, and behaviors regarding Ms. Christine Cheong, 

functional foods Consumers International 
(Malaysia) 

12:45-14:00 Lunch Break 

Afternoon session chair‘Cheri Ho Lee, Professor of Korea 
University, Chair of !LSI-Korea 

14:00-14:30 Functional foods: the Australian experience Ms. Rose Hockham, Codex 
Australia 

14:30-15:00 Status of functional foods in Asia: Report of the ILSI South Dr Tee E Siong, 
East Asia Region ILSI SE Asia 

15:00-15:30 Status of functional foods in Korea Dr. Dai Byung Kim, Korea 
Food and Drug Administration 

15:30-16:00 Status of functional foods in Japan Dr. Tamami Umeda, Ministrγ 
of Health-Japan 

16:00-16:20 Break 
16:20-16:40 Status of functional foods in Indonesia Ms. Sri lrawati Susalit, 

National Agency for Drug and 

Food Control 
16:40-17:00 Status of functional foods in Thailand Ms. Supachai Kunaratanapruk 

Ministry of Public Health 

17:00帽 18:00 Discussion, summa円Fof salient points, close or workshop FAO, WHO 
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らに、各国からの報告として、オーストラリア、日本、

韓国、インドネシア、タイからの口頭発表およびカンボ

ジア、ラオス、インド、ミャンマーから資料が配布され

た。中国からの報告がなかったのは残念で、あった。

2. テクニカルプログラム

Prof. D. Richardson (DRP Nutrition Limited）はビタ

ミン・ミネラルの場合を参考に機能性食品の安全性評価

におけるリスクアナリシス・アプローチについて発表し、

栄養的安全性（Nutritionalsafety）とリスクアナリシス

の原則および必須微量栄養素に適用された方法について

例示した。すなわち、 RDA（推奨1日栄養所要量）、 UL

（許容上限摂取量）、 NOAEL（最大無毒性量）、 LOAEL

（最小無毒性量）、 UF（不確実係数）の各用語の説明と、

それらをどのように各ビタミン・ミネラル摂取の安全域

の設定に利用するかといった内容である。結論としては、

1）これらの科学的リスク評価はケース・パイ・ケースで

対応、 2）毒性学者や栄養学者を含む関連専門家が関与、

3）用語のハーモナイゼーション、 4）集団における摂取

データの蓄積、解釈、 5）欠乏、過剰に関するバイオマ

ーカー研究の促進、 6）リスクアナリシス過程の透明性、

7）リスクマネジメント、リスクコミュニケーションを

通じての消費者からの信頼獲得などが挙げられた。

Dr. J. Hathcock (Council for Responsible Nutrition) 

はアメリカの法的考え方と共に、機能性食品素材の安全

性評価について講演。アメリカでの例を引き合いにして

機能性食品の定義、食と薬との違い、ヘルスクレームの

法的基準と型、機能性食品素材のRDA概念、 UF,Upper 

Safe Limits, Observed safe Level ( OSL）に沿って安全性

評価の主要ステップについて概括的に説明した。結論と

しては、 1) 機能性食品は必ずしも必要な法的カテゴリ

ーにあるものではなく、研究および／あるいはプロモー

ション概念がむしろ求められる、 2）機能性食品製品は

通常食品あるいはサプリメント、機能性食品素材は食品

添加物、 GRAS物質あるいは食品由来物質、 3）表示には

強い科学的証拠が必要、 4）機能性食品は疾病治癒とい

うより健康障害の予防といったところにその役割があ

る、が挙げられた。 Prof.D. Richardsonはヘルスクレー

ムの科学的実証化についても講演し、 EUでの機能性食

品概念の歴史とEUの“FUFOSE”および“PASSCIAIM”

プロジェクトを紹介。結論としては、 1）ヘルスクレー
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ムの目的は、健康的な食パターンに関する確固とした科

学的情報を提供することで消費者に利益をもたらす、 2)

食品製造者が市場でヘルスクレームを表示する適合性、

3）消費者が健康に良い食品を摂るための補助、 4)EU 

でもまだすべて解決されていない。

Ms. Christine Cheong (Consumer International)は機

能性食品に関する安全性、有効性、品質、コスト、情報

に関する懸念と文化的、地域的な差について講演。結論

としては、 1）安全性、有効性、品質の確認を厳密に、 2)

市販前の臨床試験と他の科学的データの確保、 3）明確

な情報と消費者とのコミュニケーション、が挙げられた。

3.地域・各国の報告

( 1）オーストラリア

市販前許可制（新規食品くNovelFood＞を含む）、ヘル

スクレームと関連表示については開発中、日常の食事で

は食さないハーブとその他の生理活性物質も組み込む。

Dr. T. Sione (ILSI SEA）は、アジア11ヵ国と地域なら

びにILSISEA, ILSI EUの両方における機能性食品に関す

るILSIの取り組みについてハイライト的に紹介。定義、

法規制、市場、許可要件を中心に紹介した。要約すると

1）地域における機能性食品開発の大きな可能性、 2）機

能性食品関連用語の理解差によってこの開発は妨害され

ること、 3）ハーモナイズ的なアプローチが地域におけ

る開発を促進、 4)ILSIは地域・各国聞の相互協力に参

画し続ける計画がある、等になろう。

(2）韓国

2004年1月31日に制定されたDHSA(The Dietary 

Health Supplement Act) of KOREAについて紹介。通常

食品はヘルスクレーム表示対象外、安全性、有効性評価、

ヘルスクレーム表示、第3者アドバイザリー委員会等に

ついて概略を紹介。

(3）日本

国際調整官の梅田氏が、保健機能食品制度と 6月の

「Lミわゆる健康食品にかかる今後の制度のありかたjに

ついての提言において疾病リスク低減表示の実施がなさ

れるだろうとの件について紹介。



第 14回コーデックス・アジア地域調整部会： FAO/WHOWorkshop on Functional Foods 

(4）インドネシア

商品数（急激な増加）と法規制（案）について紹介。

ヘルスクレーム原則はコーデックス基準に基づく。

(5）タイ

すべてが現在進行中。

(6）その他

討論の部では、国際的に受け容れられる定義がない、

品質と安全性の確保、機能性食品はアジアにおいては食

と薬の聞のカテゴリーとなること、“historyof safe use” 

には注意深い対処が必要であること、 UL設定の難しさ、

メデイカル・ハーブ強化製品規制の難しさ、食品成分に

対する食品全体規制の困難さ、等が話し合われた。

FAO/WHOの見解としては栄養素のULを確立するた

めのリスクアセスメント・アプローチを開発中である。

今年の 11月16日から 19日にかけて、 FAORegional 

Office for Asia and the Pacific Iこよるテクニカルワーク

ショップ“RegionalWorkshop on Functional Foods and 

its implications in the diet，，がバンコクで開催され、日本

からは、独立行政法人国立健康栄養研究所の山田和彦氏

が出席、講演された。

略歴

末木一夫（すえきかずお）

1973年 富山大学大学院薬学研究科修士課程修了

1973年 日本ロシュ株式会社入社、研究所配属

1987年 日本ロシュ株式会社化学品本部

1996年 ビタミン広報センター・センター長兼務

1997年 ロシュ・ビタミン・ジャノTン株式会社に転属（分社化）

ビタミン広報センター・センター長継続

2002年 ロシュ・ビタミン・ジャパン株式会社退社

2002年 健康日本21推進フォーラム事務局長

2004年 ILSI]apan事務局次長
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機能性食品ゲノミクス最前線

l st European Nutrigenomics Conference 

参加報告

フレスコジャパン代表 和洋女子大学

ILSI Japanサイ工ンティフィック ILSI Japan副理事長

アドバイザ

清水俊雄 小林修平

NuGO (European Nutrigenornics Conference) was established to make network integrating nutritional genomics in 

Europe in January 2004 to target Nutrition and health research which is focused on the prevention of disease by 

optimizing and maintaining cellular, tissue, organ and whole-body homeostasis. Eleven members of delegation from 

!LSI Japan participated the 1st International Nutrigenornics Conference. The authors introduce the updated information 

on the research and development in this field, including the background and budget of Nu GO. New biomarkers for the 

functional foods, whose health claim is discussing for the global standards of the evaluating system are expected to be 

developed, using transcriptomics, proteomics and metabolomics. 

1. NuGOとは

( 1）発足の経緯

NuGO (European Nutrigenomics Conference）は2001

年より TNOのBenOmenとMunich大学のHannelore

Danielを中心にヨーロッパにおけるこの分野の統合を計

ってきた。2002年より、基礎研究から消費者啓発・倫理

に至る分野についてNutrigenomicsを遂進するために、 6

～8名のボードメンバーを中心とする全22名の運営委員

The Forefront of Functional Food Genomics: 

Report of the 1st European Nutrigenomics 

Conference 
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会がスター卜した。

一方、 EU（欧州連合）は新しい研究分野のサポート

を計画し、 EnvironmentGenomics、Toxicogenomicsな

ど約20のプロジェクト計画が提案され、セレク卜された

数個のテーマについて実行計画を詳細に評価して、 2004

年1月にNutrigenomicsが選択された。これはEUが最初

に行った研究基盤プロジェクトである。こうしてEUの

基金が得られることが決まり、 2004年1月に22の機関、

13の大学、 8の研究所が参加してNuGOが発足した。

TOSHIO SHIMIZU, Ph.D. 
Fresco Japan 

Scientific Advisor to ILSI Japan 

SHUHEI KOBAYASHI, M.D. 

Professor 
Depaバmentof Health and Nutrition, 

Waye Women’s University 
Vice President of ILSI Japan 
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図1 Nutrigenomicsの全体像

Figure 1 The basic stn」ctureof Nut「igenomics

E習ftft.1!11爾開明官軍

圃冒爾商問爾帽爾彊l

(2) EC-Nutrigenomics P叫ectの予算概要

1）予算： 6年間のプロジェクト期間での 17Mユーロ

（約20億円）の研究予算は主に宿泊費、交通費、運営費

などのcollaborationやこの分野における若手育成などの

ために当てられ、実際の研究実施のための費用にはこの

10倍以上を計上しており、今後提案される研究テーマご

とに、個別に評価して研究費を出すことが予定されてい

る。

2）このプロジェクトが成果を出せば、 7年後からEUに

おける本格的な大規模プロジェクトを開始することにな

る。

criptomicsだけではなく、 proteomics、metabolomicsま

での研究内容が言及されていた（図1）。また、対象とす

る食品素材も微量栄養素であるビタミン、ミネラルから、

機能性成分であるイソフラボンやケルセチンなどにまで

及んできていることが今回の特徴であ った。

2. 会議の背景とわれわれの目的

この会議は、 NuGOのいわば第1四年次学術総会とも

言われるべきもので、 EUによる正式の予算化措置の元

での初めての学術会議である。IISIJapanではこの課題

の重要性に鑑み、また東京大学に設置されることになっ

た！LSIJapan寄付講座での主要なテーマと深く関連する

乙とからも本会議に深い関心を寄せ、アムステルダムで

開催された前回の会議に、会員企業の研究者よりなるツ

アーを組織して参加した。 我々はそこで、単なるヨー

ロッパ地域の専門家の学術集会という枠を超えた、この

課題に対するEU各国と NuGOの並々ならぬ高い熱意と、

実践につながる高度な戦略に強い印象を受け、今回、再

度会員企業の現場研究者を中心としたツアーを企画し、

11名の参加を得たものである（表1）。特に我が国が先鞭

をつけた機能性食品の科学的評価の高度先進的方法論と

しての側面から見ても、今後の我が固における取り組み

が強く求められることが考えられた。

(3) 1st NuGO学会の発足

2003年までに2回実施したInternational 表 1 NuGo会議参加ツアー参加者名簿

Conference of Nutrigenomicsをヲ｜き継L、
で、1stNuGO Conferenceとして2004年

9月に、 WageningenInternation Con-

ference Centerで、それまでに倍する研究

者を集めて会議が聞かれた。2003年の報

告では、ジーンチ ップを用いて食品成分

の摂取による遺伝子発現とそれに伴う酵

素の代謝経路の促進または抑制を解析す

るまでに留まっている内容が殆どであっ

たが、2004年は、生活習慣病の予防を最

終目的として、個人の遺伝子情報を解析

し、各人のGenotypeに相応しい食品を提

供するテーラ ーメイド食品を目指すこと

を明確にして研究を進めている研究が多

く見られた 。 解析も単なる trans-

Table 1 Members of ILSI Japan Delegation 

名前 会社名
¥Plr属）

1団長 小林修平 ILSI Japan 
副理事長

2 高村政範 明治乳業（術研究本部
食機能科学研究所機能評価研究部ゲノミクス

3 片 嶋 充 弘 花王（紛
ヘルスケア第一研究所

4 木曽良信 サントリー（槻
健康科学研究所長

5 観 岡 伸 夫 サントリ ー（槻
健康科学研究所

6 ｜菊池洋介 ~樹企D日－清品製質粉管グ理ル本ー部プ基本礎社研究所

7 太田豊 アサヒピール（樹
未来技術研究所

8 ｜木本裕 研日本究所食品研化究工一（掬課

9 森永康 味の素（栂
執行役員

10 東江咲乃 味の素（紛
ライフサイエンス研究所

11コーディネ一世ー 清水俊雄 ILSI] apan 
寄付講座コーディネーター

uw布から、 114；の参加lは沿大ur，と制似された。
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3.会議の概要

本会議は2004年9月8日より 10日までの3日間、オラン

ダのWageningenConference Centerにおいて開催され

た。参加者はメンバ一国の研究者を中心とした265名で、

会場は参加登録者のみで完全に満員となり、そのため聞

に空席を置かないよう、繰り返しアナウンスがあったほ

どである。なお、我々！LSIJapanのメンバー以外、招待

講演者を除いてNuGOのメンバ一国の参加者しか見当た

らなかったことから、この会議の性格が「半公開」である

ことをうかがわせた（写真1,2）。

写真 1 会場

写真2 ポスターセッション

3日間の日程は、まず本プログラムの中心人物である

Dr. Ben Omenによる総括的な報告から始まり、この技

術が対象とする生物学的課題が何か、具体的な技術論、

この技術に伴うリスクとベネフィ ッ卜論、さらにこの技

術を用いて一体何をやるのかという視点から、主要な成

人病における代謝学的研究の現状の解説と問題点の提
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起、食品開発との関連、新しい研究モデル、ならびに栄

養と遺伝との関連にかかわる知識の現状をめぐっての総

会講演が行われた。また、分科会として2つの組み合わ

せによるワークショップが用意され、それぞれ「メタボ

リックヘルスjと「腸管系の健康Jという、特定対象分野

を意識したテーマ、ならびに「ライフステージj、特に成

長期と高齢期における特殊性、 「生命倫理jにかかわる問

題点という実践上の課題を扱ったものであった。ポスタ

ーによる発表が平行して行われ、 76題のポスター展示が

あった 。会議はもう一人の中心人物である Dr. 

Hannelore Daniel 1こよる将来展望の講演で幕を閉じた。

4. おわりに

我々 ILSIJapanの参加者は、本会議が意味するものに

ついてしばしば議論を交わす機会があったが、会議を通

じて一様に良く企画されたこのプログラムから強いイン

パクトを受けた。特に、 NuGOの並々ならぬ意気込みと

高度な戦略、前回の会議にも参加したメンバーはさらに

この1年間の研究の進歩に強い印象と、日本の現状に対

する危機感を覚えた。なによりもその着実な計画性と先

見性、研究プログラムのあらゆる側面についての行き届

いた配慮、には感服の一語に尽きる。一部の研究報告は、

多分にこのプログラムへの参加売り込みの意図が感じら

れたが、これも全体計画の意図したものの一環であった

と思われた。Nutritionsystem biologyの構築、すなわち

transcriptomics, proteomics, metabolomicsの有機的連携

と技術的開発に早くも着手している事実、若い次世代研

究者の育成とそれに対する着実な予算措置、関連分野

一臨床医学、疫学、食品学、栄養学、分析化学から数学

や社会学までーーとの連携の進展を見るとき、我が国と

しては、何をやるべきかという緊急課題に対する取り組

みを一刻も早く進めるべきであるというのが、今回の参

加者の一致した印象と言える。

今回の会議がEUの基金に支えられており、特に確定

している6年間の予算17Mユーロ（約20億円）は共同研

究を促進するための費用に当てるとのこともあり、医学、

疫学から植物遺伝学まで、幅広い科学者 から

Nutrigenomicsを活用した共同研究を呼びかける発表が

あり、ヨーロ ッパで一挙に乙の分野の研究成果が花開く

可能性がある。機能性食品の研究開発と制度化のパイオ

ニアである日本が、 Nutrigenomicsの急激な発展期にお
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いて現状では遅れをとっていることは明らかである。

Nutrigenomicsは単に得られた結果を眺めていても開発

に活かせる成果は少ない。今後日本がこの分野で世界に

追いつくには、 SNPs （遺伝子多型）調査による

Genotype研究や機能性素材の開発研究を実施している

大学および各企業で得られた結果を共有して、共同研究

を進めることが必要である。

略歴

清水俊雄（しみず としお）農学博士

1970年 東京大学農学部農芸化学科生物化学研究室卒業

1970年 旭化成工業株式会社入社

機能性食品と植物バイオテクノロジーの研究開発

1990～94年基礎研究所生化学研究室室長

1995-99年食品研究所部長

1997～99年健康と食品懇話会副会長

2000年4月 旭化成（株）を退社し、食品の科学と制度に関するコ

ンサルタントとしてプレスコ・ジャパンを設立

日本国際生命科学協会 (ILSIJapan）顧問、東京大学ILSI寄付講座

「機能性食品ゲノミクスjコーディネータ一、協会誌編集委員

日本臨床栄養協会評議員、日本サプリメントアドバイザ一機構認

定委員長、日本栄養・食糧学会栄養成分表示・栄養教育検討委員

小林修平（こばやし しゅうへい）医学博士

1960年 京都大学医学部医学科卒業

1965年 京都大学大学院医学研究科修了

1965年 京都大学付属ウイルス研究所助手

1974年 金沢医科大学生化学助教授

1981年 国立栄養研究所健康増進部部長

1990年 国立健康・栄養研究所所長

1999年 和洋女子大学家政学部教授

公衆衛生審議会委員、食品衛生調査会常任委員、矯正保護審議会

部会長など

また日本栄養改善学会理事長、日本栄養・食糧学会理事、日本公

衆衛生学会評議員、国際栄養科学連盟（IUNS）理事などを歴任。

現ILSIJapan副理事長
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今イルシーでは

今イルシーでは
LWWC/ILSI Japan共催、化学・生物総合管理学社会人再教育講座

「生物総合評価管理学ケーススタディー」

イカルス・ジャパン取締役社長

ILSI Japanサイエンティフィック・アドバイザー

イルシー第80号のフラッシュ ・リポートでお知らせし

たように、お茶の水女子大学ライフワールド ・ウオッチ

センター（LifeWorld Watch Center, LWWC）は、文部

科学省科学技術振興調整事業助成による「化学・生物総

合管理学の再教育講座jを2004年9月より開講している。

この講座は、社会人再教育として、技術革新と化学物質

や生物のもたらすリスク管理について学習の機会を提供

することを目的としており、カリ キュラムは化学物質総

合評価管理学群、生物総合評価管理学群および社会技術

革新学群などの各学群からなるおよそ40科目に上る講座

で構成される。初年度は、 15講座からなる下記のカリキ

ュラムで講義が開始された。

・化学物質総合評価管理学群

化学物質総合評価学概論1

化学物質総合管理学概論1

化学物質総合管理学概論2

化学物質総合管理学l

化学物質総合管理学3

化学物質総合管理学4

化学物質総合評価管理学ケーススタディ ー1

・生物総合評価管理学群

生物総合評価管理学総論

Activities at ILSI Entities 
Continuing Education Program for Integrated 
Mana~ement of Chemicals and Biology Co-
Organized by LWWC and ILSI Japan 
“Case Studies in Integrated Risk Assessment and 
Management of Chemical and Biology in Foods 

98一一ILSINo.81 

武居綾子

生物総合評価管理学概論2

生物総合評価管理学特論1

生物総合評価管理学ケーススタディ ー1

・社会技術革新学群

社会技術革新学概論1

社会技術革新学各論1

社会技術革新学各論5

．コ ミュニケーション学群

リスクとコミュニケーション1

LWWCの「化学 ・生物総合管理の再教育講座jは、理

論に偏らない実際的学習を重視していることから、専門

機関 ・シンクタンク、 NPO・NGO、学会 ・大学および

産業界と連携し、実社会で必要となる様々な実務経験を

豊富に有する専門家を講師陣とする講義で構成されてい

る。江SIJapanは非営利・中立の立場で長年にわたり食

の安全に取り組み、科学的かつ国際的な視点に立った活

動を実践してきた実績から、 LWWCの要請を受け、 「生

物総合評価管理学ケーススタディー1Jを担当すること

となった。ILSI Japanの会員および理事を中心に外部

の専門家を交えて編成した講師陣と、講義の内容につい

ては、第80号のフラッシュ・リポートに紹介した通りで

AYAKO S. TAKEI, MPH 

President, ICaRuS Japan Limited 

ILSI Japan Scientific Advisor 



ある。

7月下旬に開始された受講生の募集には、どの講座に

ついても予想を上回る応募があり、当初予定していた各

講座20人の定員を超える受講生を迎えることとなった。

中でもILSIが担当する「生物総合評価管理学ケーススタ

ディ－Jの人気は高く、現在27人の受講生が講座を受講

している。

「生物総合評価管理学ケーススタディーjでは、食の

分野におけるリスクアセスメント、リスク管理、リスク

コミュニケーションの国際的な取り組みを紹介するとと

もに、食にまつわる具体的なリスクを取り上げ、食を取

り巻く様々な状況や特殊性について理解を深めることを

目指している。また、バイオテクノロジーを中心とする、

食の分野での技術革新によってもたらされる変化につい

ても解説し、リスクアセスメントと管理の将来の方向性

についても言及する。

9月30日の第1回講義以来、受講生の出席率は高く、

各講義の最後に出される小レポートの諜題に対する回答

からも食のリスクに関する高い関心と講座への意欲が窺

われる。各講義90分という時間の中で紹介できる内容に

は非常に限りがあり、また、毎回質疑応答の時聞がほと

んど取れないことは、受講生だけではなく講師の方々に

とっても残念なところである。

2005年4月からのLWWC「化学・生物総合管理学の再

教育講座」にも ILSIJapanは引き続き参画し、前期、後

期と 1年間にわたり「生物総合評価管理学ケーススタデ

ィーJの講座を展開する。来年度は、 2004年9月開講の

15講義に追加、拡充し、下記の30講義の実施を予定して

いる。

生物総合評価管理学ケーススタディー 1 : 2005年4月開講

1.概論：食品とリスクアナリシス

2.食品安全をめぐる国際的枠組みとわが国の対応

3.食と生活習慣病

4.天然毒性物質

5.微生物

6.調理における食品成分の変化

7.食品添加物・香料

8.残留農薬

9.機能性食品

10. サプリメント

11.食物アレルギー

12. BSEとインフルエンザ

13. 日本における食品規制の体系

14.食品表示

15.安全性確保のための管理体制

今イルシーでは

生物総合評価管理学ケーススタディー 2 : 2防年9月開講

1.バイオテクノロジーの食に与えるインパクト

2.植物育種とバイオテクノロジー

3.遺伝子組換え技術による食糧の確保のための植物育種（ 1 ) 

4.遺伝子組換え技術による食糧の確保のための植物育種（ 2) 

5.遺伝子組換え技術による栄養改善のための植物育種

6.農業を生物多様性

7.遺伝子組換え技術による食品微生物の育種

8.遺伝子組換え技術を用いた食品添加物（酵素）の開発

9.遺伝子組換え技術を用いた食品の安全性評価（ 1 ) 

10.遺伝子組換え技術を用いた食品の安全性評価（ 2) 

11.品質管理技術におけるニューバイオテクノロジーの役割

12. ニュートリゲノミクスによる食品の効能評価

13. プロノfイオティクス

14. J＇イオテクノロジーとリスクコミュニケーション

15.食の安全とリスクアナリシス

企業の安全・環境関連部門はもちろんのこと、技術開

発部門や企画部門の担当者や管理者、教育関係者、行

政・自治体関係者、 NGO・NPO関係者、市民など幅広い

社会人の方々に食にまつわるリスクの評価と管理につい

て理解を深めていただく機会を提供することを目指して

L、る。

2005年度開講科目の受講生募集は、 1月下旬より開始さ

れる。詳細については、お茶の水女子大学インターネッ

トホームページ（http：・／／www.ocha.ac必／kouk泊／）を参照

されたい。
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食とリスクアナリシス 1 概鎗・食品とリスクアナリシス
すシリ。ー食ズを取のり内巻容くをさ紹ま介ざますなる状とと況も、に要、因シにリつーいズてに概一説貫、し食た品基分本野となのるリリススククアアセナスリメシンストとの管枠理組をみ考をえ示る

4月21日 武居綾子 備1イカルス・ジャパン
よで重要な問題、特殊性について解説する。

食品安全をめぐる国際的枠組みと
CODEX、WTO/SPS協定、ISO、HACCP等、食品の安全を保匝し、国際輸流入通に依を促存進すするわる国が際国的枠組

2 み、制度、管理手法等について概観する。食糧の60%を海外からの の状況 4月28日 福冨文武 日本国際生命科学協会わが国の対応 における、食のリスクと安全の確保について解説する。

食は、生命を維持するために必要なカロリーや栄養を確保するよで必要不可欠である一方、過剰
3 食と生活習慣病 摂取によっては肥満等の疾病につながる状況を生み出す。食に内在するベネフィットとリスクについ 5月12日 小林修平 和洋女子大学

て解説し、食のリスクアナリシスとの関わりを紹介する。

食品に含まれる天然毒性物質のリスクアアナリシスを紹介する。自然・ヤ天ツ然プイにコつーいルて安解全説、す合る成。物
4 天然毒性物質 質は危険といった一般の思い込みと科学的なデ－~Iこ基づく判断のギ 5月19日 一戸正勝 東京家政大学

食品中に含ま微れ生る物微の生リ物スのクア効セ用スとメリンストクやに管つ理いてケースス告ディを用いて紹介する。分析技術の革
5 微生物 新によって、 、効用の確恕にどのような変化がおこっているかを 5月26日 天野典英 サントリー側

明らかにし、今後の展開を解説する。

生鮮食品を加熱等により調理することは、美味しさを酪し出すためばかりでなく、食材中に存在する
吉田企世

6 調理における食品成分の変化 有害成分の低減や除去にも意援がある。一方、加熱等の処理によって生成される成分についての 6月2目 女子栄養大学
リスクも無視できない。リスク管理の観点から、調理の意味を解説する。 子

食品の製造、流通、保存等のために意図的に添加さ食れ品る中食に品含添ま加れ物るの微リ量ス可クアセスメントと管理に

7 食品添加物・香料
ついて紹介する。香料をケースス骨ディとして用い、 な要素のリスクアセスメ

6月9日 岡村弘之 長谷川香料側ントにおける国際的なアプローチと我が国の取り組みを比較する。圏内法規制への準拠と国際的な
リスクアセスメントとの矛盾について考える。

食品に含まれる残留農薬のリスクアセスメントについてケースス告ディーを用いて紹介する。残留農
8 残留農薬 薬基準のポジティブリスト制への移行など最近の行政の動きについても紹介する。 6月16日 武居綾子 開）イカルス・ジャパン

薬（医）食間源の考え方に基づき、食品・食品成分・栄養素の第3次機能としての生体調節作用に
9 機能性食品 関する科学と商品開発が、日本の特定保健用食品をはじめ欧米でも拡大しつつある。機能性食品 6月23日 清水俊雄 フレスコジャパン

に期待されるへルスクレームと安全な様取について国際的な動向を基に解説する。

牛I』発生したBSEとヒトにおいて新変異型クロイツフェルト・ヤコブ病が発症するリスク、また、ifi病
10 BSEと鳥インフルエンザ 原性鳥インフルエンザの発生とヒトへのについて概観する。我が固と緒外国におけるのリスク管理 6月30目 唐木英明 東京大学名誉教授

のアプローチの遣いについて紹介する。

食物アレルギーは、アナフラキシーショックのような重症なものもあり、近年、人々 レギのー懸の念憐が序増とし』て
11 食物アレルギー いる。日本を含む各国で、アレルゲンの表示制度が進行しつつある。食物アレJ 原 7月7日 丸井英二 順天堂大学

因、その予防手段としての表示のあり方について解説する。

日本ではが、日サ米ブをリ中メントは食品に分嫁されている。現在、代替医療の手段の っとしてサプリメント
12 サプリメント の利用 心に鉱大しているが、各配合成分の安全性デ－~に基づく上限摂取量の設定が 7月14目 末木一夫 日本国際生命科学協会

グローバルに進められつつある。サプリメントの国際的な状況と安全な摂取について解説する。

欧米で言われ始めた“農場から食卓（フォ ク）まで”の食品の安全確保のための踏取組みを、食

13 日本における食品規制の体系 品の生産から消費にいたる過程に関わる法制度と体制について、主としてリスク管理に焦点を当て 7月21日 福富文武 日本国際生命科学協会
て整理し、紹介する。
食品表示は、生産者や製造者からのメッセージとして、消費者が食品についての理解を深め、選択

キスレシ．ヤハ．ンマニュフ7'Jチザjン
14 食品表示 するよで有力な手段である。食品表示の現状から、リスク管理のためにどのように活用するかを解 7月28日 渡辺寛

説する。 ゲ側

生産から食卓までの食品の流れの過程で、食品に関わるリスクを管理するためにとられるべき手
15 安全性確保のための管理体制 法とシステムを紹介するとともに、リスク管理の因雛性と重要性を解説する。これからの食の安全 8月48 峯孝則 サントリー側

確保のため、産・官・学・市民に期待される役割について紹介する。

18:30～20:00 
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はじめに
1 バイオテクノロジーの食に与えるイ 食品分野におけるバイオテクノロジーを中心とする銭術革新の展開とそのインパクトについて概説

10月6日 機＊；II{!栄 サントリー側
ンパクト する。

開発とバイオテクノロ
人類の歴史は作物の改良の歴史でもある。近年のバイオテクノロジーの発達I主新しい植物の育種

2 植物育種とバイオテクノロジー に大きなインパクトを与えている。それは遺伝子組換え技術だけでなく交配による育種にも大きな 10月13日 武田和義 岡山大学ソ－・ー
ツールを与えている。

3 遺伝子組換え技術による食糧の確
人口増加や耕地の荒廃により食糧の確保は難しくなってきている。土犠流亡や虫害に対応するた

山線精一
め遺伝子組換え技術により新品種が開発され、世界的にはかなりの生産がなされている。その現 10月20日 日本モンサント鮒

保のための植物育種（1)
状と安全性確認の枠組みについて紹介する。 郎

4 遺伝子組換え技術による食糧の確 10月27日
保のための植物育種（2)

5 遺伝子組換え技術による栄養改善 肥満、飢餓、栄養失調等だけでなくQOLの向ょのために多くの作物が開発されている。その現状と
11月10日 笠：＇：／－.善幸，Ul デュポン鮒

のための植物育種 安全性確認の枠組みについて紹介する。

遺伝子組換え縞物の貿易は生物多練性条約の基で、生物多様性に与える影響のないように考慮
（独）農業生物資源研究

6 農業と生物多様性 されるよう法制化されたが、そもそも生物多織性とは、また、一般に農業の生物多様性に与える影 11月17日 倒保持重量
所

響とは、という観点で謹諭する。

7 遺伝子組換え技術による食品微生 コーデックスでは遺伝子組換えによる食品微生物の安全性評価法が決められたが、開発の現状と
11月24日 佐々木隆 明治乳業側

物の育種 安全性確忽の枠組みについて紹介する。

8 
遺伝子組換え技術を用いた食品添 遺伝子組換え技術を用いた食品添加物の市場はヨーロッパで特に進んでいるが、その開発の現状

12月1日 旗本B ノポザイムズジャパン鮒加物（酵素）の開発 と安全性確認の枠組みについて紹介する。

安全性評価とバイオ子 遺伝子組換え技術を用いた食品の
2003年コーデックスパイオテクノロジー特別部会はその目的を達して終了した。しかし、当初の忽定

9 以外にも多くの討施すべきことがあり、2004年の総会で再開が決められた。遺伝子組換え技術を 12月8日 中井秀一 日本モンサント鮒
クノロジー 安全性評価（1)

用いた食品の安全性評価について総合的に紹介する。

10 
遺伝子組換え技術を用いた食品の

12月15日安全性評価（2)

11 
品質管理筏術におけるニューパイ 遺伝子検査技術などのバイオテクノロジ一応用銀術は、汚染微生物の同定から食肉の品種の同

12月22日 布.. 総 側ファスマック
オテクノロジーの役割 定まで、品質管理などに大きな影響を与えつつある。その現状と展望について紹介する。

効能評価とバイオテクノ ニュートリゲノミックスによる食品の
ヒトゲノムの解読とーユートリゲノミクス研究により食品成分の遺伝子への影響を解析できるように

12 なり、詳細な効果効能とリスクの解明が可能になることが期待されている。ニュートリゲノミクスの現 1月12日 自色悶有 明治乳業側
ロジー 効能評価

状と将来の展望について紹介する。

13 プロ，fイオティクス
人の健康増進に寄与するとして最近脚光を浴びているプロバイオティックスについてその科学的な

1月19日 池都治夫 （株）ヤクルト本社
情報を詳解する。

まとめ 14 
バイオテクノロジーとリスクコミュニ 新技術の導入は消費者に不安を伴うことが多いが、食品バイオテクノロジーの分野でその解消の

1月26日 森田満樹 食品科学広報セン事ー
、 ケーション ために行われているリスクコミュニケーションの現状について紹介する。

15 食の安全とリスクアナリシス
バイオテクノロジー応用食品ならびに食のリスクアナリシスについて総括し、日本におけるリスクア

2月9日 武属綾子 （有）イカルス・ジャパン
ナリシスの普及への道を探る。

18:30～20:00 
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略歴

武居 綾子（たけい あやこ）公衆衛生学修士

1978年 国際基督教大学教養学部卒業

1981年 日本モンサント株式会社入社

1983年 日本モンサント株式会社アグロサイエンス事業部

-2000年 において農薬の安全性評価および登録に関する業

務に従事

2001年 化学品、農薬、食品、医薬品等の安全性と行政に

関わるコンサルタントとしてICaRuS,Japan設立

2002年 有限会社イカルス・ジャパン（ICaRuSJapan Limited) 

設立

2003年 米国ジョンズ・ホプキンス大学公衆衛生学大学院

修士過程終了



会報

＠会報・

I .会員の異動（敬称略）

入 ム一
A

入会年月日 社 名 表｛吃

2004.12.3 プリマハム（掬 基礎研究所所長

鮫島隆

評議員の交代

交代年月日 円口ネ土 名 新

2004.11.8 ジボダン ジャパン（掬 調査研究部研究員

山下修一

品質保証部マネージャー

土屋一行

II. ILSI Japanの主な動き（2004年9月～2004年11月）

※特記ない場合の会場はILSIJapan会議室

9月 1日
，， 

9月 2日

9月 9日

9月15日

" 
9月16日

9月22日
，， 

9月24日

ライフサイエンスシンポジウム企画委員会

運営委員会

「肥満jセミナー

食品リスク研究準備委員会

Project IDEA (Iron Deficiency Elimination Action）報告会

理事会

バイオテクノロジー研究部会／微生物分科会

栄養研究部会

（文京シピックホール）

Vahounyシンポジウム打合せ

事務局会議

香料研究部会第一回部会 （食糧会館）

9月27～29日 V ahouny -ILSI Japan難消化性脂質国際シンポジウム

（国立オリンピック記念青少年総合センター）

9月30日 本部事務局長Dr.Harrisと研究部会長懇談会および理事会懇談会

10月 6日

10月 7日

" 
10月 8日

10月 8日

10月12日

10月12日

食品安全研究部会／アレルギ一分科会

第4回「食品リスク研究j講演会

茶類研究部会

糖類研究部会

情報委員会準備会

2nd JOCS-ILSI Japan Joint Symposium実行委員会 （油脂工業会館）

JBIC勉強会（阿部教授、田中理事、清水氏講演） (JBIC) 

（弘済会館）
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10月13日

10月14日

10月19日

10月20日

10月26日

10月28日

10月29日

11月 4日

11月 5日

11月 9日

11月10日

11月17日

11月18日

11月19日
，， 

11月24日

編集部会

ゲノムベイ説明会、 NuGO報告会

ライフサイエンスシンポジウム企画委員会

運営委員会

“Nutrition Reviews，，編集委員会

食品安全研究部会／調査分科会

事務局会議

バイオテクノロジー研究部会／Maryanskiを囲む会 （食糧会館）

世界0・CHA学術会議「ILSIJapanワークショップ一茶成分データ」

CHPプレスコンファレンス

賠類研究部会

運営委員会

食品安全研究部会／微生物分科会

食品機能性研究会準備会

「食物アレルギー」ワークショッブ

国際協力委員会

（静岡グランシップ）

（薬業健保会館）

2nd JOCS-ILSI Japan Joint Symposium実行委員会 （油脂工業会館）

ライフサイエンス研究委員会

11月25～26日

11月26日

国際ワークショッブ「GMO検知接術J（共催） （横浜第2合同庁舎）

事務局会議

11月29日 食品リスク研究準備委員会

m. ILSIカレンダー

ILSI本部総会および学術集会

2004年1月14日一20日

アメリカ、ニューオーリンズ

Preliminary Meeting Schedule: 

Jan.14 Branch Staff Meeting 

Jan. 15 ILSI Board of Trustees 

ILSI Research Foundation Board of Trustees 

International Carbohydrates Coordinating Committee 

ILSI International Functional Foods Coordinating Committee 

Jan. 16 ILSI North America Board of Trustees 

ILSI Assembly of Members 

Jan. 17 ILSI HESI Assembly of Members 
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ILSI North America Assembly of Members and FNSP Meeting 

ILSI Focal Point in China Meeting 

ILSI North America Scientific Session -Food Safety Considerations in Sensitive Subpopulations 

HESI Scientific Session -Nanomaterial Safeか： UniqueChemical Properties andめeAssociated 

Implications for Exposure and Risk Assessment 

International Food Biotechnology Committee 



会報

ILSI IOC Framework 

Jan. 18 HESI Scientific Session‘刀1eS臼te-of-Sciencewithin HES!: Iiη＇proving our Approach to Safety and 

Risk Assessment 

ILSI North America Scientific Session -Biomarkers, Nutrients, and Disease 

2006 ILSI HESI Scientific Program Planning Committee 

ILSI North America Scientific Session -Nutrition and Gut Physiology 

HESI Emerging Issues Meeting 

!LSI International Organizations Committee 

Poster Session 

Jan. 19 HESI Board of Trustees 

ILSI RSI Scientific Session -Risk/Benefit Analysis: Comparing Apples and Oranges 

ILSI Norせ1America Scientific Session ・PsychologicalEffects of Foods and Diets 

ILSI Europe/NA/HESI/ILSI RSI Scientific Session -Tonics to be Announced 

Jan 20 2006 ILSI North America Scientific Program Planning Committee 

ILSI Japan平成17年度総会

2004年2月22日

東京

IV.発刊のお知5せ

『食物アレルギーJ
ILSIヨーロッパコンサイスモノグラフシリーズ（日本語訳）

内容：食物による有害反応の分類

食物アレルギーの有病率

食物アレルギーのメカニズム

食物に対する有害反応による症状と症候群

アレルゲン性食品

食物アレルギーの診断

食物アレルギーと共に生きる

リスク低減と食晶表示 他

会員： 800円 非会員： 1,000円（各送料別）にてお分けしております。

ILSI Japan事務局にご注文下さい。
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「炭水化物：栄養と健康j

ILSIヨーロッパコンサイス・モノグラフ・シリーズ（日本語訳）

内容 ：食品中の炭水化物

炭水化物に対する調理と食品加工の影響

炭水化物の摂取量

炭水化物の消化と吸収

吸収された炭水化物の代謝

健康状態および疾病における炭水化物 他

会員： 800円 非会員： 1,000円（各送料別）にてお分けしております。

ILSI Japan事務局にご注文下さい。

食品に関わるカビ臭（TCA) その原因と対策

A Musty Odor (TCA) of Foodstuff: The Cause and Countermeasure 

西島基弘監修

カビ臭防止研究会編

(ILSI Japan Report Series) 日本語／英語合冊

［目次］

第1章 概論

第2章 カビ臭原因物質発生機構

第3章 官能関値

第4章 容器包装と食品への汚染機構

第5章 塩素化及び臭素化アニソール類と塩素化

及び臭素化フェノール類の毒性調査

第6章 分析方法

第7章 汚染防止技術

第8章 終わりに

会員： 2,400円 非会員： 3,000円（各送料別）

ご注文先：財団法人食品産業センター（下記ホームページの申込用紙をご利用下さい）

http://www.shokusan.or.jp/ 
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食品に関わるカピ臭（TCA)

その原因と対策

民.SI.... 
蜘回

A Musty Odor(TCA) of Foodstuff 
The Cause and Ca，時前開easure 

且＇＂＇＂

October 2004 

カビ翼防止研究会

監修西島畢弘

食昂産業センター
~ l<••I I 、＇＂＂ ’凶阿

1.日本国際生命科学協会
同府 間 同 制S，，嗣＂即納 .. 持胸柑刷M ＜訓＿.... ,_. 



好熱性好酸性菌－ Alicyclobacillus属細菌一一

横田明 ・藤井建夫監修

ILSI Japan食品安全研究部会微生物分科会編

［目次］

第1章 はじめに

第2章 歴史的背景 （Alicyclobacillus属細菌）

第3章 Alicyclobacillus属細菌の性質

第4章 Alicyclobacillus属細菌の検査法

第5章 Alicyclobacillus属細菌の鑑別同定方法

第6章 果汁中でのAlicyclobaci/Jus属細菌の増殖挙動

第7章 分布および疫学に関する情報

第8章 Alicyclobacillus属細菌による変敗の要因と防止策

第9章 Alicyclobacillus属細菌にかかわる行政，協会， NPO,

研究機関および研究者

定価 ：8,400円（本体8,000円＋税）

出版元（建市社 TEL: 03-3944-2611）に直接ご注文下さい。＊ILSI Japan会員は2割引になります。

栄養学レビ‘ユー（NutritionReviews日本語版）

第 13巻第1号 （2004/AUTUMN) 

総 説：介入研究はわれわれに果物野菜の摂取と体重管理との関連についてどのようなことを示したか

機能性食品とサプリメントに関する規制の枠組み

脈管形成における銅の必要性

報 告：高用量抗酸化剤サプリメントの摂取と白内障

進行した肝機能不全における分枝アミノ酸栄養補助食品に関する新しい支持

魚介類の摂取，水銀曝露と心臓病

カルシウムと結腸直腸癌一一残るいくつかの疑問点

鉄，酸化ストレス ，そして疾患リスク

科学と政策：食事摂取基準一一栄養表示と栄養強化のための指針の原則

日本の動向 ：癌の栄養疫学の動向

定価 ：2,205円 （税込）（本体： 2,100円 送料 ：210円／冊）

出版元（建吊社 TEL: 03-3944-2611）に直接ご注文下さい。（会員：毎号配布）

会報
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V. ILSI Japan出版物

ILSIJapan出版物は、ホームページからも購入お申し込みいただけます。

ILSIJapanホームページ（http://www.ilsijapan.org/ilsijap組 .h加）

。定期刊行物

誌名 内容・特集

食品とライフサイ工ンス ILSI Japan機関誌

No. 1～No.30 （内容・在庫等については事務局にお問い合わせ下さい）

イルシー ILSI Japan機関誌

No. 31～No.69 （内容・在庫等についてはホームページをご貰いただくか、事務局にお

問い合わせ下さい）

No. 70 健康科学とそのあるべき姿、キノコが産生する生体機能調節物質、酸乳由

来プペチドの血圧降下作用、消費者と食品の安全性評価、 PASSCLAIM、

ライフサイ工ンス活動計画（2002年度）、機能性食品の科学をどのように

発展させるか

No. 71 食品の機能表示について、脂溶性ビタミンの生理機能、フラク卜オリゴ

糖の生理機能、 2002年コーデックス食品表示部会報告、 ILSISEA肥満

に関するシンポジウム・ワークショップ、 ILSISEAの科学活動

No. 72 自主管理を中心とした化学物質総合管理、水溶性ビタミンの生理機能、

大豆タンパクのコレステロール低減効果、 OECDにおける子宮肥大試験

バリデーション、リスクアセスメン卜への新たな取組み、遺伝子組換え

食品の安全性評価、予防原則の適用、シンポジウム「身体活動の増進と

ヘルス・プロモーションJ、新しい欧州食品安全機関、 BSE周辺をめぐ

る世界の動向

No. 73 食の安全に今後もねばり強く取り組む、 ILSIJapanの新たな飛躍を期待

して、ミネラルの生理機能（1）ーカルシウムを中心に一、難消化性デキ

ス卜リンの糖代謝および脂質代謝ヘ友ぼす影響、欧州連合の機能性食

品評価プロジ‘ェク卜： PASSCLAIM、食品の微生物学的リスクアナリシ

ス、定量的リスクアセスメン卜、遺伝子組換え食品に対するヨーロッパ

での動きー酵素業界からの見方一、今Codexで、は（VII）、 ILSIJapanシン

ポジウム「食品の抗酸化機能とバイオマーカ－J、ILSINoはhAmerica & 

ILSI Europe主催Sugarsand Health Workshopに参加して、第3回FOSIE

全体会議、第1回リスクアナリシス・ワークショップー食の安全のため

のリスクアセスメントー我が固におけるトレーニング・ニーズ、茶葉分

析プロジ‘ェク卜始動、［資料】韓国における健康機能食品に関する法律

No. 74 リスクコミュニケーションについて、ヘルスクレームの科学的評価に必

要な基礎理論、ニュー卜リゲノミクスへの期待、機能性食品の安全性、

ヒ卜における疫学データの安全性評価への活用、食品アミノ酸の適正

摂取の評価に関する第2回ワークショップ、ワークショップ「世界の茶品

種の成分と世界の茶事情j、ライフサイエンス研究活動計画（2003年度）、

2003年度ILSIグローバル（本部）総会報告、「油指で創る健康jシンポジ

ウムのE恵きどころ

No. 75 ヒューマンサービスと栄養学研究、ミネラルの生理機能（2）一微量元素一、

ジアシルク‘リセロールの栄養特性、ニュー卜リゲノミクスの誕生とその

原理および食品への応用、食品ゲノミクス研究センター ILSI Japan 

寄附講座設置に向けて、水の安全性評価一水質基準に基づく水の品質

保証一、水の安全とモニタリング・データの信頼性、微生物組換え体利
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発行年月 備考

1981.11～ 

1992. 3. 

1992. 6～ 

2002. 1. 

2002. 4. 

2002. 7. 

2002.10. 

2003. 1. 

2003. 4. 

2003. 7. 



用食品の安全性評価実施基準案についてーコーテとックス・バイオテクノ

ロジ一応用食品部会で合意された概要の紹介一、 2003年コーデックス

食品表示部会報告、！LSIHES！ワークショップ「トランスジェニックマ

ウスを用いた短期発がん性試験のリスク評価における有用性J、第4回

「栄養とエイジングJ国際会議開催に向けて

No. 76 I食品安全委員会の発足、「キシリトール＋2J製品の再石灰化促進効果、卜 12003.10. 

ランスクリプトミクスの有効活用に向けて、食品の安全性評価からリスク

アセスメン卜への進化をたどる、リスクコミュニケーション、カ口テノ

イドの食品機能性、「油指で創る健康」シンポジウム、食品の血糖応答と

健康を取り巻く最近の動向、！LSIHES卜JSOT学術年会参加、第4回「栄養

とエイジングJ国際会議各セクションの聞きどころ

No. 77 I新年を迎え、！LSIJapanの発展の方向を探る、大豆ステロールの生理機 l2004. 1. 

能、ニュートリゲノミクスの国際的動向、サウロポス・アンド口ジナス

（アマメシバ）の安全性問題、第2回PASSCLAIM本会議参加報告、“イ

ルシージ‘ャパン寄付講座「機能性食品ゲノミクスJ”が開設された、！LSI

HES！ワークショップ「薬剤による再分極遅延の心循環リスク評価（QT間

隔延長）J「トキシコゲノミクスーリスクアセスメン卜における有用性と

課題j

No. 78 I東京大学！LSIJapan寄付講座発足に寄せて、茶カテキンの体脂肪低減 l2004. 4. 

作用、ニュー卜リゲノミクスを基盤とした健康長寿科学創成の試み、

第4回「栄養と工イジングJ国際会議『ヘルスプロモーションの科学』、

東京大学大学院農学生命科学研究科イルシージャパン寄付講座「機

能性食品ゲノミクスj開設記念式典概要報告、 FAO/WHO合同食品規格

計画第25回栄養・特殊用途食品部会会議報告、！LSIHES！ランチョン・

セミナー開催、 2004年度！LSIJapanライフサイエンス研究活動計画、

2004年度！LSIグローパル（本部）総会報告

No. 79 Iさらなる食品の安全性の確保に向けて、食品安全委員会の発足と食品 l2004. 7. 

安全のこれから、牛乳由来の骨強化成分「MBPR」の機能、多因子疾患

としてのアレルギー予防の展望一遺伝・環境因子両面からのアプローチ、

ダイオキシン類の耐用摂取量の設定と安全性評価、食品安全研究部会で

の「食品の異臭jに関する取り組み概要、卜リク口口アニソール（TCA)

による食品のカビ臭オフ・フレーバーとその防止策、酸性飲料における

オフ・フレーパー ～グアイアコール～、食品リスク研究準備委員会の

活動報告、第4回アジア食品安全・栄養会議報告、「バイオテクノ口ジー

を用いて開発された栄養食品ーアジアでの取り組み－Jに関するシンボ

ジウムとワークショップ、 Vahouny-ILSIJapan難消化性糖質国際シンポ

ジウム（2004）、食品アミノ酸の適正摂取の評価に関する第3回ワークシ

ヨツプ

No. 80 I !LSI Japanへの期待、プ口ピオン酸菌産生物質のビフィズス菌増殖促進I2004. 10. 

作用、ニュー卜リゲノミクスからプロテオミクスへの展開、消費者にと

つての食品の安全、内分泌かく乱作用が疑われている農薬の生殖発生

毒性、世界のアレルギー表示義務化の動向、！LSIJapan栄養部会「nei満j

タスクフォース関連セミナ一、茶葉の成分分析第1報、第32回コーデッ

クス食品表示部会、第27回コーデックス委員会（総会）

No. 81 I !LSI Japanへの2つの希望、新規ヘルスクレームである抗疲労トクホ上l2005. 1. 

市に向けて、摂食感覚神経の遺伝子発現特性、日常診療からみた食の

安全性、 Vahouny-ILSIJapan難消化性糖質国際シンポジウム＊シンポ

ジウムを終えて＊ AReview ＊食品の糖放出性評価法（GR法）、食品

の安全性とリスクアナリシス、カビと食品衛生を考えるーマイコトキ

シンを産出しないカビの安全性一、生活習慣病予防を目的とした職域保

険支援プログラムの開発一介入終了1年後における介入効果の持続性一、

自立高齢者の介護予防をめざして一高齢者の運動と食生活に関する複合

プログラムTake10！Rを用いた地域介入の効果の評価一、発展途上国に

会報
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おける鉄欠乏症撲滅活動ーとくにべ卜ナムをモデルケースとして一報告

その3：大規模介入試験の結果、ワークショップ「世界のお茶とその化

学分析J、第26回コーテεックス栄養・特殊用途食品部会、第14回コーデ

ックス・アジア地域調整部会、第14回コーデックス・アジア地域調整

部会： FAO/WHOWorkshop on Functional Foods、機能性食品ゲノミク

ス最前線1stEuropean Nutrigenomics Conference参加報告、 LWWC/ILSI

Japan共催、化学・生物総合管理学社会人再教育講座「生物総合評価管

理学ケーススタディ－J

栄養学レビ、ュー I Nutrition Reviews日本語版

（第1巻～第9巻までの内容についてはホームページをご覧いただくか、 1992.10～ 

事務局にお問い合わせ下さい） 2001. 8. 

第10糠 1号｜肉の摂取と大腸癌ー疫学結果の再検証、糖原病におけるミトコンドリ 2001.10. 

ア遺伝子発現一一栄養の影響、植物ステロール類とそれらの誘導体、果

物・野菜類の摂取と心臓発作の危険性、可溶性食物繊維および不溶性食

物繊維を多く含む食事は2型糖尿病患者の血糖統制を改善し、高脂血症

を低減する、食物繊維と大腸癌一一適切な助言はなにか、保健機能食品

制度と問題点

第10巻第2号｜食物繊維と体重管理、鉄と大腸癌のリスクヒ卜における研究、苦昧の l2002. 2. 

科学と複雑さ、勝癌と糖原病、過酸化脂質の臨床的意義

第10巻第3号｜胎児形成不全と葉酸代謝、食物のエネルギー密度と体重調節、銅のホメオス l2002. 5. 

タシス、アルコール摂取と死亡率、日本の動向：高血圧治療ガイドライン

第10糊 4号｜母体栄養と新生児生存、骨の日デM の瞬ト骨に影響服ぼす栄 l2002. 8. 

養素の介入効果について、野菜、果物の摂取と結腸直腸癌リスクの関

係一一何を信じるべきか、アメリカ心臓病協会の2000年版：食生活指

針一一要約レポート、糖尿病のガイドライン

第11糠 1号｜高旭リボタンパク質ーアルコールJ ス卜口ゲン，植物工ス卜口ゲン l2002.10. 

の影響、米国における食品強化の歴史と将来一一公衆衛生の展望、亜鉛お

よひ

一一ステロールの吸収と排池の調節にかかわる新しいトランスポータヘ

肥満症の診断と治療

第11巻第2号｜菜食への移行ー鉄とE鉛は大丈夫か、遺伝子組換え作物ーヒ卜の栄 l2003. 2. 

養改善のための可能性、糖質と満腹、ビタミン812欠乏、 TNF－αおよひ”

上皮増殖因子一一ビタミン812の新規機能か、脂肪細胞におけるグルコ

コルチコイドは内臓肥満を促進する、新しい動脈硬化性疾患診療ガイド

ライン

第11巻第3号｜減量時の高いタンパク食一安全なのか司そして役に立つのか 7 実験 l2003. 5. 

的および疫学的データに関するレビ．ユ一、食事による産熱効果と肥満

一一矛盾した結果と方法論的変動について、栄養素の急性欠乏症対潜在

性欠乏症、アルコールの過飲一一重度の高ホモシステイン血症を起こし

た興味深い症例

第11巻第4号｜食物中の葉酸と神経管ーイスラエルで提案された三重介入試験、短 12003. 8. 

鎖フラク卜オリゴ糖の免疫刺激と腸管の健康増進特性、メタボリツクシ

ンドローム、食事性鉄の吸収調節に対するヘプシジン関与の可能性、パ

ーキンソン病を悪化させるホモシステインと葉酸欠乏

第12巻第 1号｜大豆イソフラボン、可溶性接着分子、フ。口バイオティクス、抗酸化ビ l2003.11. 

タミンであるビタミンE,Cとアルツハイマー病のリスク、肥満と乳癌

リスクおよび死亡率との関係、体重および身体活動状態の適度の改変

により2型糖尿病易擢患素因保持者の発病の予防あるいは遅延が可能

である、口腔と全身の健康

第12巻第2号｜機能性食品に含まれるイソフラボンの生理活性、小児期における過体重 l2似 2

は成人の健康に影響を友ぼすか、体重管理における人工甘昧料の有

効性、乳糖不耐症、ピ口口キノリンキノン（PQQ)

第12巻第3号｜大豆レクチンとルナシンの抗癌作用の可能性について、水分補給一一21 I 2004. s. 
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世紀の課題、 E鉛の摂食調節一一二ユーロペプチドYの役割、食事によ

る癌予防を研究するための消化管腫蕩マウスモデル、アディボネクチン

一一エネルギーホメオスタシスの制御者、過体重と肥満状態は短命の予

測値に関係している、健康増進法一一背景と狙い

第12糊 4号｜ケトンー代謝のみにくいアヒルの子、脈管形成阻害剤は肥満を調整 l2004. 8. 

するかもしれない、相反する相互作用一一レプチンとグレリン、遺伝

子の翻訳を制御する栄養素の新たな知見、栄養学の重要な展開：食事

摂取基準を用いた個別食事計画

第13巻第 1号｜機能性食品とサプリメン卜に関する規制の枠組み、進行した肝機能不全12似 11.

における分枝アミノ酸栄養補助食品に関する新しい支持、鉄，酸化ス

トレス，そして疾患リスク、食事摂取基準一一栄養表示と栄養強化の

ための指針の原則、癌の栄養疫学の動向

。栄養・エイジンタ・運動
誌名等

国際会議講演録 栄養と工イジング（第 1回「栄養と工イジングj国際会議講演録）

国際会議講演録 品齢化と栄養（第2回「栄養と工イジング」国際会議講演録）

国際会議講演録 長寿と食生活（第3回「栄養とエイジングJ国際会議講演録）

栄養学レビュー特別号 ケロッグ栄養学シンポジウム「微量栄養素j一現代生活における役割一

栄養学レビ、ュー特別号 「運動と栄養」一健康増進と競技力向上のためにー

栄養学レヒ、ュー特別号 ネスレ栄養学会議Iライフステージと栄養j

ワーキング・グループ報告 日本人の栄養

ILSI Japan Report Series 食品の抗酸化機能とバイオマーカー

｜凶日一口、'JI~モノゲラ7シ IJ-J.' 栄養のヒト免疫能に及ぼす影響（翻訳）

その他 最新栄養学（第5版～第8版） （“Present Knowledge in Nutrition”邦訳）

その他 世界の食事指針の動向

そのイ也 晶齢者とビタミン（講演録翻訳）

C 機能性食品

誌名等

研究部会報告書 日本における機能性食品の現状と課題

研究部会報告書 上記英訳“TheStatus quo of Functional Foods and the Subjects to be Discussed” 

研究部会報告書 機能性食品の健康表示一科学的根拠と制度に関する提言一

研究部会報告書 上記英訳“HealthClaim on Functional Foods" 

ILSI Japan Report Series 日本における機能性食品科学

ILSI Japan Report Series 上記英訳“FunctionalFood Science in Japan" 

ILSI Japan Report Series 機能性食品科学とヘルスクレーム

む油脂の栄養
誌名等

ワーキング・グループ報告 油脂の栄養と健康

研究部会報告書 パーム油の栄養と健康（「ILSI・イルシ－J別冊 I) 

研究部会報告書 魚介類脂質の栄養と健康（「ILSI・イルシ－J別冊目）

研究部会報告書 畜産脂質の栄養と健康（「ILSI・イルシー」別冊IV)

研究部会報告書 魚の油ーその栄養と健康一

ILS日一口ッパ壬ノグラフシリーズ 油指の栄養と健康（付：脂肪代替食品の開発）（翻訳）

発行年月

1993.11. 

1996. 4. 

2000. 5. 

1996. 4. 

1997. 2. 

1997.10. 

1991. 1. 

2002. 9. 

2002. 7. 

1997. 4. 

2000. 6. 

発行年月

1998. 7. 

1998. 6. 

1999.12. 

2000. 8. 

2001. 8. 

2001.11. 

2004. 1. 

発行年月

1991. 9. 

1994.12. 

1995. 6. 

1995.12. 

1997. 9. 

1999.12. 

会報

備考

建吊社

建吊社

建吊社

建吊社

建用社

建吊社

建吊社

建吊社

備考

備考
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会報

。バイオテクノロジー
誌名等 発行年月 備考

国際会議講演録
バイオ食品一社会的受容に向けて

（バイオテクノロジ一応用食品国際シンポジウム講演録）
1994. 4. 建吊社

研究部会報告書 バイオ食品の社会的受容の達成を目指して 1995. 6. 

研究部会報告書 遺伝子組換え食品を理解する 1999. 7. 

研究部会報告書 遺伝子組換え食品O&A 1999. 7. 

ILSI Japan Report Series 生きた微生物を含む食品への遺伝子組換え技術の応用を巡って 2001. 4. 

その他 バイオテクノ口ジーと食品（IFBC報告書翻訳） 1991.12. 建鼎社

その他 FAO/WHOレポート「バイオ食品の安全性」（第 1回専門家会議翻訳） 1992. 5. 建吊社

そのイ也
食品に用いられる生きた遺伝子組換え微生物の安全性評価

（ワークショップのコンセンサス・ガイドライン翻訳）
2000.11 

C糖類

誌名等 発行年月 備考

国際会議講演録
国際シンポジウム 糖質と健康

(ILSI Japan20周年記念国際シンポジウム講演録・日本語版）
2003.12. 

国際会議講演録
Nutrition Reviews -International Symposium on Glycemic Carbohydrate and 

2003. 5. 
Health (ILSI Japan20周年記念国際シンポジウム講演録・英語版）

ワーキング・グループ報告 砂糖と健康 1990. 9. 

ILS日一日 ＂JI~モノゲラフシリーズ 炭水化物：栄養と健康 2004.11. 

ILSI砂糖モノグラフシリーズ 糖と栄養・健康一新しい知見の評価（翻訳） 1998. 3. 

ILSI砂糖モノグラフシリース 甘昧一生物学的、行動学的、社会的観点（翻訳） 1998. 3. 

ILSI砂糖モノグラフシリーズ う触予防戦略（翻訳） 1998. 3. 

ILSI砂糖モノグラフシリーズ 栄養疫学一可能性と限界（翻訳） 1998. 3. 

その他
糖類の栄養・健康上の諸問題

(Am. J. Clin. Nutr., Vol. 62. No. 1 (S), 1995翻訳）
1999. 3. 

て〉安全性
誌名等 発行年月 備考

国際会議講演録 安全性評価国際シンポジウム 1984.11. 

研究委員会報告書
加工食品の保存性と日付表示一加工食品を上手においしく食べる話一

（「ILSI・イルシ－J別冊Ill)
1995. 5. 

食品に関わるカビ臭（TCA）その原因と対策

ILSI Japan Report Series A Musty Odor (TCA) of Foodstuff: The Cause and Countermeasure 2004.10. 

（日本語・英語合冊）

ILS日一口γ／＼モノグラフシリ－t ADI、許容一日摂取量（翻訳） 2002.12. 

ILSIヨーロッ／＼モノダう7シリーズ 食物アレルギー 2004.11. 

その他 ビタミンおよびミネラル類のリスクアセスメン卜（翻訳） 2001. 5. 

食品中のアクリルアミドの健康への影響（翻訳）

その他 (2002年6月25～27日 FAQ/WHO合同専門家会合報告書 2003. 5. 

Health Implication of Acrylamide in Food翻訳）

その他 好熱性好酸性菌ーAlicyclobacillus属細菌ー 2004.12. 

C その他

誌名等 発行年月｜ 備考

その他 アルコールと健康（翻訳）、 2001. 8. 
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羽．新着図書・資料のご案内

ILSI本部・各支部ならびに関連団体が最近発行した書籍および資料（事務局にて保管）をご紹介します。

水分：生命の液体

Hydration: Fluids for Life 

(/LSI North America Monograph Series) 

39頁、 ILSINorth America刊（2004)

ILSI North Americaの水フ。ロジェクト委員会がまとめた水分と健康に関するレビュー。生体にとって必須である水

と健康についての最新の科学情報から水の機能、水の状態の測定、小児，子供，高齢者，スポーツ選手等における配

慮、等についてまとめた。米国食品・栄養評議会による水摂取量の勧告についても触れている。

Mycobacterium avium subsp. Paratuberculosis (MAP）と食物連鎖

Mycobacterium avium subsp. Paratuberculosis (MAP) and the Food Chain 

(/LSI Europe Report Series) 

32頁、 ILSIEurope干I] (2004) 

ウシ，ヒツジ，ヤギなどの家畜にジョーンズ病として知られる疾病を起こすMAPについて、食物連鎖の中での防

止法を検討した。 MAPはヒトのクローン病（回腸末端炎）にも関与することが示唆されていることから、 ILSI

Europe病原菌タスクフォースが検討を進めてきた成果をまとめた。

HACCPの理解と応用のために（第三版）

A Simple Guide to Understanding and Applying the Hazard AnalysおCriticalControl Point Concept一一－Third

edition 

(!LSI Europe Concise Monograph Series) 

23頁、 ILSIEurope干I](2004) 

食品の安全確保のための有力手段としてCodexで、も取り上げられ、また各国が推進しているHACCPについて、そ

の基本と応用をまとめた。

アジアにおlオる機能性食晶の現状

Functional Foods in Asia: Current Status and Issues 

(!LSI Southeast Asia Region Monograph Series) 

47頁、 ILSISoutheast Asia Region刊（200の
機能性食品科学の研究が進む中、医食同源の考え方を背景としたアジアの食生活における機能性食品のあり方につ

いて見直そうという動きの中で、 ILSISoutheast Asia Regionのコーディネイトにより、アジア11カ国における機能性

食品関連法規の現況、市場機会、消費者の認識などについて、日本を含むアジアの専門家が会合を重ねた結果をまと

めたもの。ヘルスクレームとその科学的裏づけがどのように行われてきたかをレビューするとともに、付録ではアジ

アの伝統的食文化に根ざした機能性食品についても取り上げている。
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『デオキシニバレノール（DON）』ワークショップ講演録

Trichothecenes with a special focus on DON Proceedings of a Workshop held on 10・12September 2003的

Dublin, Ireland 

189頁、 ToxicologyLetters Vol. 153, No. 1 (2004) 

Fusar恒m属菌の産生するカビ毒トリコテセンの一つであるデオキシニパレノール（DON）に焦点を合わせたワー

クショップが2003年9月アイルランドで開催され、 DONの発生メカニズム、体内代謝、毒性、曝露等についての議論

が行われた。 DONに関する最新科学情報の集大成である。

ヨーロッパにおIオる小児および青少年の県養

Nutritional Needs of Children －一一Proceedingsof the Workshop on 'Nutrition in Children and Adolescents in 

Europe: What Is the Scientific Basis ? 

232頁、 British]oumalof Nu的・tion,Vol. 92, Suppl. 2 (2004) 

ILSI Europeの「子供の必須栄養」タスクフォースが、これらの年齢層の食生活ガイドライン策定のための科学情報

を提供するために開催したワークショップの講演録。
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次号予告（2005年4克発行予定）

次号では、連載中のシリーズのほか、「環境ホルモン騒動と今後の対応」についての総説や、 ILSI海外支部からの

投稿も掲載する予定です。

編集後記

先頃CNNニュースで、イタリアのレストラン・パーでは禁煙が義務づけられるとL寸話題が流された。禁煙プ

ロジェクトを強力に推進しているWHOの事務局が置かれているにもかかわらず、米・豪に比べて喫煙に対して

寛容であったヨーロッパの諸国でも禁煙に対する取り組みが具体化してきた。 WHOは禁煙に続く健康維持・増

進プロジェクトとして、生活習慣病予防に対する取り組みを始めており、日常的な運動の奨励、肥満の低減が大

きなテーマとなっている。 ILSIの活動において 4大プロジェクトが設定されているが、「肥満」もそのひとつで

ある。日本国際生命科学協会でも現在「肥満」タスクフォース構築の準備活動が進んでいる。日本においては、

全体的な肥満傾向にあるが、小太り状態での糖尿病発症率が高いことや、若い女性における過度の「やせ」傾向

などの特異的な問題がある。生活習慣病予防発症予防における肥満の評価をどうするのか、「やせ」願望を解決

する方策は？などが今後の課題であろう。 （朔）
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